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(57)【要約】
　本発明は、殺虫性脂質を、掛かる脂質および脂質画分を含む組成物並びにその調製方法
と共に提供する。前記脂質または前記脂質を含む組成物を、任意に１種以上の殺虫剤また
は昆虫病原性真菌を含む昆虫病原性物質と共に用いる、植物病原性昆虫などの昆虫に対す
る生物学的防除方法も、提供される。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　単離され、精製されているかまたは実質的に純粋な、式I
【化１】

（式中、Ｒ1およびＲ2は同一または異なることができ、それぞれ脂肪酸の脂肪族部分であ
り、Ｒ3、Ｒ4およびＲ5はそれぞれ独立にＨ、水酸基、カルボキシル基、アミド基、非置
換または置換されたアルキル基、非置換または置換されたアルケニル基、非置換または置
換されたアルキニル基、および非置換または置換されたアリール基からなる群より選択さ
れる。）の脂質。
【請求項２】
　１種以上の昆虫の防除用の、請求項１記載の脂質。
【請求項３】
　Ｒ1およびＲ2が独立に、Ｃ１６飽和脂肪酸、Ｃ１８飽和脂肪酸、Ｃ１８モノ不飽和脂肪
酸、Ｃ１８ジ不飽和脂肪酸およびＣ１８トリ不飽和脂肪酸の脂肪族部分からなる群より選
択される、請求項１または請求項２に記載の脂質。
【請求項４】
　Ｒ1もしくはＲ2またはＲ1およびＲ2の両方が、Ｃ１６飽和脂肪酸の脂肪族部分である、
請求項１～３のいずれか一項に記載の脂質。
【請求項５】
　Ｒ1もしくはＲ2またはＲ1およびＲ2の両方が、Ｃ１８飽和脂肪酸の脂肪族部分である、
請求項１～３のいずれか一項に記載の脂質。
【請求項６】
　Ｒ1もしくはＲ2またはＲ1およびＲ2の両方が、Ｃ１８モノ不飽和脂肪酸の脂肪族部分で
ある、請求項１～３のいずれか一項に記載の脂質。
【請求項７】
　Ｒ1もしくはＲ2またはＲ1およびＲ2の両方が、Ｃ１８ジ不飽和脂肪酸の脂肪族部分であ
る、請求項１～３のいずれか一項に記載の脂質。
【請求項８】
　Ｒ1もしくはＲ2またはＲ1およびＲ2の両方が、Ｃ１８トリ不飽和脂肪酸の脂肪族部分で
ある、請求項１～３のいずれか一項に記載の脂質。
【請求項９】
　Ｒ1がＣ１６飽和脂肪酸の脂肪族部分である、請求項１～３のいずれか一項に記載の脂
質。
【請求項１０】
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　Ｒ1がＣ１６飽和脂肪酸の脂肪族部分であり、Ｒ2がＣ１８モノ不飽和脂肪酸である、請
求項１～３のいずれか一項に記載の脂質。
【請求項１１】
　Ｒ1がＣ１６飽和脂肪酸の脂肪族部分であり、Ｒ2がＣ１８ジ不飽和脂肪酸である、請求
項１～３のいずれか一項に記載の脂質。
【請求項１２】
　Ｒ2がＣ１６飽和脂肪酸の脂肪族部分である、請求項１～３のいずれか一項に記載の脂
質。
【請求項１３】
　Ｒ2がＣ１６飽和脂肪酸の脂肪族部分であり、Ｒ1がＣ１８モノ不飽和脂肪酸の脂肪族部
分である、請求項１～３のいずれか一項に記載の脂質。
【請求項１４】
　Ｒ2がＣ１６飽和脂肪酸の脂肪族部分であり、Ｒ1がＣ１８ジ不飽和脂肪酸の脂肪族部分
である、請求項１～３のいずれか一項に記載の脂質。
【請求項１５】
　Ｒ2がＣ１６飽和脂肪酸の脂肪族部分であり、Ｒ1がＣ１８トリ不飽和脂肪酸の脂肪族部
分である、請求項１～３のいずれか一項に記載の脂質。
【請求項１６】
　Ｒ1がＣ１８飽和脂肪酸の脂肪族部分である、請求項１～３のいずれか一項に記載の脂
質。
【請求項１７】
　Ｒ1がＣ１８飽和脂肪酸の脂肪族部分であり、Ｒ2がＣ１８モノ不飽和脂肪酸の脂肪族部
分である、請求項１～３のいずれか一項に記載の脂質。
【請求項１８】
　Ｒ1がＣ１８飽和脂肪酸の脂肪族部分であり、Ｒ2がＣ１８ジ不飽和脂肪酸の脂肪族部分
である、請求項１～３のいずれか一項に記載の脂質。
【請求項１９】
　Ｒ1がＣ１８飽和脂肪酸の脂肪族部分であり、Ｒ2がＣ１８トリ不飽和脂肪酸の脂肪族部
分である、請求項１記載の脂質。
【請求項２０】
　Ｒ2がＣ１８飽和脂肪酸の脂肪族部分である、請求項１～３のいずれか一項に記載の脂
質。
【請求項２１】
　Ｒ2がＣ１８飽和脂肪酸の脂肪族部分であり、Ｒ1がＣ１８モノ不飽和脂肪酸の脂肪族部
分である、請求項１～３のいずれか一項に記載の脂質。
【請求項２２】
　Ｒ2がＣ１８飽和脂肪酸の脂肪族部分であり、Ｒ1がＣ１８ジ不飽和脂肪酸の脂肪族部分
である、請求項１～３のいずれか一項に記載の脂質。
【請求項２３】
　Ｒ2がＣ１８飽和脂肪酸の脂肪族部分であり、Ｒ1がＣ１８トリ不飽和脂肪酸の脂肪族部
分である、請求項１～３のいずれか一項に記載の脂質。
【請求項２４】
　Ｒ1がＣ１８モノ不飽和脂肪酸の脂肪族部分である、請求項１～３のいずれか一項に記
載の脂質。
【請求項２５】
　Ｒ1がＣ１８モノ不飽和脂肪酸の脂肪族部分であり、Ｒ2がＣ１８モノ不飽和脂肪酸の脂
肪族部分である、請求項１～３のいずれか一項に記載の脂質。
【請求項２６】
　Ｒ1がＣ１８モノ不飽和脂肪酸の脂肪族部分であり、Ｒ2がＣ１８ジ不飽和脂肪酸の脂肪
族部分である、請求項１～３のいずれか一項に記載の脂質。
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【請求項２７】
　Ｒ1がＣ１８モノ不飽和脂肪酸の脂肪族部分であり、Ｒ2がＣ１８トリ不飽和脂肪酸の脂
肪族部分である、請求項１～３のいずれか一項に記載の脂質。
【請求項２８】
　Ｒ2がＣ１８モノ不飽和脂肪酸の脂肪族部分である、請求項１～３のいずれか一項に記
載の脂質。
【請求項２９】
　Ｒ2がＣ１８モノ不飽和脂肪酸の脂肪族部分であり、Ｒ1がＣ１８モノ不飽和脂肪酸の脂
肪族部分である、請求項１～３のいずれか一項に記載の脂質。
【請求項３０】
　Ｒ2がＣ１８モノ不飽和脂肪酸の脂肪族部分であり、Ｒ1がＣ１８ジ不飽和脂肪酸の脂肪
族部分である、請求項１～３のいずれか一項に記載の脂質。
【請求項３１】
　Ｒ2がＣ１８モノ不飽和脂肪酸の脂肪酸族分であり、Ｒ1がＣ１８トリ不飽和脂肪酸の脂
肪族部分である、請求項１～３のいずれか一項に記載の脂質。
【請求項３２】
　Ｒ1がＣ１８ジ不飽和脂肪酸の脂肪族部分である、請求項１～３のいずれか一項に記載
の脂質。
【請求項３３】
　Ｒ1がＣ１８ジ不飽和脂肪酸の脂肪族部分であり、Ｒ2がＣ１８ジ不飽和脂肪酸の脂肪族
部分である、請求項１～３のいずれか一項に記載の脂質。
【請求項３４】
　Ｒ1がＣ１８ジ不飽和脂肪酸の脂肪族部分であり、Ｒ2がＣ１８トリ不飽和脂肪酸の脂肪
族部分である、請求項１～３のいずれか一項に記載の脂質。
【請求項３５】
　Ｒ2がＣ１８ジ不飽和脂肪酸の脂肪族部分である、請求項１～３のいずれか一項に記載
の脂質。
【請求項３６】
　Ｒ2がＣ１８ジ不飽和脂肪酸の脂肪族部分であり、Ｒ1がＣ１８トリ不飽和脂肪酸の脂肪
族部分である、請求項１～３のいずれか一項に記載の脂質。
【請求項３７】
　Ｒ1がＣ１８トリ不飽和脂肪酸の脂肪族部分である、請求項１～３のいずれか一項に記
載の脂質。
【請求項３８】
　Ｒ1がＣ１８トリ不飽和脂肪酸の脂肪族部分であり、Ｒ2がＣ１８トリ不飽和脂肪酸の脂
肪族部分である、請求項１～３のいずれか一項に記載の脂質。
【請求項３９】
　Ｒ2がＣ１８トリ不飽和脂肪酸の脂肪族部分である、請求項１～３のいずれか一項に記
載の脂質。
【請求項４０】
　Ｒ3、Ｒ4、Ｒ5がそれぞれＨまたはメチルである、請求項１～３のいずれか一項に記載
の脂質。
【請求項４１】
　Ｒ3、Ｒ4、Ｒ5がそれぞれメチルである、請求項１～３のいずれか一項に記載の脂質。
【請求項４２】
　前記脂質が、１，２－ジアシルグリセリル－３－Ｏ－４’－（Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチル
）－ホモセリン（ジアシルグリセリル－Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルホモセリン、ＤＧＴＳ）
である、請求項１～３のいずれか一項に記載の脂質。
【請求項４３】
　前記脂質が、１，２－ジアシルグリセリル－３－Ｏ－２’－（ヒドロキシメチル）－（
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Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチル）－β－アラニン、または１，２－ジアシルグリセリル－３－Ｏ
－カルボキシ－（ヒドロキシメチル）－コリンである、請求項１～３のいずれか一項に記
載の脂質。
【請求項４４】
　殺虫に有効な量の、１種以上の請求項１記載の脂質を、１種以上の基剤と共に含む、組
成物。
【請求項４５】
　１種以上の請求項１記載の脂質に富む組成物であって、前記組成物が、１種以上の子嚢
菌門真菌の培養物の、またはその培養物からの、細胞抽出物、細胞懸濁液、細胞ホモジネ
ート、細胞溶解物、細胞上清、細胞ろ液、細胞ペレット、または１種もしくは２種以上の
細胞である、あるいはそれを含む、組成物。
【請求項４６】
　１種以上の請求項１記載の脂質が添加された、請求項４４または４５に記載の組成物。
【請求項４７】
　１種以上の子嚢菌門真菌の培養物からの有機溶媒による抽出物が添加された、請求項４
４～４６のいずれか一項に記載の組成物であって、前記有機溶媒による抽出物が、１種以
上の請求項１記載の脂質を含む、組成物。
【請求項４８】
　再現性よく生存可能な形態および量にある１種以上の真菌を含む、請求項４４～４７の
いずれか一項に記載の組成物。
【請求項４９】
　前記１種以上の真菌が胞子として存在する、請求項４８記載の組成物。
【請求項５０】
　粉体、微粉、ペレット、顆粒、スプレー液、乳化液、コロイド、または溶液として処方
された、請求項４４～４９のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項５１】
　前記１種以上の脂質が、約１重量％～約９９重量％の濃度で存在する、前記請求項４４
～５０のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項５２】
　約２ヶ月よりも長い期間、殺虫剤としての効能を保持可能な安定した組成物である、請
求項４４～５２のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項５３】
　真菌の単一株を含むまたは真菌の単一株に由来する、請求項４４～５２のいずれか一項
に記載の組成物。
【請求項５４】
　前記子嚢菌門真菌が、ボーベリア・バシアーナ　菌株Ｋ４Ｂ３（ＮＭＩＡ番号Ｖ０８／
０２５８５５号、２００８年１０月１４日寄託）である、請求項４５～５３のいずれか一
項に記載の組成物。
【請求項５５】
　ボーベリア・バシアーナ　Ｋ４Ｂ３　ＮＭＩＡ番号Ｖ０８／０２５８５５号またはその
同定のための特徴を有する菌株、レカニシリウム・マスカリウム　菌株Ｋ４Ｖ１（ＮＭＩ
Ａ番号ＮＭ０５／４４５９３号）またはその同定のための特徴を有する菌株、レカニシリ
ウム・マスカリウム　菌株Ｋ４Ｖ２（ＮＭＩＡ受託番号第ＮＭ０５／４４５９４号）また
はその同定のための特徴を有する菌株、レカニシリウム・マスカリウム　菌株Ｋ４Ｖ４（
ＮＭＩＡ受託番号第ＮＭ０６／００００７号）またはその同定のための特徴を有する菌株
、ボーベリア・バシアーナ　菌株Ｋ４Ｂ１（ＮＭＩＡ受託番号第ＮＭ０５／４４５９５号
）またはその同定のための特徴を有する菌株、ボーベリア・バシアーナ　菌株Ｋ４Ｂ２（
ＮＭＩＡ受託番号第ＮＭ０６／０００１０号またはその同定のための特徴を有する菌株、
レカニシリウム・ロンギスポラム　菌株ＫＴ４Ｌ１（ＮＭＩＡ受託番号第ＮＭ０６／００
００９号）またはその同定のための特徴を有する菌株、およびパエシロマイセス・フモソ
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ロセウス　菌株Ｋ４Ｐ１（ＮＭＩＡ受託番号第ＮＭ０６／００００８号）またはその同定
のための特徴を有する菌株より選択される、再現性よく生存可能な形態および量にある１
種以上の菌株を含む、請求項４４～５２または請求項５４のいずれか一項に記載の組成物
。
【請求項５６】
　ｉ）少なくとも１種のボーベリシン、または
　ｉｉ）少なくとも１種のバシアノリド、または
　ｉｉｉ）少なくとも１種の昆虫病原性真菌、または
　ｉｖ）上記（ｉ）～（ｉｖ）の任意の２種以上
を更に含む、請求項４４～５５のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項５７】
　１種以上の殺虫剤を更に含む、請求項４４～５６のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項５８】
　１種以上の昆虫の防除用組成物の製造における、１種以上の請求項１～４３のいずれか
一項に記載の脂質の使用。
【請求項５９】
　１種以上の昆虫の防除用組成物の製造における、１種以上の子嚢菌門真菌の培養物から
の有機溶媒による抽出物の使用であって、前記有機溶媒による抽出物が、１種以上の請求
項１～４３のいずれか一項に記載の脂質を含む、使用。
【請求項６０】
　前記１種以上の真菌が、ボーベリア・バシアーナ　菌株Ｋ４Ｂ３　ＮＭＩＡ番号Ｖ０８
／０２５８５５号またはその同定のための特徴を有する菌株である、請求項５９記載の使
用。
【請求項６１】
　１種以上の昆虫の防除方法であって、前記１種以上の昆虫を、有効な量の１種以上の請
求項１～４３のいずれか一項に記載の脂質、または有効な量の請求項４４～５７のいずれ
か一項に記載の組成物に接触させるステップを含む、方法。
【請求項６２】
　１種以上の昆虫の防除方法であって、１種以上の請求項１記載の脂質もしくはその機能
性変形体、または請求項４４～５７のいずれか一項に記載の組成物を、任意に少なくとも
１種の昆虫病原性真菌と共に、現場に散布するステップを含む、方法。
【請求項６３】
　１種以上の殺虫剤または１種以上の昆虫病原性物質に対する昆虫の耐性の全てまたは一
部を奪う方法であって、１種以上の請求項１記載の脂質もしくはその機能性変形体、また
は請求項４４～５７のいずれか一項の組成物を現場に散布するステップ、あるいは昆虫を
これに接触させるステップを含む、方法。
【請求項６４】
　１種もしくは２種以上の殺虫剤または１種もしくは２種以上の昆虫病原性物質、または
それらの任意の組み合わせと共に、前記１種以上の脂質を現場に散布するステップ、ある
いは昆虫をこれに接触させるステップを含む、請求項６３記載の方法。
【請求項６５】
　前記投与される１種以上の殺虫剤または１種以上の昆虫病原性物質が、当該昆虫が耐性
を有している、または耐性を有していることもしくは耐性を有することになることが予想
される殺虫剤または昆虫病原性物質と同一である、請求項６３または６４に記載の方法。
【請求項６６】
　１種以上の請求項１記載の脂質に接触した１種以上の昆虫の防除方法であって、前記１
種以上の昆虫を防除するために有効な量の殺虫剤または昆虫病原性物質を現場に散布する
ステップ、あるいは前記１種以上の昆虫をこれに接触させるステップを含む、方法。
【請求項６７】
　前記１種以上の本発明の脂質の散布または接触と、前記１種以上の殺虫剤または昆虫病
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原性物質の散布または接触とが、同時、連続的、または別途である、請求項６６記載の昆
虫の防除方法。
【請求項６８】
　１種以上の殺虫剤または１種以上の昆虫病原性物質に対する昆虫の耐性の全てまたは一
部を奪う方法であって、昆虫病原性真菌を、任意に殺虫剤または昆虫病原性物質と共に現
場に散布するステップ、あるいは１種以上の昆虫をこれに接触させるステップを含む、方
法。
【請求項６９】
　昆虫病原性真菌を、１種以上の請求項１記載の脂質もしくはその機能性変形体、または
請求項４４～５７のいずれか一項に記載の組成物と共に現場に散布するステップ、あるい
は１種以上の昆虫をこれに接触させるステップを含む、請求項６８記載の方法。
【請求項７０】
　存在する場合に、１種以上の真菌が、ボーベリア・バシアーナ　Ｋ４Ｂ３　ＮＭＩＡ番
号Ｖ０８／０２５８５５号またはその同定のための特徴を有する菌株、レカニシリウム・
マスカリウム　菌株Ｋ４Ｖ１（ＮＭＩＡ番号ＮＭ０５／４４５９３号）またはその同定の
ための特徴を有する菌株、レカニシリウム・マスカリウム　菌株Ｋ４Ｖ２（ＮＭＩＡ受託
番号第ＮＭ０５／４４５９４号）またはその同定のための特徴を有する菌株、レカニシリ
ウム・マスカリウム　菌株Ｋ４Ｖ４（ＮＭＩＡ受託番号第ＮＭ０６／００００７号）また
はその同定のための特徴を有する菌株、ボーベリア・バシアーナ　菌株Ｋ４Ｂ１（ＮＭＩ
Ａ受託番号第ＮＭ０５／４４５９５号）またはその同定のための特徴を有する菌株、ボー
ベリア・バシアーナ　菌株Ｋ４Ｂ２（ＮＭＩＡ受託番号第ＮＭ０６／０００１０号）また
はその同定のための特徴を有する菌株、レカニシリウム・ロンギスポラム　菌株ＫＴ４Ｌ
１（ＮＭＩＡ受託番号第ＮＭ０６／００００９号）またはその同定のための特徴を有する
菌株、およびパエシロマイセス・フモソロセウス　菌株Ｋ４Ｐ１（ＮＭＩＡ受託番号第Ｎ
Ｍ０６／００００８号）またはその同定のための特徴を有する菌株より選択される、１種
以上の菌株である、請求項６２～６９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７１】
　１種以上の前記１種以上の昆虫が、植物病原性昆虫である、請求項６１～７０のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項７２】
　１種以上の前記１種以上の昆虫が、半翅目の昆虫である、請求項６１～７１のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項７３】
　前記植物病原性昆虫が、蚊、コナガを含む蛾、アザミウマ（アザミウマ類）、アブラム
シ、キジラミ、カイガラムシまたはコナジラミから構成される群より選択される、請求項
７２記載の方法。
【請求項７４】
　前記１種以上の脂質または前記組成物が予防的に散布される、請求項６２～６５または
６９～７３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７５】
　前記１種以上の脂質または前記組成物が、前記１種以上の昆虫が現場に存在するときに
散布される、請求項６２～６５または６９～７４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７６】
　前記１種以上の脂質または前記組成物が、間接的に現場に散布される、請求項６２～６
５または６９～７５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７７】
　昆虫に対する殺虫活性を有する組成物の調製方法であって、１種以上の請求項１記載の
脂質を合成することが可能な細胞の培養物から、前記１種以上の脂質を単離するステップ
と、前記１種以上の脂質を基剤と組み合わせて前記組成物を形成するステップと、を含む
、方法。
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【請求項７８】
　前記培養物が１種以上の子嚢菌門真菌の培養物である、請求項７７記載の方法。
【請求項７９】
　生物学的防除組成物の製造方法であって、
　１種以上の子嚢菌門真菌の培養物を用意するステップと、
　少なくとも１種の請求項１記載の脂質の産生に好適な条件下に前記培養物を保持するス
テップと、
　ｉ）前記少なくとも１種の脂質を基剤と組み合わせるステップ、または
　ｉｉ）前記少なくとも１種の脂質を１種若しく２種以上の本願に記載の昆虫病原性真菌
と組み合わせるステップ、または
　ｉｉｉ）前記少なくとも１種の脂質を前記真菌培養物から分離するステップ、または
　ｉｖ）前記少なくとも１種の脂質を少なくとも部分的に精製もしくは単離するステップ
、または
　ｖ）（ｉ）～（ｉｖ）の２つ以上の任意の組み合わせ、と
を含み、それにより前記組成物を形成する、方法。
【請求項８０】
　前記保持するステップの後に、１つまたは２つ以上の溶菌ステップを更に含む、請求項
７９記載の方法。
【請求項８１】
　１種以上の子嚢菌門真菌の培養物の有機溶媒抽出または培養抽出物を用意するステップ
と、
　１種以上の請求項１記載の脂質を、１種以上の他の化合物から、少なくとも部分的に分
離するステップと、
　前記１種以上の脂質を回収するステップと、
を含む、殺虫性脂質の調製方法。
【請求項８２】
　前記有機溶媒が、クロロホルム、二塩化メタン、それらに限定されないが、メタノール
、エタノール、プロパノール、イソプロパノール、ブタノールなどの短鎖アルキルアルコ
ールを含むアルカノール、またはそれらの任意の２種以上の組み合わせである、あるいは
それを含む、請求項８１記載の方法。
【請求項８３】
　前記分離が、アニオン交換クロマトグラフィーおよび薄層クロマトグラフィーを含むク
ロマトグラフィーによる、請求項８１または８２に記載の方法。
【請求項８４】
　前記培養物が、ボーベリア・バシアーナ　Ｋ４Ｂ３　ＮＭＩＡ番号Ｖ０８／０２５８５
５号またはその同定のための特徴を有する菌株の培養物である、請求項７７～８３のいず
れか一項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、生物学の分野に関し、より詳細には、糸状菌から調製された脂質を
含む脂質、前記脂質を含む組成物、ならびにかかる脂質および組成物の生物学的防除剤と
しての使用に関する特定の実施形態に関する。この脂質およびこの脂質を含む組成物を用
いた、植物病原性昆虫を含む昆虫を防除する方法も提供する。
【背景技術】
【０００２】
　昆虫および昆虫集団を防除する能力は、ヒトおよび動物の健康状態、農業、ならびに広
範囲の経済活動にとって非常に重要である。例えば、昆虫は、ヒトの重大な疾患の一部の
運び屋である。蚊は、マラリア、ウエストナイル熱およびデング熱の運び屋であり、マダ
ニは、チフス、アフリカダニ熱、およびライム病などのリケッチア症の運び屋であり、ノ
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ミは、ペストの運び屋である。同様に、害虫および病原体（集合的に「植物病原体」）に
よって引き起こされる植物の疾患または損失は、植物ベースの農業および工業に著しい経
済的コストを引き起こす。損失は、収穫前および収穫後の両方の農産物の損傷、植物自体
の損失、または成長および生産の能力の低下によって生じ得る。
【０００３】
　従来、植物の害虫および病原体などの昆虫の大規模な防除は、化学殺虫剤の適用により
行われてきたが、物理的方法（例えば、捕捉、採取、障壁）による防除も用いられ得る。
化学薬品の使用は、いくつかの不都合をもたらす。植物の害虫および病原体などの昆虫は
、時間とともに化学薬品への耐性を発達させることができ、かつ耐性を発達させて、抵抗
性個体群を生じさせた。実際、殺虫剤への耐性は、園芸業などの植物ベースの農業および
工業のバイアビリティーにとって最大の課題である。
【０００４】
　特に、経済的に重要ないくつかの植物病原性昆虫に関する問題について説明する。世界
的なミカンキイロアザミウマ（ｗｅｓｔｅｒｎ ｆｌｏｗｅｒ ｔｈｒｉｐｓ）の集団は、
アセフェート、アバメクチン、クロルピリホス、エンドスルファン、メソミル、メチオカ
ルブ、オメトエート、ピラゾホスおよびタウフルバリネートの例を含む殺虫剤のほとんど
のグループに耐性を示すことが報告されている。ニュージーランドでは、ネギアザミウマ
の集団は、デルタメトリンへの耐性を発達させ、地域個体群は、ダイアジノンおよびジク
ロルボスに耐性を示すことが報告されている。米国では、ネギアザミウマは、多くの殺虫
剤に耐性を示すことが報告されている（Ｇｒｏｓｓｍａｎ,１９９４）。温室シロバエは
、報告によると、有機塩素剤、有機リン酸エステル、カルバミン酸塩およびピレスロイド
系殺虫剤への耐性を発達させてきた（例えば、Ｇｅｏｒｇｈｉｏｕ １９８１、Ａｎｉｓ
＆Ｂｒｅｎｎａｎ １９８２、Ｅｌｈａｇ＆Ｈｏｒｎ １９８３、Ｗａｒｄｌｏｗ １９８
５、およびＨｏｍｍｅｓ １９８６）。より新しい殺虫剤のブプロフェジンおよびテフル
ベンズロンへの耐性も報告された（Ｇｏｒｍａｎ ｅｔ ａｌ.２０００）。
【０００５】
　化学残留物も環境ハザードを引き起こし、健康問題を引き起こし得る。ここ２０年にわ
たり、微生物殺虫剤などの生物学的防除における関心の復活が、化学毒性に対する懸念に
応えて公的圧力から直接来ている。生物学的防除は、潜在的に現行手法よりも有効で、特
異的である植物病原菌の防除および化学物質への依存の低下の代替手段を示す。かかる生
物学的防除法は、化学殺虫剤への「天然」の代替物として受け取られ、より大きな大衆の
支持、環境汚染の低下、持続可能性の増加という利点を有する。
【０００６】
　生物学的防除のメカニズムは多様である。有効であることが証明されている１つのメカ
ニズムは、植物病原性昆虫を防除するための細菌などの拮抗微生物の使用である。例えば
、バチルス・チューリンゲンシスの大量生産により、ニュージーランドのオークランドに
おけるペインティッドアップルモス（ｐａｉｎｔｅｄ ａｐｐｌｅ ｍｏｔｈ）を防除する
ためのこの微生物殺虫剤の使用が可能になった。
【０００７】
　しかし、生物学的防除剤（ＢＣＡ）の適用の成功例は少なく、今日までに、ＢＣＡは、
栽培者にあまり受け入れられておらず、非経済的であるとみなされてきた。
【０００８】
　したがって、植物病原性昆虫を含む昆虫を有効に防除するための薬剤および方法、特に
、迅速に作用し、昆虫防除における有効性が高く、頻繁または集中的な適用を必要とせず
、コストがより低いか、または現在利用可能な殺虫剤よりも毒性が低い薬剤に対するニー
ズがある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　したがって、本発明の目的は、このニーズを満たすための何らかの方法を提供すること
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、植物病原性昆虫を含む昆虫および昆虫集団の防除に有用な１つ以上の薬剤ならびに１つ
以上の方法を提供するか、または少なくとも有用な選択を大衆に提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、殺虫性脂質およびそれらを調製するための方法を提供する。既知の殺虫剤に
対するこれらの脂質の相違点は、これらの脂質が新しいクラスの殺虫剤を含むことを示す
。
【００１１】
　したがって、第１の態様において、本発明は、１種以上の昆虫の防除に使用するための
、単離され、精製されているかまたは実質的に純粋な式Ｉの脂質に関する：
【化１】

（式中、Ｒ1およびＲ2は同一または異なることができ、それぞれ脂肪酸の脂肪族部分であ
り、Ｒ3、Ｒ4およびＲ5はそれぞれ独立にＨ、水酸基、カルボキシル基、アミド基、非置
換または置換されたアルキル基、非置換または置換されたアルケニル基、非置換または置
換されたアルキニル基、および非置換または置換されたアリール基からなる群より選択さ
れる。）
【００１２】
　一実施形態において、Ｒ1およびＲ2は、独立に、Ｃ１６飽和脂肪酸、Ｃ１８飽和脂肪酸
、Ｃ１８モノ不飽和脂肪酸、ならびにＣ１８ジ不飽和脂肪酸の脂肪族部分を含む群から選
択される。
【００１３】
　一実施形態において、Ｒ1もしくはＲ2またはＲ1またはＲ2の両方は、Ｃ１６飽和脂肪酸
の脂肪族部分である。
【００１４】
　一実施形態において、Ｒ1もしくはＲ2またはＲ1またはＲ2の両方は、Ｃ１８飽和脂肪酸
の脂肪族部分である。
【００１５】
　一実施形態において、Ｒ1もしくはＲ2またはＲ1またはＲ2の両方は、Ｃ１８モノ不飽和
脂肪酸の脂肪族部分である。
【００１６】
　一実施形態において、Ｒ1もしくはＲ2またはＲ1またはＲ2の両方は、Ｃ１８ジ不飽和脂
肪酸の脂肪族部分である。
【００１７】
　一実施形態において、Ｒ1もしくはＲ2またはＲ1またはＲ2の両方は、Ｃ１８トリ不飽和
脂肪酸の脂肪族部分である。
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【００１８】
　一実施形態において、Ｒ1は、Ｃ１６飽和脂肪酸の脂肪族部分である。さらなる実施形
態において、Ｒ1は、Ｃ１６飽和脂肪酸の脂肪族部分であり、Ｒ2は、Ｃ１８モノ不飽和脂
肪酸の脂肪族部分である。さらなる実施形態において、Ｒ1は、Ｃ１６飽和脂肪酸の脂肪
族部分であり、Ｒ2は、Ｃ１８ジ不飽和脂肪酸の脂肪族部分である。さらなる実施形態に
おいて、Ｒ1は、Ｃ１６飽和脂肪酸の脂肪族部分であり、Ｒ2は、Ｃ１８トリ不飽和脂肪酸
の脂肪族部分である。
【００１９】
　一実施形態において、Ｒ2は、Ｃ１６飽和脂肪酸の脂肪族部分である。さらなる実施形
態において、Ｒ2は、Ｃ１６飽和脂肪酸の脂肪族部分であり、Ｒ1は、Ｃ１８モノ不飽和脂
肪酸の脂肪族部分である。さらなる実施形態において、Ｒ2は、Ｃ１６飽和脂肪酸の脂肪
族部分であり、Ｒ1は、Ｃ１８ジ不飽和脂肪酸の脂肪族部分である。さらなる実施形態に
おいて、Ｒ2は、Ｃ１６飽和脂肪酸の脂肪族部分であり、Ｒ1は、Ｃ１８トリ不飽和脂肪酸
の脂肪族部分である。
【００２０】
　一実施形態において、Ｒ1は、Ｃ１８飽和脂肪酸の脂肪族部分である。さらなる実施形
態において、Ｒ1は、Ｃ１８飽和脂肪酸の脂肪族部分であり、Ｒ2は、Ｃ１８モノ不飽和脂
肪酸の脂肪族部分である。さらなる実施形態において、Ｒ1は、Ｃ１８飽和脂肪酸の脂肪
族部分であり、Ｒ2は、Ｃ１８ジ不飽和脂肪酸の脂肪族部分である。さらなる実施形態に
おいて、Ｒ1は、Ｃ１８飽和脂肪酸の脂肪族部分であり、Ｒ2は、Ｃ１８トリ不飽和脂肪酸
の脂肪族部分である。
【００２１】
　一実施形態において、Ｒ2は、Ｃ１８飽和脂肪酸の脂肪族部分である。さらなる実施形
態において、Ｒ2は、Ｃ１８飽和脂肪酸の脂肪族部分であり、Ｒ1は、Ｃ１８モノ不飽和脂
肪酸の脂肪族部分である。さらなる実施形態において、Ｒ2は、Ｃ１８飽和脂肪酸の脂肪
族部分であり、Ｒ1は、Ｃ１８ジ不飽和脂肪酸の脂肪族部分である。さらなる実施形態に
おいて、Ｒ2は、Ｃ１８飽和脂肪酸の脂肪族部分であり、Ｒ1は、Ｃ１８トリ不飽和脂肪酸
の脂肪族部分である。
【００２２】
　一実施形態において、Ｒ1は、Ｃ１８モノ不飽和脂肪酸の脂肪族部分である。さらなる
実施形態において、Ｒ1は、Ｃ１８モノ不飽和脂肪酸の脂肪族部分であり、Ｒ2は、Ｃ１８
モノ不飽和脂肪酸の脂肪族部分である。さらなる実施形態において、Ｒ1は、Ｃ１８モノ
不飽和脂肪酸の脂肪族部分であり、Ｒ2は、Ｃ１８ジ不飽和脂肪酸の脂肪族部分である。
さらなる実施形態において、Ｒ1は、Ｃ１８モノ不飽和脂肪酸の脂肪族部分であり、Ｒ2は
、Ｃ１８トリ不飽和脂肪酸の脂肪族部分である。
【００２３】
　一実施形態において、Ｒ2は、Ｃ１８モノ不飽和脂肪酸の脂肪族部分である。さらなる
実施形態において、Ｒ2は、Ｃ１８モノ不飽和脂肪酸の脂肪族部分であり、Ｒ1は、Ｃ１８
モノ不飽和脂肪酸の脂肪族部分である。さらなる実施形態において、Ｒ2は、Ｃ１８モノ
不飽和脂肪酸の脂肪族部分であり、Ｒ1は、Ｃ１８ジ不飽和脂肪酸の脂肪族部分である。
さらなる実施形態において、Ｒ2は、Ｃ１８モノ不飽和脂肪酸の脂肪族部分であり、Ｒ1は
、Ｃ１８トリ不飽和脂肪酸の脂肪族部分である。
【００２４】
　一実施形態において、Ｒ1は、Ｃ１８ジ不飽和脂肪酸の脂肪族部分である。さらなる実
施形態において、Ｒ1は、Ｃ１８ジ不飽和脂肪酸の脂肪族部分であり、Ｒ2は、Ｃ１８ジ不
飽和脂肪酸の脂肪族部分である。さらなる実施形態において、Ｒ2は、Ｃ１８ジ不飽和脂
肪酸の脂肪族部分である。さらなる実施形態において、Ｒ1は、Ｃ１８ジ不飽和脂肪酸の
脂肪族部分であり、Ｒ2は、Ｃ１８トリ不飽和脂肪酸の脂肪族部分である。
【００２５】
　一実施形態において、Ｒ1は、Ｃ１８トリ不飽和脂肪酸の脂肪族部分である。さらなる
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実施形態において、Ｒ1は、Ｃ１８トリ不飽和脂肪酸の脂肪族部分であり、Ｒ2は、Ｃ１８
トリ不飽和脂肪酸の脂肪族部分である。さらなる実施形態において、Ｒ1は、Ｃ１８トリ
不飽和脂肪酸の脂肪族部分であり、Ｒ2は、Ｃ１８ジ不飽和脂肪酸の脂肪族部分である。
【００２６】
　一実施形態において、Ｒ3、Ｒ4、Ｒ5はそれぞれ、Ｈまたはメチルである。別の実施形
態において、Ｒ3、Ｒ4、Ｒ5はそれぞれ、メチルである。
【００２７】
　一実施形態において、この脂質はベタイン脂質である。
【００２８】
　一実施形態において、この脂質は、１，２－ジアシルグリセリル－３－Ｏ－４’－（Ｎ
，Ｎ，Ｎ－トリメチル）－ホモセリン（ジアシルグリセリル－Ｎ，Ｎ,Ｎ－トリメチルホ
モセリン、ＤＧＴＳ）である。別の実施形態において、この脂質は、１，２－ジアシルグ
リセリル－３－Ｏ－２’－（ヒドロキシメチル）－（Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチル）－β－ア
ラニン、または１，２－ジアシルグリセリル－３－Ｏ－カルボキシ－（ヒドロキシメチル
）－コリンである。
【００２９】
　本発明は、本発明の１種以上の脂質および１種以上の菌類を含む組成物ならびに製剤を
含む少なくとも１つの薬学的または農学的に許容される担体と共に、本明細書に開示する
脂質のうちの１つ以上を含む組成物ならびに製剤を提供する。かかる組成物は、かかる脂
質を生成する細胞の細胞抽出物、細胞懸濁液、細胞ホモジネート、細胞溶解物、細胞上清
、細胞ろ液、または細胞ペレットであり得る。特定の例示的な実施形態において、この組
成物は、例えば、精製または付加によって、本発明の１種以上の脂質中に濃縮される。他
の例示的な実施形態において、この組成物は、本発明の１つ以上の付加脂質を含む。例え
ば、一実施形態において、この組成物は、本発明の１種以上の脂質を加えられた、上記に
記載の細胞抽出物、細胞懸濁液、細胞ホモジネート、細胞溶解物、細胞上清、細胞ろ液、
または細胞ペレットである。
【００３０】
　したがって、第２に態様において、本発明は、１つ以上の担体と共に、本発明の１種以
上の脂質を含む組成物に関する。
【００３１】
　さらなる態様において、本発明は、昆虫、例えば、吸汁昆虫、または鞘翅目、双翅類も
しくは鱗翅類の昆虫に対する殺虫活性を有する脂質の調製法を提供する。本方法は、一般
に、１種以上の子嚢菌門真菌の培養物などの適切な細胞培養物から本明細書に記載の脂質
のうちの１つ以上を単離することを含む。特定の実施形態において、この細胞は、菌糸成
長を支えることができる条件下で増殖するか、または増殖した。かかる脂質は、細胞の培
養物もしくは上清から、または細胞培養物に由来する胞子の懸濁液から単離され、天然型
で使用されてもよく、または特定の適用にふさわしいように別の方法で精製もしくは濃縮
されてもよい。
【００３２】
　昆虫集団を防除する方法も本発明で提供される。本方法は、一般的に、この集団と本明
細書に記載の殺虫有効量の脂質とを接触させることを含む。かかる方法を用いて、特定領
域の標的昆虫を死滅させるかまたはその数を減らしてもよく、または受容昆虫による感染
を防ぐために環境領域などの場所に予防的に適用されてもよい。
【００３３】
　さらなる態様において、本発明は、生物学的防除組成物を生成するための方法であって
、
１種以上の子嚢菌門真菌の培養物を提供するステップと、
本発明の少なくとも１種の脂質の生成に適する条件下でこの培養物を維持するステップと
、ｉ）本発明の少なくとも１種の脂質と担体とを混合するステップ、または
ｉｉ）本発明の少なくとも１種の脂質と本明細書に記載の１種以上の昆虫病原性菌類とを
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混合するステップ、または
ｉｉｉ）この菌類もしくは菌類の培養物から本発明の少なくとも１種の脂質を分離するス
テップ、または
ｉｖ）本発明の少なくとも１種の脂質を少なくとも部分的に精製もしくは単離するステッ
プ、または
ｖ）（ｉ）～（ｉｖ）の２つ以上の任意の組み合わせ、と
を含む方法を提供する。
【００３４】
　一実施形態において、この組成物は、本発明の脂質を加えられた上記に記載の菌類、菌
類培養物、または菌類培養上清を含む。
【００３５】
　本発明は、さらに、１つ以上の植物病原性昆虫などの１種以上の昆虫の防除のための本
発明の脂質または本発明の組成物の使用に関する。１種以上の昆虫の防除のための組成物
の製造における本発明の脂質の使用が同様に企図される。
【００３６】
　さらなる態様において、本発明は、１種以上の昆虫を防除する方法であって、１種以上
の昆虫と本発明の脂質もしくはその機能的変異体とを接触させることを含む方法を提供す
る。
【００３７】
　本発明は、さらに、１つ以上の植物病原性昆虫などの１種以上の昆虫を防除する方法で
あって、任意選択で、本明細書に記載の少なくとも１つの昆虫病原菌と共に本発明の脂質
またはその機能的変異体を植物またはその周囲などの場所に適用することを含む方法に関
する。
【００３８】
　別の態様において、本発明は、１種以上の殺虫剤または１種以上の昆虫病原性物質に対
する昆虫の耐性を完全にまたは部分的に逆転させる方法であって、この昆虫を本発明の脂
質と接触させることを含む方法を提供する。
【００３９】
　場合により、本方法は、１種以上の殺虫剤または１種以上の昆虫病原性物質、またはそ
れらの任意の組み合わせと共に、この昆虫を本発明の脂質と接触させることを含む。
【００４０】
　各種実施形態において、投与される１種以上の殺虫剤または１種以上の昆虫病原性物質
は、昆虫が耐性を示すか、耐性を示すことが予測されるか、または耐性になる薬剤と同じ
である。
【００４１】
　さらなる態様において、本発明は、前記１種以上の昆虫の防除に有効な殺虫剤または昆
虫病原性物質の量で、本発明の１種以上の脂質と接触させた１種以上の昆虫を防除する方
法を提供する。
【００４２】
　この１種以上の殺虫剤または１種以上の昆虫病原性物質は、本発明の脂質の投与前、投
与と同時に、または投与後に投与されてもよい。したがって、本発明の１種以上の脂質な
らびに１種以上の殺虫剤または１種以上の昆虫病原性物質の投与は、同時、連続的、また
は別々であってもよい。
【００４３】
　別の態様において、本発明は、１種以上の殺虫剤または１種以上の昆虫病原性物質に対
する昆虫の耐性を完全にまたは部分的に逆転させる方法であって、任意選択で殺虫剤また
は昆虫病原性物質と共に本発明の昆虫病原性菌類と１種以上の昆虫を接触させるスことを
含む方法を提供する。
【００４４】
　一実施形態において、本方法は、本発明の１種以上の脂質と共に、昆虫病原性菌類と１
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種以上の昆虫を接触させることを含む。
【００４５】
　以下の実施形態は、本明細書中の態様のいずれかに関し得る。
【００４６】
　一実施形態において、少なくとも１つの菌類は、以下の亜綱のうちの１種以上の菌類を
含むフンタマカビ綱である：コロノフォラ目、ヒポクレア目、メラノスポラ目、もしくは
ミクロアスクス目のうちの１種以上の菌類などのボタンタケ亜綱；ボリニア目（Ｂｏｌｉ
ｎｉａｌｅｓ）、カロスフェリア目（Ｃａｌｏｓｐｈａｅｒｉａｌｅｓ）、カエトスフェ
リア目（Ｃｈａｅｔｏｓｐｈａｅｒｉａｌｅｓ）、コニオケータ目（Ｃｏｎｉｏｃｈａｅ
ｔａｌｅｓ）、ディアポルテ目（Ｄｉａｐｏｒｔｈａｌｅｓ）、マグナポルテ目（Ｍａｇ
ｎａｐｏｒｔｈａｌｅｓ）、オフィオストマ目（Ｏｐｈｉｏｓｔｏｍａｔａｌｅｓ）、ア
カパンカビ目（Ｓｏｒｄａｒｉａｌｅｓ）のうちの１種以上の菌類を含むフンタマカビ綱
；クロサイワイタケ目（Ｘｙｌａｒｉａｌｅｓ）の菌類およびコラリオナステス目（Ｋｏ
ｒａｌｉｏｎａｓｔｅｔａｌｅｓ）、ルルワーチア目（Ｌｕｌｗｏｒｔｈｉａｌｅｓ）、
メリオラ目（Ｍｅｌｉｏｌａｌｅｓ）、クロカワキン目（Ｐｈｙｌｌａｃｈｏｒａｌｅｓ
）、およびトリコスフェリア目（Ｔｒｉｃｈｏｓｐｈａｅｒｉａｌｅｓ）の菌類を含むク
ロサイワイタケ亜綱。
【００４７】
　一実施形態において、１種以上の菌類は、例えば、バイオネクトリア科（Ｂｉｏｎｅｃ
ｔｒｉａｃｅａｅ）、バッカクキン科、ボタンタケ科（Ｈｙｐｏｃｒｅａｃｅａｅ）、ネ
クトリア科（Ｎｅｃｔｒｉａｃｅａｅ）、ニエスリアセア（Ｎｉｅｓｓｌｉａｃｅａｅ）
、またはオフィオコルディケプス科（Ｏｐｈｉｏｃｏｒｄｙｃｉｐｉｔａｃｅａｅ）の１
種以上の菌類などのヒポクレア目のものである。
【００４８】
　一実施形態において、１種以上の菌類は、以下の属の１種以上の菌類を含むバッカクキ
ン科のものである：タケ類てんぐ巣病菌（Ａｃｉｃｕｌｏｓｐｏｒｉｕｍ）、Ａｓｃｏｐ
ｏｌｙｐｏｒｕｓ、Ａｔｋｉｎｓｏｎｅｌｌａ、Ａｔｒｉｃｏｒｄｙｃｅｐ、Ｂａｌａｎ
ｓｉａ、Ｂｅｒｋｅｌｅｌｌａ、Ｃａｖｉｍａｌｕｍ、Ｃｅｐｓｉｃｌａｖａ、バッカク
キン属（Ｃｌａｖｉｃｅｐｓ）、Ｃｏｒｄｙｃｅｐｉｏｉｄｅｕｓ、冬虫夏草属（Ｃｏｒ
ｄｙｃｅｐｓ）、Ｄｕｓｓｉｅｌｌａ、チモシーがまの穂病菌など（Ｅｐｉｃｈｌｏｅ）
、Ｅｐｉｃｒｅａ、Ｈｅｌｍｉｎｔｈａｓｃｕｓ、Ｈｅｔｅｒｏｅｐｉｃｈｌｏｅ、Ｈｙ
ｐｅｒｄｅｒｍｉｕｍ、Ｈｙｐｏｃｒｅｌｌａ、Ｋｏｎｒａｄｉａ、Ｌｏｃｕｌｉｓｔｒ
ｏｍａ、Ｍｅｔａｃｏｒｄｙｃｅｐｓ、Ｍｏｅｌｌｅｒｉｅｌｌａ、Ｍｙｃｏｍａｌｍｕ
ｓ、Ｍｙｒｉｏｇｅｎｏｓｐｏｒａ、Ｎｅｏｂａｒｙａ、Ｎｅｏｃｌａｖｉｃｅｐｓ、Ｎ
ｅｏｃｏｒｄｙｃｅｐｓ、Ｐａｒｅｐｉｃｈｌｏｅ、Ｐｈｙｔｏｃｏｒｄｙｃｅｐｓ、Ｐ
ｏｄｏｃｒｅｌｌａ、ＲｅｇｉｏｃｒｅｌｌＡ、Ｒｏｍａｎｏａ、Ｓｈｉｍｉｚｕｏｍｙ
ｃｅｓ、Ｓｐｈａｅｒｏｃｏｒｄｙｃｅｐｓ、Ｓｔｅｒｅｏｃｒｅａ、Ｔｏｒｒｕｂｉｅ
ｌｌａ、Ｗａｋｅｆｉｅｌｄｉｏｍｙｃｅｓ、Ａｋａｎｔｈｏｍｙｃｅｓ、Ａｓｃｈｅｒ
ｓｏｎｉａ、ビューベリア属（Ｂｅａｕｖｅｒｉａ）、Ｃｈａｕｎｏｐｙｃｎｉｓ、Ｃｏ
ｒａｌｌｏｃｙｔｏｓｔｒｏｍａ、Ｃｕｌｉｃｉｎｏｍｙｃｅｓ、Ｄｒｅｃｈｍｅｒｉａ
、Ｅｐｈｅｌｉｓ、Ｇｉｂｅｌｌｕｌａ、Ｈａｐｔｏｃｉｌｌｉｕｍ、Ｈａｒｐｏｓｐｏ
ｒｉｕｍ、Ｈｉｒｓｕｔｅｌｌａ、Ｈｙｍｅｎｏｓｔｉｌｂｅ、Ｉｓａｒｉａ、Ｌｅｃａ
ｎｉｃｉｌｌｉｕｍ、Ｍａｒｉａｎｎａｅａ、メタリジウム菌（Ｍｅｔａｒｈｉｚｉｕｍ
）、Ｍｉｃｒｏｈｉｌｕｍ、Ｎｅｏｍｕｎｋｉａ、Ｎｅｏｔｙｐｈｏｄｉｕｍ、Ｎｏｍｕ
ｒａｅａ、Ｐａｅｃｉｌｏｍｙｃｅｓ、Ｐｏｃｈｏｎｉａ、Ｐｏｌｙｃｅｐｈａｌｏｍｙ
ｃｅｓ、Ｐｓｅｕｄｏｇｉｂｅｌｌｕｌａ、Ｓｉｍｐｌｉｃｉｌｌｉｕｍ、Ｓｏｒｏｓｐ
ｏｒｅｌｌａ、ＴｏｌｙｐｏｃｌａｄｉｕｍまたはＵｓｔｉｌａｇｉｎｏｉｄｅａ。
【００４９】
　例えば、１種以上の菌類は、例えば、Ｂｅａｕｖｅｒｉａ ｂａｓｓｉａｎａ、Ｂｅａ
ｕｖｅｒｉａ ｂｒｏｎｇｎｉａｒｔｉｉ、Ｂｅａｕｖｅｒｉａ ｆｅｌｉｎａ、またはＢ
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ｅａｕｖｅｒｉａ ｇｌｏｂｕｌｉｆｅｒａのうちの１つ以上の菌株を含むビューベリア
属のものである。
【００５０】
　別の実施形態において、この１種以上の菌類は、以下の属の１種以上の菌類を含むボタ
ンタケ科（Ｈｙｐｏｃｒｅａｃｅａｅ）のものである：Ａｐｈｙｓｉｏｓｔｒｏｍａ、Ｃ
ｌａｄｏｂｏｔｒｙｕｍ、Ｇｌｉｏｃｌａｄｉｕｍ、Ｈｙｐｏｃｒｅａ、Ｈｙｐｏｃｒｅ
ｏｐｓｉｓ、Ｈｙｐｏｍｙｃｅｓ、Ｍｙｃｏｇｏｎｅ、Ｐｏｄｏｓｔｒｏｍａ、Ｐｒｏｔ
ｏｃｒｅａ、Ｒｏｇｅｒｓｏｎｉａ、Ｓａｒａｗａｋｕｓ、Ｓｅｐｅｄｏｎｉｕｍ、Ｓｐ
ｈａｅｒｏｓｔｉｌｂｅｌｌａ、Ｓｐｏｒｏｐｈａｇｏｍｙｃｅｓ、Ｓｔｅｐｈａｎｏｍ
ａ ｏｒ Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ。
【００５１】
　一実施形態において、この１種以上の菌類は、以下のうちの１つ以上を含むトリコデル
マ属またはＨｙｐｏｃｒｅａ ｐｈｙｌｌｏｓｔａｃｈｙｄｉｓを含む１つ以上のボタン
タケ種のものである：Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ ａｇｇｒｅｓｓｉｖｕｍ、Ｔｒｉｃｈｏ
ｄｅｒｍａ ａｓｐｅｒｅｌｌｕｍ、Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ ａｔｒｏｖｉｒｉｄｅ、Ｔ
ｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ ａｕｒｅｏｖｉｒｉｄｅ、Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ ａｕｓｔｒｏ
ｋｏｎｉｎｇｉｉ、Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ ｂｒｅｖｉｃｏｍｐａｃｔｕｍ、Ｔｒｉｃ
ｈｏｄｅｒｍａ ｃａｎｄｉｄｕｍ、Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ ｃａｒｉｂｂａｅｕｍ ｖ
ａｒ.ａｅｑｕａｔｏｒｉａｌｅ、Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ ｃａｒｉｂｂａｅｕｍ ｖａ
ｒ.ｃａｒｉｂｂａｅｕｍ、Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ ｃａｔｏｐｔｒｏｎ、Ｔｒｉｃｈｏ
ｄｅｒｍａ ｃｒｅｍｅｕｍ、Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ ｃｅｒａｍｉｃｕｍ、Ｔｒｉｃｈ
ｏｄｅｒｍａ ｃｅｒｉｎｕｍ、Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ ｃｈｌｏｒｏｓｐｏｒｕｍ、Ｔ
ｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ ｃｈｒｏｍｏｓｐｅｒｍｕｍ、Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ ｃｉｎｎ
ａｍｏｍｅｕｍ、Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ ｃｉｔｒｉｎｏｖｉｒｉｄｅ、Ｔｒｉｃｈｏ
ｄｅｒｍａ ｃｒａｓｓｕｍ、Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ ｃｒｅｍｅｕｍ、Ｔｒｉｃｈｏｄ
ｅｒｍａ ｄｉｎｇｌｅｙｅａｅ、Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ ｄｏｒｏｔｈｅａｅ、Ｔｒｉ
ｃｈｏｄｅｒｍａ ｅｆｆｕｓｕｍ、Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ ｅｒｉｎａｃｅｕｍ、Ｔｒ
ｉｃｈｏｄｅｒｍａ ｅｓｔｏｎｉｃｕｍ、Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ ｆｅｒｔｉｌｅ、Ｔ
ｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ ｇｅｌａｔｉｎｏｓｕｓ、Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ ｇｈａｎｅｎ
ｓｅ、Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ ｈａｍａｔｕｍ、Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ ｈａｒｚｉａ
ｎｕｍ、Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ ｈｅｌｉｃｕｍ、Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ ｉｎｔｒｉ
ｃａｔｕｍ、Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ ｋｏｎｉｌａｎｇｂｒａ、Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍ
ａ ｋｏｎｉｎｇｉｉ、Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ ｋｏｎｉｎｇｉｏｐｓｉｓ、Ｔｒｉｃｈ
ｏｄｅｒｍａ ｌｏｎｇｉｂｒａｃｈｉａｔｕｍ、Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ ｌｏｎｇｉｐ
ｉｌｅ、Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ ｍｉｎｕｔｉｓｐｏｒｕｍ、Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ
　ｏｂｌｏｎｇｉｓｐｏｒｕｍ、Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ ｏｖａｌｉｓｐｏｒｕｍ、Ｔ
ｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ ｐｅｔｅｒｓｅｎｉｉ、Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ ｐｈｙｌｌｏｓ
ｔａｈｙｄｉｓ、Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ ｐｉｌｕｌｉｆｅｒｕｍ、Ｔｒｉｃｈｏｄｅ
ｒｍａ ｐｌｅｕｒｏｔｉｃｏｌａ、Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ ｐｌｅｕｒｏｔｕｍ、Ｔｒ
ｉｃｈｏｄｅｒｍａ ｐｏｌｙｓｐｏｒｕｍ、Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ ｐｓｅｕｄｏｋｏ
ｎｉｎｇｉｉ、Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ ｐｕｂｅｓｃｅｎｓ、Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ 
ｒｅｅｓｅｉ、Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ ｒｏｇｅｒｓｏｎｉｉ、Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍ
ａ ｒｏｓｓｉｃｕｍ、Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ ｓａｔｕｒｎｉｓｐｏｒｕｍ、Ｔｒｉｃ
ｈｏｄｅｒｍａ ｓｉｎｅｎｓｉｓ、Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ ｓｉｎｕｏｓｕｍ、Ｔｒｉ
ｃｈｏｄｅｒｍａ ｓｐ.ＭＡ ３６４２、Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ ｓｐ.ＰＰＲＩ ３５５
９、Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ ｓｐｉｒａｌｅ、Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ ｓｔｒａｍｉｎ
ｅｕｍ、Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ ｓｔｒｉｇｏｓｕｍ、Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ ｓｔｒ
ｏｍａｔｉｃｕｍ、Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ ｓｕｒｒｏｔｕｎｄｕｍ、Ｔｒｉｃｈｏｄ
ｅｒｍａ ｔａｉｗａｎｅｎｓｅ、Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ ｔｈａｉｌａｎｄｉｃｕｍ、
Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ ｔｈｅｌｅｐｈｏｒｉｃｏｌｕｍ、Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ ｔ
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ｈｅｏｂｒｏｍｉｃｏｌａ、Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ ｔｏｍｅｎｔｏｓｕｍ、Ｔｒｉｃ
ｈｏｄｅｒｍａ ｖｅｌｕｔｉｎｕｍ、Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ ｖｉｒｅｎｓ、Ｔｒｉｃ
ｈｏｄｅｒｍａ ｖｉｒｉｄｅ、Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ ｖｉｒｉｄｅｓｃｅｎｓ。
【００５２】
　各種実施形態において、この１種以上の菌類は、Ｂｅａｕｖｅｒｉａ ｂａｓｓｉａｎ
ａ Ｋ４Ｂ３ ＮＭＩＡ番号Ｖ０８／０２５８５５またはその同定のための特徴を有する菌
株；Ｌｅｃａｎｉｃｉｌｌｉｕｍ ｍｕｓｃａｒｉｕｍ　Ｋ４Ｖ１株（ＮＭＩＡ番号ＮＭ
０５／４４５９３）またはその同定のための特徴を有する菌株；Ｌｅｃａｎｉｃｉｌｌｉ
ｕｍ ｍｕｓｃａｒｉｕｍ　Ｋ４Ｖ２株（ＮＭＩＡ受託番号ＮＭ０５／４４５９４）また
はその同定のための特徴を有する菌株；Ｌｅｃａｎｉｃｉｌｌｉｕｍ ｍｕｓｃａｒｉｕ
ｍ Ｋ４Ｖ４株（ＮＭＩＡ受託番号ＮＭ０６／００００７）またはその同定のための特徴
を有する菌株；Ｂｅａｕｖｅｒｉａ ｂａｓｓｉａｎａ Ｋ４Ｂ１株（ＮＭＩＡ 登録番号
ＮＭ０５／４４５９５）またはその同定のための特徴を有する菌株；Ｂｅａｕｖｅｒｉａ
 ｂａｓｓｉａｎａ Ｋ４Ｂ２株（ＮＭＩＡ受託番号ＮＭ０６／０００１０）またはその同
定のための特徴を有する菌株；Ｌｅｃａｎｉｃｉｌｌｉｕｍ ｌｏｎｇｉｓｐｏｒｕｍ　
ＫＴ４Ｌ１株（ＮＭＩＡ受託番号ＮＭ０６／００００９）またはその同定のための特徴を
有する菌株；Ｐａｅｃｉｌｏｍｙｃｅｓ ｆｕｍｏｓｏｒｏｓｅｕｓ　Ｋ４Ｐ１株（ＮＭ
ＩＡ受託番号ＮＭ０６／００００８）またはその同定のための特徴を有する菌株から選択
される１つ以上菌株である。
【００５３】
　各種実施形態において、子嚢菌門（ｐｈｙｌｕｍ Ａｓｃｏｍｙｃｏｔａ）の菌類から
単離、取得、または入手可能な組成物は、脂質を少なくとも約１、２、３、４、５、６、
７、８、９、１０、１５、２０、２５、３０、３５、４０、４５、５０、５５、６０、６
５、７０、７５、８０、８５、９０、９５、９９重量％含み、有用な範囲は、これらの値
の全ての間（例えば、約１～約９９、約５～約９９、約１０～約９９、約１５～約９９、
約２０～約９９、約２５～約９９、約３０～約９９、約３５～約９９、約４０～約９９、
約４５～約９９、約５０～約９９、約５５～約９９、約６０～約９９、約６５～約９９、
約７０～約９９、約７５～約９９、約８０～約９９、約８５～約９９、または約９０～約
９９重量％）から選択され得る。
【００５４】
　本明細書において有用な任意の組成物または分離株は、１種以上の子嚢菌門真菌を含む
培養物から取得されるかまたは入手可能な組成物および分離株を含み、この１種以上の子
嚢菌門真菌が存在するかまたは存在していたが、その後除去された培養物から取得されて
もよいことは理解されるべきである。
【００５５】
　一実施形態において、本明細書において有用な組成物は、少なくとも約０．００１、０
．００５、０．０１、０．０５、０．１、０．２、０．３、０．４、０.５、０．６、０
．７、０．８、０．９、１．０、１．１、１．２、１．３、１．４、１．５、２、３、４
、５、６、７、８、９、１０、１ １、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１
９、２０、２５、３０、３５、４０、４５、５０、５５、６０、６５、７０、７５、８０
、８５、９０、９５または１００ｍｇ／ｍＬの脂質を含み、有用な範囲は、これらの値の
全ての間（例えば、約０．０１～約１．０、約０．０１～約１０、約０．０１～約２０、
約０．０１～約３０、約０．０１～約４０、約０．０１～約５０、約０．０１～約６０、
約０．０１～約７０、約０．０１～約８０、約０．０１～約９０、約０．０１～約１００
、約０．１～約１．０、約０．１～約１０、約０．１～約２０、約０．１～約３０、約０
．１～約４０、約０．１～約５０、約０．１～約６０、約０．１～約７０、約０．１～約
８０、約０．１～約９０、約０．１～約１００、約０．７～約１．０、約０．７～約１０
、約０．７～約２０、約０．７～約３０、約０．７～約４０、約０．７～約５０、約０．
７～約６０、約０．７～約７０、約０．７～約８０、約０．７～約９０、約０．７～約１
００ｍｇ／ｍＬ）から選択され得る。
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【００５６】
　本発明の１種以上の脂質を生成する例示的な菌類細胞には、２００８年１０月１４日に
オーストラリア国家計量機関（Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ Ｉｎｓｔｉｔ
ｕｔｅ ｏｆ Ａｕｓｔｒａｌｉａ（ＮＭＩＡ））に登録番号Ｖ０８／０２５８５５で寄託
されたＢｅａｕｖａｒｉａ ｂａｓｓｉａｎａ　Ｋ４Ｂ３株またはその同定のための特徴
を有する培養物；Ｂｅａｕｖａｒｉａ ｂａｓｓｉａｎａ　ＡＭ２株、Ｂｅａｕｖａｒｉ
ａ ｂａｓｓｉａｎａ　Ｆ４８０株、Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ　１３２８分離株、および
Ｍｅｔａｒｈｉｚｉｕｍ種もしくはその同定のための特徴を有する菌株が含まれる。
【００５７】
　一実施形態において、本発明は、殺虫性脂質を調製する方法であって、
１種以上の子嚢菌門真菌の培養物の有機溶媒抽出物を提供するステップと、
１つ以上の他の化合物から本発明の１つ上の脂質を少なくとも部分的に分離するステップ
と、
１種以上の脂質を回収するステップと、
を含む方法に関する。
【００５８】
　一実施形態において、本発明は、殺虫性脂質を調製する方法であって、
１種以上の子嚢菌門真菌の培養物の有機溶媒抽出物を提供するステップと、
１つ以上の他の化合物から本発明の１つ上の脂質を少なくとも部分的に分離するステップ
と、
１種以上の脂質を回収するステップと、
を含む方法に関する。
【００５９】
　特定の実施形態において、子嚢菌門の菌類のから殺虫活性を有する脂質を調製する方法
は、基本的に本明細書に記載のとおりである。
【００６０】
　例示的な一実施形態において、この有機溶媒はクロロホルムであるか、またはクロロホ
ルムを含む。例えば、この有機溶媒は、メタノールおよびクロロホルムを含む。別の実施
形態において、この有機溶媒はジクロロメタンである。
【００６１】
　各種実施形態において、この有機溶媒は、限定されないが、メタノール、プロパノール
、イソプロパノール、もしくはブタノールなどの短鎖アルキルアルコールを含むアルカノ
ールであるか、またはクロロホルムである。
【００６２】
　各種実施形態において、この有機溶媒は、本明細書に記載の担体を含む農学的に許容さ
れる担体である。
【００６３】
　各種実施形態において、分離は、陰イオン交換クロマトグラフィーおよび薄層クロマト
グラフィーを含むクロマトグラフィーによる。例示的な一実施形態において、この陰イオ
ン交換クロマトグラフィーは、ＤＥＡＥ－セファデックスを用いる。
【００６４】
　本発明の組成物は、散剤、粉末、ペレット、顆粒、噴霧剤、乳剤、コロイド、または液
剤などとして製剤化されてもよく、脂質を含む細胞の培養物の乾燥、凍結乾燥、均質化、
抽出、ろ過、遠心分離、沈殿、または濃縮などの常法によって調製されてもよい。少なく
とも１つのかかる殺虫性脂質を含む例示的な組成物のいくつかの実施形態において、この
脂質は、約１～約９９重量％の濃度で存在する。
【００６５】
　好ましくは、かかる組成物は、本明細書に記載のＢ.ｂａｓｓｉａｎａ細胞の１つ以上
の培養物から入手可能である。例示的な殺虫性脂質組成物は、菌糸体を産生するのに有効
な条件下で適切なＢｅａｕｖａｒｉａ ｂａｓｓｉａｎａ Ｋ４Ｂ３細胞株を培養するステ
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ップと、少なくとも部分的に精製された菌糸体を提供するステップと、この菌糸体から１
種以上の脂質を取得するステップとを含むプロセスによって調製されてもよい。
【００６６】
　さらなる実施形態において、本発明は、殺虫性脂質組成物を調製するための方法を提供
する。例示的な実施形態において、かかる脂質は、殺虫剤として使用するために製剤化さ
れてもよく、農業環境などを含む環境中の昆虫集団を防除するために用いられてもよい。
いくつかの実施形態において、この製剤を用いて、局所適用または昆虫によるこの脂質組
成物の摂取のいずれかによって昆虫または昆虫集団を死滅させることができる。他の実施
形態において、この製剤を用いて、再び局所適用または昆虫（複数可）によるペプチド組
成物の摂取のいずれかによって昆虫または昆虫集団を拮抗することができる。特定の場合
において、土壌、植物、木、および低木などの上または植物、木、および低木などの近く
、生きている植物、家畜、居住地、農機具、および建物などに適用するために、本発明の
脂質を製剤化することが望ましい場合がある。
【００６７】
　本発明の１種以上の脂質および１種以上の菌類を含む組成物の各種実施形態において、
この１種以上の菌類は、生殖的に生存可能な形態および量である。
【００６８】
　一実施形態において、本発明は、少なくとも１種の担体と共に、本明細書に記載の１種
以上の脂質を含む組成物および少なくとも１つの菌類から入手可能な胞子を提供する。
【００６９】
　好ましくは、前記組成物は、生物学的防除用組成物であり、より好ましくは、前記生物
学的防除用組成物は、殺虫性組成物である。
【００７０】
　好ましくは、前記生物学的防除用組成物は、少なくとも１つの農学的に許容される担体
を含む。
【００７１】
　好ましくは、前記少なくとも１種の担体は、農学的に許容される担体であり、より好ま
しくは、賦形剤刺激剤（ｆｉｌｌｅｒ ｓｔｉｍｕｌａｎｔ）、凝固防止剤、湿潤剤、乳
化剤、および酸化防止剤からなる群から選択され、より好ましくは、前記組成物は、賦形
剤刺激剤、凝固防止剤、湿潤剤、乳化剤、および酸化防止剤のそれぞれのうちの少なくと
も１つを含む。
【００７２】
　好ましくは、前記賦形剤刺激剤は、例えば、ショ糖、果糖、ブドウ糖、または右旋糖を
含む二糖などの炭水化物源であり、前記凝固防止剤は、タルク、二酸化ケイ素、ケイ酸カ
ルシウム、またはカオリン粘土から選択され、前記湿潤剤は脱脂粉乳であり、前記乳化剤
は、レシチンなどの大豆ベースの乳化剤またはモノグリセリドなどの植物ベースの乳化剤
であり、前記酸化防止剤は、グルタミン酸ナトリウムもしくはクエン酸である。
【００７３】
　各種実施形態において、この組成物は、菌類の生殖生存率（ｒｅｐｒｏｄｕｃｔｉｖｅ
 ｖｉａｂｉｌｉｔｙ）を支持することができるか、または約２週間よりも長い期間の間
、好ましくは、約１ヶ月、約２ヶ月、約３ヶ月、約４ヶ月、約５ヶ月よりも長い期間の間
、より好ましくは約６ヶ月よりも長い期間の間殺虫効力を保持することができる安定な組
成物である。
【００７４】
　特定の実施形態において、この組成物は、菌類の単一株を含む。例示的な一実施形態に
おいて、この菌類はＢｅａｕｖｅｒｉａ ｂａｓｓｉａｎａ Ｋ４Ｂ３株（２００８年１０
月１４日に寄託されたＮＭＩＡ番号Ｖ０８／０２５８５５）である。
【００７５】
　あるいは、この組成物は、前記菌類の複数株を含む。一実施形態において、この組成物
は、生殖的に生存可能な形態および量のＢｅａｕｖｅｒｉａ ｂａｓｓｉａｎａ Ｋ４Ｂ３
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 ＮＭＩＡ番号Ｖ０８／０２５８５５またはその同定のための特徴を有する菌株；Ｌｅｃ
ａｎｉｃｉｌｌｉｕｍ ｍｕｓｃａｒｉｕｍ　Ｋ４Ｖ１株（２００５年３月１６日に寄託
されたＮＭＩＡ番号ＮＭ０５／４４５９３）またはその同定のための特徴を有する菌株；
Ｌｅｃａｎｉｃｉｌｌｉｕｍ ｍｕｓｃａｒｉｕｍ　Ｋ４Ｖ２株（２００５年３月１６日
に寄託されたＮＭＩＡ受託番号ＮＭ０５／４４５９４）またはその同定のための特徴を有
する菌株；Ｌｅｃａｎｉｃｉｌｌｉｕｍ ｍｕｓｃａｒｉｕｍ Ｋ４Ｖ４株（２００６年３
月３日に寄託されたＮＭＩＡ受託番号ＮＭ０６／００００７）またはその同定のための特
徴を有する菌株；Ｂｅａｕｖｅｒｉａ ｂａｓｓｉａｎａ Ｋ４Ｂ１株（２００５年３月１
６日に寄託されたＮＭＩＡ 登録番号ＮＭ０５／４４５９５）またはその同定のための特
徴を有する菌株；Ｂｅａｕｖｅｒｉａ ｂａｓｓｉａｎａ Ｋ４Ｂ２株（２００６年３月３
日に寄託されたＮＭＩＡ受託番号ＮＭ０６／０００１０）またはその同定のための特徴を
有する菌株；Ｌｅｃａｎｉｃｉｌｌｉｕｍ ｌｏｎｇｉｓｐｏｒｕｍ　ＫＴ４Ｌ１株（２
００６年３月３日に寄託されたＮＭＩＡ受託番号ＮＭ０６／００００９）またはその同定
のための特徴を有する菌株；Ｐａｅｃｉｌｏｍｙｃｅｓ ｆｕｍｏｓｏｒｏｓｅｕｓ　Ｋ
４Ｐ１株（２００６年３月３日に寄託されたＮＭＩＡ受託番号ＮＭ０６／００００８）ま
たはその同定のための特徴を有する菌株から選択される１つ以上の株および少なくとも１
つの農学的に許容される担体と共に本発明の１種以上の脂質を含む生物学的防除用組成物
である。
【００７６】
　一実施形態において、生物学的防除用組成物を生成するための方法は、
Ｂｅａｕｖｅｒｉａ ｂａｓｓｉａｎａ Ｋ４Ｂ３ Ｖ０８／０２５８５５の培養物を提供
するステップと、
本発明の少なくとも１種の脂質の生成に適する条件下で培養物を維持するステップと、
ｉ）本発明の少なくとも１種の脂質と担体を混合するステップ、または
ｉｉ）本発明の少なくとも１種の脂質と本明細書に記載の１種以上の昆虫病原性菌類とを
混合するステップ、または
ｉｉｉ）Ｂｅａｕｖｅｒｉａ ｂａｓｓｉａｎａ　Ｋ４Ｂ３ Ｖ０８／０２５８５５から本
発明の少なくとも１種の脂質を分離するステップ、または
ｉｖ）（ｉ）～（ｉｉｉ）のうちの２つ以上の任意の組み合わせ
とを含む。
【００７７】
　特定の実施形態において、本方法は、維持ステップ１または細胞溶解ステップ後にさら
にステップを含んでもよい。
【００７８】
　各種実施形態において、分離は、遠心分離またはろ過による。
【００７９】
　各種実施形態において、分離は、約５０％を超える菌類、例えば、Ｂｅａｕｖｅｒｉａ
 ｂａｓｓｉａｎａ Ｋ４Ｂ３ Ｖ０８／０２５８５５、約５５％を超える、約６０％を超
える、約６５％を超える、約７０％を超える、約７５％を超える、約８０％を超える、約
８５％を超える、約９０％を超える、約９５％を超える、約９９％を超える、または約１
００％の菌類、例えば、約１００％のＢｅａｕｖｅｒｉａ ｂａｓｓｉａｎａ Ｋ４Ｂ３ 
Ｖ０８／０２５８５５を除去するのに有効である。
【００８０】
　したがって、特に企図される一実施形態において、本方法は、Ｂｅａｕｖｅｒｉａ ｂ
ａｓｓｉａｎａ Ｋ４Ｂ３ Ｖ０８／０２５８５５の培養物を提供するステップと、本発明
の少なくとも１種の脂質の生成に適する条件下でこの培養物を維持するステップと、Ｂｅ
ａｕｖｅｒｉａ ｂａｓｓｉａｎａ Ｋ４Ｂ３ Ｖ０８／０２５８５５から本発明の少なく
とも１種の脂質を分離するステップと、を含む。
【００８１】
　好ましくは、この担体は農学的に許容される担体であり、好ましくは、この少なくとも
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１種の担体は、賦形剤刺激剤、凝固防止剤、湿潤剤、乳化剤、および酸化防止剤からなる
群から選択され、より好ましくは、前記組成物は、賦形剤刺激剤、凝固防止剤、湿潤剤、
乳化剤、および酸化防止剤のそれぞれのうちの少なくとも１つを含む。
【００８２】
　各種実施形態において、植物病原性昆虫は、半翅類目のものである。
【００８３】
　好ましくは、前記１つ以上の植物病原性昆虫は、蚊、コナガ（ｄｉａｍｏｎｄ ｂａｃ
ｋ ｍｏｔｈ）を含む蛾、アザミウマ（Ｔｈｒｉｐｓ）（アザミウマ類（Ｔｈｙｓａｎｏ
ｐｔｅｒａ））、アブラムシ、オオヨコバイ上科（Ｐｓｙｌｌｉｄｓ）、カイガラムシ（
Ｓｃａｌｅ）またはコナジラミ（半翅目）からなる群から選択される。
【００８４】
　一実施形態において、本発明の脂質またはその機能的変異体は、本明細書に記載の組成
物中に存在してもよい。
【００８５】
　一実施形態において、この組成物は、本発明の２種類以上の脂質を含む。
【００８６】
　各種実施形態において、この組成物は、
ｉ）少なくとも１種のビューベリシン（ｂｅａｕｖｅｒｉｃｉｎ）、
ｉｉ）少なくとも１種のバシアノリド（ｂａｓｓｉａｎｏｌｉｄｅ）、
ｉｉｉ）少なくとも１種の昆虫病原性菌類
ｉｖ）上記の（ｉ）～（ｉｖ）のうちの任意の２つ以上。
と共に、本発明の少なくとも１種の脂質を含む。
【００８７】
　一実施形態において、本発明は、１種以上の植物病原性昆虫などの１種以上の昆虫を防
除する方法であって、植物またはその環境などの場所に本発明の脂質または組成物を適用
する工程を含む方法を提供する。
【００８８】
　一実施形態において、１種以上の昆虫を防除する方法は、式Ｉの脂質をその場所に適用
する工程を含む：
【化２】

（式中、式中、Ｒ1およびＲ2は同一または異なることができ、それぞれ脂肪酸の脂肪族部
分であり、Ｒ3、Ｒ4およびＲ5はそれぞれ独立にＨ、水酸基、カルボキシル基、アミド基
、非置換または置換されたアルキル基、非置換または置換されたアルケニル基、非置換ま
たは置換されたアルキニル基、および非置換または置換されたアリール基からなる群より
選択される。）
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【００８９】
　各種実施形態において、本発明の脂質または組成物は、例えば、植物などの場所が昆虫
もしくは昆虫集団によって感染されるか、またはそれらに晒される前に予防的に適用され
る。他の実施形態において、この組成物は、感染が確証された時もしくは病原体が存在す
る時に、例えば、植物などの場所が昆虫によって感染されるか、またはそれらに晒される
時に、または昆虫がその場所上にもしくはその場所中に存在する時に適用される。
【００９０】
　一実施形態において、本発明の脂質または組成物は、その場所に直接適用され、例えば
、植物またはその環境に直接適用される。例えば、本発明の組成物は溶媒と混合されるか
、または（例えば、水と）乳化され、本明細書に記載のとおりに適用される。他の実施形
態において、本発明の脂質または組成物は、例えば、次にその場所に適用される基質への
適用によって、その場所に間接的に適用される。
【００９１】
　好ましくは、この組成物は、適用前の脂質の最終濃度が約０．５ｍｇ／Ｌ～約１０ｍｇ
／Ｌ、より好ましくは、最終濃度が約１ｍｇ／Ｌになるまで水と混合される。
【００９２】
　好ましくは、Ｄｅｅｐ Ｆｒｉｅｄ（商標）、Ｆｏｒｔｕｎｅ（商標）、またはＦｏｒ
ｔｕｎｅ Ｐｌｕｓ（商標）などの乾燥保護剤が、適用前の最終濃度が約１ｍｌ／Ｌにな
るまで混合される。
【００９３】
　１種以上の昆虫病原性菌類を含む組成物に関して、例示的な濃度範囲は、１ｍｌあたり
約１×１０2～約１×１０12個の胞子、１ｍｌあたり約１×１０2～約１×１０11個の胞子
、１ｍｌあたり約１×１０2～約１×１０10個の胞子、１ｍｌあたり約１×１０2～約１×
１０9個の胞子、１ｍｌあたり約１×１０3～約１×１０9個の胞子、１ｍｌあたり約１×
１０4～約１×１０9個の胞子、好ましくは、１ｍｌあたり約１×１０5～約５×１０8個の
胞子、より好ましくは１ｍｌあたり約１×１０6～約２×１０8個の胞子である。特定の実
施形態において、この組成物は、適用時に１ミリリットルあたり少なくとも１０7個の胞
子、適用時に１ミリリットルあたり少なくとも約５×１０7個の胞子、または適用時に１
ミリリットルあたり少なくとも１０8個の胞子を含む。
【００９４】
　各種実施形態において、１種以上の菌類がこの組成物中に存在する時、本発明の組成物
は、１ヘクタールあたり約１×１０8～約１×１０15の感染単位（ＩＵ）、１ヘクタール
あたり約１×１０9～約１×１０15のＩＵ、１ヘクタールあたり約１×１０10～約１×１
０15のＩＵ、１ヘクタールあたり約１×１０11～約１×１０15のＩＵ、好ましくは、１ヘ
クタールあたり約１×１０10～約１×１０14のＩＵ、より好ましくは、１ヘクタールあた
り約５×１０10～約１×１０14のＩＵ、より好ましくは、１ヘクタールあたり約１×１０
11～約５×１０11のＩＵの割合で適用されてもよい。
【００９５】
　一実施形態において、この感染単位は、内生胞子などの胞子であり、この組成物は、１
ヘクタールあたり約１×１０8～約１×１０15個の胞子、１ヘクタールあたり約１×１０9

～約１×１０15個の胞子、１ヘクタールあたり約１×１０10～約１×１０15個の胞子、１
ヘクタールあたり約１×１０11～約１×１０15個の胞子、好ましくは、１ヘクタールあた
り約１×１０10～約１×１０14個の胞子、より好ましくは、１ヘクタールあたり約５×１
０10～約１×１０14個の胞子、より好ましくは、１ヘクタールあたり約１×１０11～約５
×１０11個の胞子の割合で適用される。
【００９６】
　都合のよいことには、かかる適用率は、１ミリリットルあたり約１０8個以上の胞子で
前記組成物を製剤化し、１ヘクタールあたり約１Ｌの割合で前記組成物を適用することに
よって達成することができる。本明細書で説明するとおり、かかる適用率は、農学的に許
容される大量の溶媒、例えば、水の中にこの組成物を溶解することによって都合よく達成
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することができる。
【００９７】
　好ましくは、この組成物は、適用前に水と混合される。一実施形態において、この組成
物は水と混合され、少なくとも約１００Ｌの水／Ｈａ、少なくとも約１５０Ｌ／Ｈａ、少
なくとも約２００Ｌ／Ｈａ、少なくとも約２５０Ｌ／Ｈａ、少なくとも約３００Ｌ／Ｈａ
、少なくとも約３５０Ｌ／Ｈａ、少なくとも約４００Ｌ／Ｈａ、少なくとも約４５０Ｌ／
Ｈａ、少なくとも約５００Ｌ／Ｈａで適用される。好ましい実施形態において、この組成
物は、適用前の最終濃度が水５００Ｌあたり約１×１０11～約５×１０11個の胞子になる
まで水と混合され、５００Ｌ／ヘクタールの割合で適用される。
【００９８】
　好ましくは、前記適用は噴霧による。
【００９９】
　好ましくは、Ｂｅａｕｖｅｒｉａ ｂａｓｓｉａｎａ Ｋ４Ｂ３株（ＮＭＩＡ受託番号Ｖ
０８／０２５８５５）またはその同定のための特徴を有する培養物を含む組成物が、１ヘ
クタールあたり約１×１０10～約１×１０15個の胞子、好ましくは、１ヘクタールあたり
約１×１０12～約１×１０14個の胞子、より好ましくは、１ヘクタールあたり約５×１０
12～約１×１０14個の胞子、より好ましくは、１ヘクタールあたり約１～３×１０13個の
胞子の割合で適用される。
【０１００】
　都合のよいことに、かかる適用率は、１ミリグラムあたり約１０7個以上の胞子で前記
組成物を製剤化し、１ヘクタールあたり約１ｋｇの割合で前記組成物を適用することによ
って達成することができる。本明細書で説明するとおり、かかる適用率は、農学的に許容
される大量の溶媒、例えば、水の中にこの組成物を溶解することによって都合よく達成す
ることができる。
【０１０１】
　本発明は、全ての植物またはその環境に適用することができる。特定の実施形態におい
て、例示的な植物は、アルファルファ、大麦、キャノーラ、トウモロコシ、綿、亜麻、カ
ポック、ピーナッツ、ジャガイモ、燕麦、米、ライ麦、ソルガム、大豆、サトウダイコン
、サトウキビ、ヒマワリ、タバコ、トマト、小麦、芝草、牧草、ベリー、果実、マメ科植
物、野菜、観賞植物、低木、サボテン、多肉植物、および木などの単子葉植物または双子
葉植物である。
【０１０２】
　さらに例示的な実施形態において、この植物は、以下の科：ヒルガオ科、ハゼリソウ科
、モンチニア科（Ｍｏｎｔｉｎｉａｃｅａｅ）、ナス科およびナガボノウルシ科の植物を
含むナス目から選択される植物、ならびに、以下の科：ヒガンバナ科、クサスギカズラ科
、アステリア科、ブランドフォルディア科、ボリア科、ドリアンテス科、キンバイザサ科
、アヤメ科、イキシオリリオン科、ラナリア科、ラン科、テコフィラエア科、ススキノキ
科、およびキセロネマ科の植物を含むクサスギカズラ目の植物を含む任意の植物であって
よい。
【０１０３】
　本発明が関連する当業者なら、本発明の構成、異なる実施形態、および適用における多
くの変更を、それ自体、添付の特許請求の範囲で定義される本発明の範囲から逸脱するこ
となく提案するであろう。本明細書における開示および記載は、単に例示的なものであり
、いかなる意味においても限定することを意図しない。
【０１０４】
　特許明細書、他の外部文書、または他の情報源への言及を行った本明細書において、こ
れは、一般的に、本発明の特徴について説明するための文脈を提供する目的である。特に
、具体的に述べない限り、かかる外部文書への言及は、全ての権限において、かかる文書
、またはかかる情報源が先行技術であるか、または当技術分野の公知の知識の一部をなす
ことを認めるものとして解釈されるべきではない。
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【０１０５】
　本明細書に開示する数の範囲（例えば、１～１０）への言及も、その範囲内の全ての有
理数（例えば、１、１．１、２、３、３．９、４、５、６、６．５、７、８、９および１
０）ならびにその範囲内の任意の範囲の有理数（例えば、２～８、１．５～５．５および
３．１～４．７）への言及を包含し、したがって、本明細書に明確に開示される全ての範
囲の全ての部分的な範囲が本明細書に明確に開示されることが意図される。具体的に意図
されるものの最適な例があり、最低値と最高値の間の数値の全ての可能な組み合わせが、
同じような方法で本出願中に明確に述べられるとみなされるべきである。
【図面の簡単な説明】
【０１０６】
【図１】本明細書の実施例４に記載の例示的なベタイン脂質のクロマトグラムである。
【図２】本明細書の実施例４に記載の例示的なベタイン脂質のＭＳ／ＭＳスペクトルであ
る。
【図３】本明細書の実施例４に記載の、７６２．５のｍ／ｚを有する例示的な脂質の娘ス
ペクトルである。
【図４】本明細書の実施例６に記載の、１０日にわたって生成された例示的なベタイン脂
質の相対量の経時変化示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【０１０７】
　本発明は、一部分において、ビューベリア種およびトリコデルマ種などの子嚢菌門の様
々な株から単離された１種以上の脂質を含む１種以上の脂質（この１種以上の脂質は、植
物病原性昆虫などの昆虫に対して有効である）、ならびに昆虫および昆虫集団の防除にお
けるかかる脂質の使用を対象にしている。
【０１０８】
　定義
　本明細書で用いる場合、用語「ベタイン脂質」は、グリセロール部分のｓｎ－３位でエ
ーテル結合によって結合したベタイン部分を含み、ｓｎ－１位およびｓｎ－２位でエステ
ル化された脂肪酸を有するエーテル結合グリセロ脂質を意味する。ベタイン脂質は、藻類
、苔植物、菌類、いくつかの原始的な原虫、光合成細菌、ならびにシダ類およびトクサ植
物に属する種などのいくつかの胞子生成植物中に生じることが報告されている。
【０１０９】
　本明細書で用いる場合、用語「生物農薬」（ＢＣＡ）とは、１または複数の生物、一般
的に、１または複数の害虫もしくは１または複数の植物病原体（例えば植物病原昆虫）な
どの病原体の拮抗薬として作用する、あるいは１または複数の植物病原体などの１または
複数の病原体を防除することができる生物学的製剤をいう。拮抗作用は、いくつかの形態
をとることができる。一形態において、生物農薬は単に忌避剤として作用することができ
る。別の形態において、生物農薬は、環境を病原体にとって好ましくない状態にすること
ができる。さらなる好ましい形態において、生物農薬は、害虫もしくは病原体に寄生する
、それらを無能力にする、生殖力のない状態にする、それらの増殖を妨害する、拡散もし
くは分布を妨害する、および／またはそれらを死滅させることができる。したがって、拮
抗機構としては、抗生作用、寄生、不動化、不妊および毒性が挙げられるがこれらに限定
されるものではない。したがって、１または複数の病原昆虫の拮抗薬として作用する薬剤
は、殺虫性効力を有するといえる。さらに、植物病原昆虫を含む昆虫の拮抗薬である薬剤
は、殺虫性薬剤であるといえる。
【０１１０】
　本明細書で用いる場合、「生物的防除組成物」とは、１または複数の植物病害虫もしく
は植物病原体などの１または複数の害虫もしくは病原体の拮抗薬である少なくとも１種類
の生物農薬を含むまたは含有する組成物である。そのような防除剤としては、忌避剤とし
て作用する薬剤、環境を害虫または病原体にとって好ましくない状態にする薬剤、および
害虫または病原体を無能力にする、生殖力のない状態にする、および／または死滅させる
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薬剤が挙げられるがこれらに限定されるものではない。
【０１１１】
　したがって、本明細書で用いる場合、「抗植物病原体組成物」とは、１または複数の植
物病原体の拮抗薬である少なくとも１種類の薬剤を含むまたは含有する組成物である。そ
のような組成物は、本明細書では、抗植物病原体効力を有するとみなされる。
【０１１２】
　本明細書で用いる場合、用語「含んでいる」とは、「少なくとも部分的に～なっている
」ことを意味する。本明細書において用語「含んでいる」を含む各記載を解釈するとき、
それ以外の特徴またはこの用語が前置きをする特徴も存在し得る。「複数を含む」および
「単数を含む」などに関連する用語は、同様に解釈されるものとする。
【０１１３】
　本明細書で用いる場合、用語「防除する」または「防除している」とは、通常、１また
は複数の植物病原体による感染症などの１または複数の病原体による感染症を予防する、
減少させる、もしくは根絶すること、またはそのような感染症の速度および程度を阻害す
る、例えば植物中もしくは植物上またはその周囲の植物病原体集団を減少させることを包
含する。この場合、感染症（単数または複数の）もしくは集団（単数または複数の）を予
防するまたは減少させることは、非処理の感染症（単数または複数の）または集団（単数
または複数の）に対して統計的に有意である。治療的処理も、可能とみなされる。好まし
くは、そのような防除は、病原体集団間の大量の死滅によって達成される。
【０１１４】
　本明細書では、語句「昆虫病原性活性」および「昆虫病原性効力」をほとんど同じ意味
で用いており、特定の微生物などの特定の薬剤または特定の微生物に由来する薬剤が、１
または複数の植物病原昆虫などの１または複数の病原昆虫を拮抗する能力をいう。
【０１１５】
　種々の実施形態において、前述の昆虫病原性効力とは、好ましくは、昆虫との接触から
１４日以内、より好ましくは７日以内に、植物病原昆虫などの１または複数の昆虫に寄生
して無能力にする、それらを生殖力がない状態にする、それらの増殖を妨害する、または
それらを死滅させる能力であり、さらにより好ましくは７日以内に１または複数の植物病
原昆虫を死滅させる能力である。あるいは、前述の昆虫病原性効力は、１または複数の昆
虫病原性糸状菌などの１または複数の昆虫病原性微生物の増殖を持続させるまたは促進す
る能力である。
【０１１６】
　したがって、本明細書で用いる場合、「昆虫病原性組成物」とは、１または複数の病原
昆虫の拮抗薬である少なくとも１種類の薬剤を含むまたは含有する組成物である。そのよ
うな組成物は、本明細書では昆虫病原性効力を有するとみなされる。
【０１１７】
　したがって、本明細書で用いる場合、「殺虫性組成物」とは、１または複数の病原昆虫
の拮抗薬である少なくとも１種類の薬剤を含むまたは含有する組成物である。そのような
組成物は、本明細書では殺虫性効力を有するとみなされる。
【０１１８】
　特定の実施形態において、昆虫病原性活性は、殺虫性活性である。例えば、本発明の脂
質の特定の実施形態は、殺虫性である。
【０１１９】
　例えば、本明細書の実施例で例示した１または複数の脂質について、１または複数の脂
質を参照して本明細書で用いる場合、用語「機能性変異体」とは、明確に特定された実体
、例えば、１または複数の脂肪酸基などの１または複数の基が欠失、置換または付加され
ているが、この明確に特定された実体の１または複数の生物活性の少なくとも一部、例え
ば、この明確に特定された脂質によって誘発される１または複数の生物学的効果を誘発す
る能力を有する当該実体と異なる脂質をいう。機能性変異体は、同一種または他の種に由
来することもあり、かつ相同体、パラログおよびオルソログを包含することもある。
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【０１２０】
　この場合は、機能性変異体は、好ましくは、明確に特定された脂質の殺虫性活性の少な
くとも一部を保持する。
【０１２１】
　殺虫性効力などの本発明の脂質によって誘発される１または複数の生物学的効果を決定
するための方法およびアッセイは、当技術分野で周知であり、かつそのような方法および
アッセイを用いて、本発明の１または複数の脂質の１または複数の機能性変異体を特定ま
たは確認することができる。例えば、本明細書の実施例に記述されるような、標的昆虫を
死滅させるまたはその増殖を拮抗する本発明の脂質の能力についてのアッセイは、脂質の
１または複数の機能性変異体を特定するよう修正可能である。
【０１２２】
　本明細書で用いる場合、用語「脂質」とは、水に不溶であり、一般的に炭素原子が４～
３６の長さにおよぶ炭化水素鎖を有する１または複数の脂肪酸、カルボン酸を含む、炭素
に富む高還元物質類を包含する。脂質としては、トリアシルグリセロール、グリセロリン
脂質とスフィンゴ脂質を含むリン脂質、糖脂質およびステロールが挙げられる。
【０１２３】
　本明細書で用いる場合、用語「脂質画分」とは、１または複数の脂質、遊離脂肪酸、ま
たは両方を含む組成物を包含し、脂質画分は、非分画の供給材料中に存在する全脂質を含
む、または全脂質のサブセットからなる。一般的に、脂質画分は、決定可能で特定可能な
組成物、例えば特徴的なクロマトグラフプロファイルまたは質量分析プロファイルを有す
る。脂質画分の例を本明細書に示す。
【０１２４】
　本明細書で用いる場合、用語「植物」とは、植物全体を包含するだけでなく、植物の部
分、切り取った部分ならびに根、葉、花、種、茎、カルス組織、木の実と果実、球根、塊
茎、球茎、子実、挿し木、台木、または接ぎ穂を含み、かつ植え付け前、生育中、および
収穫時または収穫後にかかわらずどのような植物材料も含む植物生成物にまで及ぶ。本発
明の用途から利益を得ることができる植物は、農業および園芸作物の広範囲に及ぶ。本発
明の組成物は、特に、有機生産システムでの用途でも特に好適である。
【０１２５】
　昆虫病原性脂質または昆虫病原性菌株などの昆虫病原性剤に関して用いる場合、語句「
昆虫病原性効力を保持している」および文法上の均等物ならびにその誘導体とは、その薬
剤が依然として有効な昆虫病原性活性を有することを意味するよう意図される。好ましく
は、その保持される活性は、最初の活性の少なくとも約３５、４０、４５、５０、５５、
６０、６５、７０、７５、８０、８５、９０、９５、９９または１００％であり、および
有効範囲は、（例えば、約３５～約１００％、約５０～約１００％、約６０～約１００％
、約７０～約１００％、約８０～約１００％、および約９０～約１００％）これらの値の
範囲のいずれかから選択され得る。例えば、本発明の好ましい脂質の機能性変異体は、昆
虫病原性活性を保持しているはずである、すなわち、特定の親脂質の昆虫病原性活性の少
なくとも約３５、４０、４５、５０、５５、６０、６５、７０、７５、８０、８５、９０
、９５、９９または１００％を保持する。
【０１２６】
　同様に、本発明の好ましい組成物は、それらが含む昆虫病原性薬剤の有効な昆虫病原性
活性の維持を持続させることができ、および本明細書で可能とみなされる方法を用いて適
用されるまで、理想的に昆虫病原性活性を保持するといえる。同様に、殺虫性脂質または
昆虫病原性菌株などの殺虫性剤に関して用いる場合、語句「殺虫性効力を保持している」
および文法上の均等物ならびにその誘導体とは、その薬剤が依然として有効な殺虫性活性
を有することを意味するよう意図される。好ましくは、その保持される活性は、最初の活
性の少なくとも約３５、４０、４５、５０、５５、６０、６５、７０、７５、８０、８５
、９０、９５、９９または１００％であり、および有効範囲は、（例えば、約３５～約１
００％、約５０～約１００％、約６０～約１００％、約７０～約１００％、約８０～約１
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００％、および約９０～約１００％）これらの値の範囲のいずれかから選択され得る。例
えば、本発明の好ましい脂質の機能性変異体は、殺虫性活性を保持しているはずである、
すなわち、特定の親脂質の殺虫性活性の少なくとも約３５、４０、４５、５０、５５、６
０、６５、７０、７５、８０、８５、９０、９５、９９または１００％を保持する。同様
に、本発明の好ましい組成物は、それらが含む殺虫性薬剤（単数または複数の）の有効な
殺虫性活性の維持を持続させることができ、および本明細書で可能とみなされる方法を用
いて適用されるまで、理想的に殺虫性活性を保持するといえる。
【０１２７】
　本明細書で用いる場合、本発明の組成物に関して用いるとき、用語「安定な」とは、数
週間、好ましくは約１ヵ月、約２ヵ月、約３ヵ月、約４ヵ月、好ましくは約５ヵ月、より
好ましくは約６ヵ月もしくはそれ以上長く、殺虫性効力を持続させることができる組成物
を意味する。例えば、さらに１または複数の昆虫病原性糸状菌を含む組成物に関して用い
るとき、用語「安定な」とは、数週間、好ましくは約１ヵ月、約２ヵ月、約３ヵ月、約４
ヵ月、好ましくは約５ヵ月、より好ましくは約６ヵ月もしくはそれ以上長く、昆虫病原性
糸状菌の生殖生存能力を持続させることができる組成物をいう。
【０１２８】
　「［特定の菌株］の識別特徴を有する菌株」、または特定の菌株の相同体または変異体
を含む「［特定の培養物］の識別特徴を有する培養物」とは、密接に関連している（すな
わち、共通の祖先を共有する）または特定の菌株に由来しているが、通常は、１または複
数の遺伝子型特徴または表現型特徴が特定の菌株と異なる。変異体は、通常、遺伝子の差
異を評価することで識別可能である。相同体は、遺伝子の差異、生化学的差異および形態
的差異の程度を評価すること、および例えば、分岐学などの分析を含む分類学的な方法を
用いることで識別可能である。だが、特定の菌株の相同体または変異体を含む、［特定の
菌株］の識別特徴を有する菌株は、殺虫性効力を保持し、他の細菌株と識別でき、かつ本
明細書に記述の技法を用いて、親株の相同体または変異体として識別可能である。
【０１２９】
　本発明の菌類、方法および組成物の対象である植物に関して用いる場合、用語「周囲」
とは、植物もしくは根、塊茎もしくはその類に隣接するまたはその周辺の土壌、水、落ち
葉および／または増殖培地、隣接する植物類、前述の植物の切り取った部分、支持物、植
物に与えられる水、および種子被覆物を含む被覆物が挙げられる。この用語としては、さ
らに、保護被覆物、箱および包装物などの貯蔵材、梱包材または加工材、ならびに定植器
材、維持器材または収穫器材が挙げられる。
植物病原体の防除
【０１３０】
　本発明が認識していることは、例えば米国、ニュージーランド、および欧州の多数の国
を含む多くの国の園芸作物部門が、植物病原性害虫の間で殺虫剤抵抗性が増大している問
題に直面していることである。この問題は、一部の規制制度下で、規制障壁のために新規
の化学殺虫剤の利用可能性が減少することで悪化している。
【０１３１】
　生物農薬として菌類に由来する殺虫性脂質を用いることにより、この問題の解決策が提
供される。効果的な生物農薬は、標的植物病原昆虫または昆虫集団を無能力にする、また
は死滅させるそれらの能力によって選択されることができる。助長条件下で、アブラムシ
、アザミウマおよびコナジラミなどの植物病原昆虫は、植物類、および土壌、落ち葉、隣
接する植物類、支持物などを含むそれらの周囲を感染させ得る。菌類由来の殺虫性脂質お
よびそれに由来する薬剤は、植物病原昆虫を無能力にするおよび／または死滅させるため
に、適用されることができ、それによって病原体の病原性能力を阻止するまたは限定する
。菌類に由来するこれらの殺虫性脂質の野外での有効性は、一部は、中断される雨季およ
び乾燥などの変化する気候条件において殺虫性効力を保持するそれらの能力による。こ本
明細書に記述する脂質類などの昆虫病原性糸状菌に由来する薬剤の有効性は、一般的に、
生存能力を維持することではなく、むしろ殺虫性効力を維持することを必要とする。この
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場合もやはり、理解されるように、例えば、微生物の混入によるコロニー形成への抵抗性
、微生物の増殖を抑えるもしくは持続させない能力、または静菌特性もしくは静真菌特性
などの組成物の安定性は、すべて組成物の有用性および／または軟体動物駆除効力の維持
に寄与し得る。
【０１３２】
　植物病原昆虫などの昆虫類に対して有効であり、したがって本発明に従って使用するこ
とに好適な本発明の脂質は、本発明の脂質またはその機能性変異体が比較される対照処理
に対して統計的に有意な量で標的昆虫種の集団を減少させるのに有効な１つとして特定さ
れる。そのような脂質は、殺虫性効力を有するとみなすことができる。本明細書に記述す
るように、標的昆虫の集団の減少は、種々の拮抗機構によるものであり得る。例えば、脂
質は、植物病原昆虫を無能力にする、それらを生殖力がない状態にする、それらの増殖を
妨害する、および／またはそれらを死滅させることがでる、または本発明の脂質と共に組
成物中に存在する昆虫病原性糸状菌などの、組成物中にも存在する１または複数の昆虫病
原体の増殖および殺虫性効力を（別々に、同時に、または連続して）持続させ得るまたは
促進し得る。そのようなものとして、本発明の脂質は、植物病原昆虫に寄生する、それら
を無能力にする、生殖力がない状態にする、および／または好ましくは死滅させるために
、昆虫病原性糸状菌などの昆虫病原体の能力を可能にし得るまたは持続させ得る。また、
本発明の脂質は、環境、例えば１または複数の昆虫病原性糸状菌が適用される植物または
その周囲を植物病原昆虫にとって好ましくない状態にすることによって標的昆虫の集団を
減少させることができる。この実施形態において、脂質は忌避剤として作用し、かつ植物
またはその周囲の近くで標的昆虫の効果的な集団を減少させるとみなされ得る。
【０１３３】
　一実施形態において、本明細書で定義されるように、脂質は機能性変異体である。
【０１３４】
　好ましくは、本発明の好適な脂質またはその機能性変異体は、対照処理と比較して、関
連する昆虫種の集団のパーセンテージ減少として表される約５％殺虫性効力、少なくとも
約１０％、少なくとも約１５％、少なくとも約２０％、少なくとも約２５％、少なくとも
約３０％、少なくとも約３５％、少なくとも約４０％、少なくとも約４５％、より好まし
くは少なくとも約５０％殺虫性効力を示す。実例として、本明細書に記述する方法論を用
いて、種々の標的昆虫に対して効果的なボーベリア（Beauveria）脂質画分分離菌を特定
したが、他方では他の菌類および昆虫種に関して本明細書に記述するものと類似している
手順を用いることができる。
【０１３５】
　殺虫性効力は、生物農薬としての用途に適しているとみなされる脂質に対する主要な必
要条件であるのだが、脂質は生物農薬としての用途に適しているさらなる特徴を有し得る
。
【０１３６】
　例えば、脂質は、最終的に、生物農薬として効果的な形態および濃度で標的植物または
その周囲に適用されることを可能にするために、適切な期間にわたり効果的な形態で貯蔵
されることが可能でなければならない。
【０１３７】
　本明細書に例示されたものを含む、本発明の１または複数の脂質の１または複数の機能
性変異体を、本発明の脂質および組成物が含み得る、または本発明の諸方法が用いること
ができることを当業者は認識することになる。脂質とその機能性変異体の組合せも、本発
明では有用である。
脂質を単離するための方法
【０１３８】
　本発明の１または複数の脂質を生成し、単離する代表的な方法を本明細書に記述する。
これらの方法は、例えば、ボーベリア・バシアーナ（Beauveria bassiana）K4B3またはト
リコデルマ（Trichoderma）種を含むボーベリア種などの子嚢菌（Ascomycota）門の１ま
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たは複数の菌類の培養物から１または複数の脂質を単離することを含む。
【０１３９】
　あるいは、その機能性変異体を含む本発明の脂質は、当技術分野で周知の脂質合成方法
を用いて調製されることができる。
昆虫病原性糸状菌を含む組成物
【０１４０】
　昆虫病原性糸状菌の輸入は、特定の規制制度下で不可能ではないにしても、しばしば問
題になり、費用がかかり、かつ実用的でない。例えば、特定の国の外で利用可能な昆虫病
原性糸状菌は、規制および立法上の除外のために、その国内で園芸家が入手可能でないこ
ともあり得る。したがって、本発明は、そのような菌類に由来する殺虫性効力を有し、ま
たは昆虫病原性糸状菌（もしくは他の昆虫病原体）の増殖を持続させるもしくは促進する
ことができ、そのため多種多様な環境条件下で、そのような昆虫病原体が活発に増殖する
手助けとなり得る、または両方である薬剤を特定し調製する明白な利点があることを認識
する。
【０１４１】
　前述の菌類の分離株は、好都合なことに、例えば、植物類、それらの周囲から、および
前述の植物類の病原体を含む環境から採取し得る。特定の実施形態において、前述の菌類
の分離株は、標的昆虫から、または前述の菌類を含む生物農薬または前述の菌類を含む組
成物がその後に適用される植物種（もしくは周囲）から採取し得る。
【０１４２】
　異なる温度を含む異なる条件下で、および異なる培地または他の基質上で前述の菌類の
増殖を決定する方法は、当技術分野で周知である。同様に、本発明の脂質の菌類の増殖へ
のプラス影響、例えば、脂質（単数または複数の）の非存在下で認められるそれと比較し
て、前述の脂質（単数または複数の）の存在下で前述の菌類の毒性または殺虫性効力の増
大を決定する方法も、当技術分野で周知である。種々の温度で、または種々の植物類、環
境、もしくは標的生物上での菌類の増殖に影響を与える本発明の脂質の能力を決定する方
法例を本明細書に記述する。
【０１４３】
　昆虫病原性効力は、生物農薬としての用途に適しているとみなされる分離株に対する主
要な必要条件であるのだが、菌類の分離株は生物農薬としての用途に適しているさらなる
特徴を有し得る。
【０１４４】
　例えば、菌類は、最終的に、生物農薬として効果的な形態および濃度で標的植物または
その周囲に適用されることを可能にするために、適切な期間にわたり効果的な形態で貯蔵
されることが可能でなければならない。
【０１４５】
　生物的防除剤として使用するのに適するために、植物またはその周辺環境へ適用される
場合、真菌はまた、感染の閾値に達成することが可能である。本明細書で使用されるよう
に、感染の閾値は、その後に昆虫病原性を有するように、標的植物またはその周辺環境へ
真菌を根付かせるために必要な真菌の濃度を指す。理解されるように、感染閾値を達成す
るために、真菌のいくつかの分離株は、非現実的または実行不可能となるような高い割合
での適用が必要な場合がある。さらに、いくつかの真菌分離株は、それらが適用される濃
度または割合に関係なく、感染の閾値を達成できない可能性がある。ヘクタール当たり、
１０10以上の胞子の割合で適用された場合、または、前記組成物が約１ｋｇ／１０００Ｌ
／ヘクタールの割合で適用されたときに、ミリグラムの組成物当たり、１０7胞子以上の
濃度で適用された場合、適切な昆虫病原性真菌は、感染閾値を達成することができる。
【０１４６】
　感染の閾値を決定する方法は、当該技術分野で知られており、そのような方法の例は、
本明細書中に提示されている。特定の実施形態において、例えば、標的植物、その周辺環
境および／または前記植物の病原体から得られた一つ以上のサンプルの分析、ならびに、
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前記サンプル上もしくは中における真菌の存在もしくは量の決定、ならびに／または、前
記植物の病原体上もしくは中における真菌の存在もしくは量の決定、ならびに、前記サン
プル上もしくは中における真菌の存在もしくは量の決定により、感染閾値を、直接的に決
定することができる。他の実施形態において、例えば、植物の上または植物の周囲の植物
病原性昆虫の個体群の減少などの、ある場所での一つ以上の昆虫の個体群の減少を観察す
ることによって、直接的に決定することができる。そのような方法の組み合わせもまた想
定されている。
【０１４７】
　Ｂｅａｕｖｅｒｉａ　ｂａｓｓｉａｎａは、例えば、バッタ、アブラムシ、アザミウマ
、ガおよびいくつかの他の種を含む、未成熟虫および成虫の両方を攻撃する、土壌生まれ
の真菌である。典型的には、Ｂ．ｂａｓｓｉａｎａは、アブラムシ、穿孔虫およびアザミ
ウマなどの昆虫死体から単離することができ、また、土壌からも単離することができる。
代表的な殺虫性Ｂｅａｕｖｅｒｉａ　ｂａｓｓｉａｎａ株Ｋ４Ｂ３を、本発明の特定の実
施形態において使用することができ、特許手続きの目的のためのブダペスト条約に従って
、２００８年１０月１４日に、オーストラリア、ニューサウスウェールズ、Ｐｙｍｂｌｅ
、１スアキンストリートの、オーストラリア国立計測研究所（ＮＭＩＡ、以前のオースト
ラリア政府分析研究所（ＡＧＡＬ））へ寄託した。分離株は、寄託番号Ｖ０８／０２５８
５５を付与された。
【０１４８】
　したがって、一態様において、本発明は、繁殖可能な形態および量のＢ．ｂａｓｓｉａ
ｎａ株Ｋ４Ｂ３、ＮＭＩＡ番号Ｖ０８／０２５８５５、または、株Ｋ４Ｂ３、ＮＭＩＡ番
号Ｖ０８／０２５８５５の識別特性を有するＢｅａｕｖｅｒｉａとともに、本発明の１種
以上の脂質または、それらをコードする一つ以上のポリヌクレオチドへの依存を含む、方
法および組成物を提供する。
【０１４９】
　Ｂ．ｂａｓｓｉａｎａ株Ｋ４Ｂ３は、特に効果的な生物的防除剤であり、断続性の湿潤
期間、乾燥期間を生存することおよびコロニー形成が可能であり、野外でのアブラムシ、
ケムシ、コナジラミ、ガ、ミツバチヘギイタダニ、セミ、およびアザミウマなどを含むが
それらに限定されない、植物病原虫の無能力化および死滅が可能である。
【０１５０】
　本発明の他の実施形態において、本明細書で同定された１種以上の脂質を含む組成物を
調製するために、Ｂ．ｂａｓｓｉａｎａＫ４Ｂ３を使用することができる。
【０１５１】
　一実施形態において、方法は、少なくとも１種の脂質の産生に適した条件下で、Ｂｅａ
ｕｖｅｒｉａ　ｂａｓｓｉａｎａＫ４Ｂ３　Ｖ０８／０２５８５５の培養を維持すること
、および、Ｂｅａｕｖｅｒｉａ　ｂａｓｓｉａｎａＫ４Ｂ３　Ｖ０８／０２５８５５から
少なくとも１種の脂質を分離することを含む。
【０１５２】
　一実施形態において、組成物は、本明細書中に記載の２種以上の脂質を含む。注目すべ
きことに、これらの脂質のいずれも、ｂｅａｕｖｅｒｉｃｉｎおよびｂａｓｓｉａｎｏｌ
ｉｄｅなどの、Ｂｅａｕｖｅｒｉａについての既知の殺虫剤に、有意な同一性または相当
性を有していない。一実施形態において、組成物は、本明細書に記載の２種以上の脂質を
含む、相乗的組成物である。
【０１５３】
　別の実施形態において、組成物は、さらに、約１ｍｇＬ-1未満のｂｅａｕｖｅｒｉｃｉ
ｎ、約０．５ｍｇＬ-1未満のｂｅａｕｖｅｒｉｃｉｎ、約０．１ｍｇＬ-1未満のｂｅａｕ
ｖｅｒｉｃｉｎ、約０．０５ｍｇＬ-1未満のｂｅａｕｖｅｒｉｃｉｎ、約０．０１ｍｇＬ
-1未満のｂｅａｕｖｅｒｉｃｉｎ、約０．００５ｍｇＬ-1未満のｂｅａｕｖｅｒｉｃｉｎ
、約０．００１ｍｇＬ-1未満のｂｅａｕｖｅｒｉｃｉｎ、約０．０００５ｍｇＬ-1未満の
ｂｅａｕｖｅｒｉｃｉｎ、または、約０．０００１ｍｇＬ-1未満のｂｅａｕｖｅｒｉｃｉ



(30) JP 2014-526239 A 2014.10.6

10

20

30

40

50

ｎを含む。
【０１５４】
　例えば、組成物は、さらに、約１ｍｇＬ-1未満のｂｅａｕｖｅｒｉｃｉｎ－Ｆ、約０．
５ｍｇＬ-1未満のｂｅａｕｖｅｒｉｃｉｎ－Ｆ、約０．１ｍｇＬ-1未満のｂｅａｕｖｅｒ
ｉｃｉｎ－Ｆ、約０．０５ｍｇＬ-1未満のｂｅａｕｖｅｒｉｃｉｎ－Ｆ、約０．０１ｍｇ
Ｌ-1未満のｂｅａｕｖｅｒｉｃｉｎ－Ｆ、約０．００５ｍｇＬ-1未満のｂｅａｕｖｅｒｉ
ｃｉｎ－Ｆ、約０．００１ｍｇＬ-1未満のｂｅａｕｖｅｒｉｃｉｎ－Ｆ、約０．０００５
ｍｇＬ-1未満のｂｅａｕｖｅｒｉｃｉｎ－Ｆ、または、約０．０００１ｍｇＬ-1未満のｂ
ｅａｕｖｅｒｉｃｉｎ－Ｆを含む。
【０１５５】
　別の実施形態において、組成物は、さらに、約１ｍｇＬ-1未満のｂａｓｓｉａｎｏｌｉ
ｄｅ、約０．５ｍｇＬ-1０未満のｂａｓｓｉａｎｏｌｉｄｅ、約０．１ｍｇＬ-1未満のｂ
ａｓｓｉａｎｏｌｉｄｅ、約０．０５ｍｇＬ-1未満のｂａｓｓｉａｎｏｌｉｄｅ、約０．
０１ｍｇＬ-1未満のｂａｓｓｉａｎｏｌｉｄｅ、約０．００５ｍｇＬ-1未満のｂａｓｓｉ
ａｎｏｌｉｄｅ、約０．００１ｍｇＬ-1未満のｂａｓｓｉａｎｏｌｉｄｅ、約０．０００
５ｍｇＬ-1未満のｂａｓｓｉａｎｏｌｉｄｅ、または、約０．０００１ｍｇＬ-1未満のｂ
ａｓｓｉａｎｏｌｉｄｅを含む。
【０１５６】
　各種実施形態において、組成物は、ｂｅａｕｖｅｒｉｃｉｎ－Ａ、ｂｅａｕｖｅｒｉｃ
ｉｎ－Ｄ、ｂｅａｕｖｅｒｉｃｉｎ－Ｅもしくはｂｅａｕｖｅｒｉｃｉｎ－Ｆなどの一つ
以上のｂｅａｕｖｅｒｉｃｉｎとともに、または、一つ以上のｂａｓｓｉａｎｏｌｉｄｅ
もしくはそれらの任意の組み合わせとともに、本明細書に記載の１種以上の脂質を含む、
相乗的組成物である。
【０１５７】
　例えば、組成物は、さらに、約０．１ｍｇＬ-1よりも多いｂｅａｕｖｅｒｉｃｉｎ、約
０．５ｍｇＬ-1よりも多いｂｅａｕｖｅｒｉｃｉｎ、約１ｍｇＬ-1よりも多いｂｅａｕｖ
ｅｒｉｃｉｎ、約５ｍｇＬ-1よりも多いｂｅａｕｖｅｒｉｃｉｎ、約１０ｍｇＬ-1よりも
多いｂｅａｕｖｅｒｉｃｉｎ、約５０ｍｇＬ-1よりも多いｂｅａｕｖｅｒｉｃｉｎ、また
は、約１００ｍｇＬ-1よりも多いｂｅａｕｖｅｒｉｃｉｎを含む。
【０１５８】
　別の実施例において、組成物は、さらに、約０．１ｍｇＬ-1よりも多いｂａｓｓｉａｎ
ｏｌｉｄｅ、約０．５ｍｇＬ-1よりも多いｂａｓｓｉａｎｏｌｉｄｅ、約１ｍｇＬ-1より
も多いｂａｓｓｉａｎｏｌｉｄｅ、約５ｍｇＬ-1よりも多いｂａｓｓｉａｎｏｌｉｄｅ、
約１０ｍｇＬ-1よりも多いｂａｓｓｉａｎｏｌｉｄｅ、約５０ｍｇＬ-1よりも多いｂａｓ
ｓｉａｎｏｌｉｄｅ、または、約１００ｍｇＬ-1よりも多いｂａｓｓｉａｎｏｌｉｄｅを
含む。
【０１５９】
　別の実施形態において、組成物は、ｂｅａｕｖｅｒｉｃｉｎ－Ａ、ｂｅａｕｖｅｒｉｃ
ｉｎ－Ｄ、ｂｅａｕｖｅｒｉｃｉｎ－Ｅもしくはｂｅａｕｖｅｒｉｃｉｎ－Ｆなどの一つ
以上のｂｅａｕｖｅｒｉｃｉｎとともに、または、一つ以上のｂａｓｓｉａｎｏｌｉｄｅ
もしくはそれらの任意の組み合わせとともに、本明細書に記載の１種以上の脂質および、
本明細書に記載の１種以上の昆虫病原性真菌を含む、相乗的組成物である。
【０１６０】
　さらなる実施形態において、組成物は、本明細書に記載の１種以上の脂質および、本明
細書に記載の１種以上の昆虫病原性真菌を含む、相乗的組成物である。
【０１６１】
　本発明のＢｅａｕｖｅｒｉａ　ｂａｓｓｉａｎａ株Ｋ４Ｂ３を、単独で、または、本明
細書に記載の他の昆虫病原性真菌と組み合わせて使用することができる。他の昆虫病原性
真菌の例は、以下により詳細に記載されている。
【０１６２】
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　Ｂｅａｕｖｅｒｉａ　ｂａｓｓｉａｎａ株Ｋ４Ｂ１を、ニュージーランド、ボンベイの
松林内の穿孔虫の幼虫から単離した。このＢ．ｂａｓｓｉａｎａ分離株は、特許手続きの
目的のためのブダペスト条約に従って、２００５年３月１６日に、オーストラリア、ニュ
ーサウスウェールズ、Ｐｙｍｂｌｅ、１スアキンストリートの、オーストラリア国立計測
研究所（ＮＭＩＡ、以前のオーストラリア政府分析研究所）へ寄託した。分離株は、寄託
番号ＮＭ０５／４４５９５を付与された。
【０１６３】
　Ｂｅａｕｖｅｒｉａ　ｂａｓｓｉａｎａ分離株Ｋ４Ｂ１は、アザミウマ成体のプリファ
レンスを示し、また、アザミウマの幼体およびサナギ、アブラムシならびにコナジラミに
対して病原性である。Ｋ４Ｂ１の分生子は、クリーム状の凝集を形成している。
【０１６４】
　Ｂｅａｕｖｅｒｉａ　ｂａｓｓｉａｎａ分離株Ｋ４Ｂ２を、ニュージーランドのＡｋａ
　Ａｋａ　ｆｌａｔｓにおいて、ヒマワリ上の鱗翅目の芋虫から分離した。このＢ．ｂａ
ｓｓｉａｎａ分離株は、特許手続きの目的のためのブダペスト条約に従って、２００６年
３月３日に、オーストラリア国立計測研究所へ寄託した。分離株は、寄託番号ＮＭ０６／
０００１０を付与された。
【０１６５】
　Ｂｅａｕｖｅｒｉａ　ｂａｓｓｉａｎａ分離株Ｋ４Ｂ２は、大豆尺取虫芋虫およびコナ
ジラミおよびヨトウムシの芋虫を含む、芋虫のプリファレンスを示す。この分離株はまた
、アザミウマの幼体、成体およびサナギ、アブラムシならびにコナジラミに対して病原性
である。Ｋ４Ｂ２の分生子は、黄色の粉末状の凝集を形成する。
【０１６６】
　ＮＭＩＡ番号Ｖ０８／０２５８５５、ＮＭＩＡ番号ＮＭ０５／４４５９５、ＮＭＩＡ番
号ＮＭ０６／０００１０および他の適切なＢ．ｂａｓｓｉａｎａ分離株を、本発明の１種
以上の脂質またはそれらの機能的変異体もしくは断片と組み合わせて、使用することがで
き、特に効果的な生物的防除剤であり、断続性の湿潤期間、乾燥期間を生存することおよ
びコロニー形成が可能であり、野外でのアブラムシ、ケムシ、コナジラミ、ガ、ミツバチ
ヘギイタダニ、セミ、およびアザミウマなどを含むがそれらに限定されない、植物病原虫
の無能力化および死滅が可能である。Ｂ．ｂａｓｓｉａｎａのこれらの分離株によるコナ
ジラミ、アザミウマおよびアブラゼミの死滅の程度は、一般的には、上記の一般的に使用
される殺虫剤と同じ程度によい。これらの殺虫剤への抵抗が発達され、これらのおよび他
の場合において、Ｂ．ｂａｓｓｉａｎａ分離株を含む組成物またはＢ．ｂａｓｓｉａｎａ
分離株を利用する方法は、昆虫制御のための効果的な代替手段を提供する。Ｂ．ｂａｓｓ
ｉａｎａにより誘発された、植物病原性の任意の観察の欠如と相まって、植物病害の制御
における、この強力な活性は、これらの種の分離株が、生物的防除剤として使用するため
の望ましい属性を有することを示している。
【０１６７】
　Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ種は、これまでには、いかなる殺虫活性も、殺虫効果も認めら
れていない。Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ培養物は、通常、２５～３０℃で増殖するが、３５
℃では増殖しない。コロニーは、コーンミールデキストロース寒天（ＣＭＤ）などの培地
または、ポテトデキストロース寒天（ＰＤＡ）などのｗｈｉｔｅ　ｏｎ　ｒｉｃｈｅｒ培
地で、最初は透明である。菌糸体は、通常、ＣＭＤ上では明らかではなく、分生子は、通
常、コンパクトに一週間以内に形成し、または、緑色もしくは黄色もしくはそれほど頻繁
ではないが白色の濃淡で、緩い房を形成する。黄色の顔料は、寒天、特にＰＤＡ中へ分泌
されることがある。いくつかの種は、特徴的な甘い匂いまたは「ココナッツ」の匂いを産
生する。
【０１６８】
　分生子柄は、高度に分岐しており、したがって、画定または測定することが困難であり
、緩くまたはコンパクトに房状であり、多くの場合、僅かな気中菌糸に沿って明確な同心
円状に形成されるまたは位置する。分生子柄の主枝は、先端から離れた最も長い枝が対に
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なっていても対になっていなくてもよい横側枝を産生し、多くの場合、先端近くの主軸か
ら直接的に生じるフィアライドを産生する。枝は、再分枝することがあり、多くの場合、
対になった第二の分枝を有し、最も長い第二の分枝は、主軸に最も近い。全ての第一の分
枝および第二の分枝は、主軸に対して、９０°でまたはその近くで生じる。対になった分
枝を有する典型的なＴｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ分生子柄は、ピラミッド型の側面を想定して
いる。通常、分生子柄は、一つまたは少数のフィアライドで終わっている。いくつかの種
（例えば、Ｔ．ｐｏｌｙｓｐｏｒｕｍ）において、主枝は、長く、単純または分岐した、
フック状、直線状または波状、隔膜のある、壁の薄い、無菌または末端が肥沃な延長部に
より、終わっている。主軸は、フィアライドの基部と同じ幅であってもよく、または、そ
れははるかに広くてもよい。
【０１６９】
　フィアライドは、一般的に中央が拡大されているが、円筒形またはほぼ亜球体であって
もよい。フィアライドは、渦巻き状の他の部について、９０°の角度で渦巻きに保持され
ていてもよく、または、それらは、多様に毛筆状（グリオクラディウムのように）であっ
てもよい。フィアライドは、広い主軸上で高密度にクラスタ化することが可能である（例
えば、Ｔ．ｐｏｌｙｓｐｏｒｕｍ、Ｔ．ｈａｍａｔｕｍ）または、それらは、単生であり
得る（例えば、Ｔ．ｌｏｎｇｉｂｒａｃｈｉａｔｕｍ）。
【０１７０】
　分生子は、一般的に乾燥しているようであるが、いくつかの種では、それらは、透明な
緑色または黄色の液体の滴に保持することができる（例えば、Ｔ．ｖｉｒｅｎｓ、Ｔ．ｆ
ｌａｖｏｆｕｓｃｕｍ）。ほとんどの種の分生子は、楕円形であり、３～５×２～４μｍ
（Ｌ／Ｗ＝＞１．３）、球形の分生子（Ｌ／Ｗ＜１．３）は、稀である。分生子は、一般
的に滑らかであるが、結節があり、細かいイボのある分生子が、いくつかの種において知
られている。
【０１７１】
　シンアナモルフは、典型的なトリコデルマ膿疱も有するいくつかの種により形成されて
いる。シンアナモルフは、フィアライド的に分岐しており、各フィアライドの先端の透明
な緑色の液体の滴において分生子を産生する、それらの孤立性の分生子柄により認識され
ている。
【０１７２】
　厚膜胞子は、全ての種により産生され得るが、１０日以内に２０℃で、ＣＭＤ上に全て
の種が厚膜胞子を産生するわけではない。厚膜胞子は、典型的には単細胞亜球状であり、
短い菌糸で終了し、それらはまた、菌糸細胞内で形成され得る。いくつかの種の厚膜胞子
は、多細胞である（例えば、Ｔ．ｓｔｒｏｍａｔｉｃｕｍ）。
【０１７３】
　Ｌｅｃａｎｉｃｉｌｌｉｕｍ　ｍｕｓｃａｒｉｕｍは、同翅目昆虫および他の節足動物
のグループを含む、広い宿主範囲を有する、昆虫病原糸状菌である。Ｌ．ｍｕｓｃａｒｉ
ｕｍは、種複合体と考えられており、様々な形態学滴特徴および生化学的特徴の分離株を
含む。一般的に、Ｌ．ｍｕｓｃａｒｉｕｍは、アブラムシ、アザミウマ、コナジラミおよ
びコナカイガラムシなどの、昆虫の死体から単離することができ、また、土壌からも単離
することができる。
【０１７４】
　Ｌｅｃａｎｉｃｉｌｌｉｕｍ　ｍｕｓｃａｒｉｕｍ株Ｋ４Ｖ１を、ニュージーランド、
プケコヘの温室トマトの収穫物中のコナジラミから単離した。このＬ．ｍｕｓｃａｒｉｕ
ｍ単離株を、特許手続きの目的のためのブダペスト条約に従って、２００５年３月１６日
に、オーストラリア国立計測研究所へ寄託した。分離株は、寄託番号ＮＭ０５／４４５９
３を付与された。
【０１７５】
　Ｋ４Ｖ１は、追加の識別特性－コナジラミスケールで、６０％分生子１．０×１．０ミ
クロン、アザミウマ幼体（幼虫）で３０％分生子２．０×１．０ミクロン、アザミウマの
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サナギで１０％分生子２．５×１．３ミクロンを有する。菌糸の葉状体の下側はまばらに
シワになっており、菌糸の葉状体は、非常に簡単に寒天から取り除かれる。
【０１７６】
　Ｌ．ｍｕｓｃａｒｉｕｍ株Ｋ４Ｖ２を、ニュージーランド、Ｒｕａｋａｋａにおいて、
キュウリの温室中のコナジラミから単離した。このＬ．ｍｕｓｃａｒｉｕｍ単離株を、特
許手続きの目的のためのブダペスト条約に従って、２００５年３月１６日に、オーストラ
リア国立計測研究所へ寄託した。分離株は、寄託番号ＮＭ０５／４４５９４を付与された
。
【０１７７】
　Ｋ４Ｖ２は、追加の識別特性－５０％分生子２．０×１．５μｍ、３０％分生子２．０
×１．０μｍ、２０％分生子１．０×１．０μｍを有し、アブラムシに対して病原性の芽
胞子でありながら、コナジラミ成虫に対して病原性である。菌糸の葉状体の下側は、短い
間隔でシワになっており、菌糸の葉状体は、寒天表面から取り除くのが困難である。
【０１７８】
　Ｌ．ｍｕｓｃａｒｉｕｍ株Ｋ４Ｖ４を、屋外の有機コダチトマト作物由来の単離株から
単離した。このＬ．ｍｕｓｃａｒｉｕｍ単離株を、特許手続きの目的のためのブダペスト
条約に従って、２００６年３月３日に、オーストラリア国立計測研究所へ寄託した。分離
株は、寄託番号ＮＭ０６／００００７を付与された。
【０１７９】
　Ｋ４Ｖ４は、追加の識別特性－５０％分生子１．０×０．５μｍを有し、コナジラミス
ケールおよびコナジラミ成体へ病原性であり、低湿度（６５～７５％）、高温２８～３２
°で非常に活動的である。一般的に、ｖ．１＞７５％。５０％成体子０．５×０．５μｍ
。菌糸の葉状体の下側は、まばらにシワであり、菌糸の葉状体は、培地中において、明る
いオレンジ色の顔料へカスタードの黄色を拡散させる。
【０１８０】
　ＮＭＩＡ番号ＮＭ０５／４４５９３、ＮＭＩＡ番号ＮＭ０５／４４５９４、ＮＭＩＡ番
号ＮＭ０６／００００７および他のＬ．ｍｕｓｃａｒｉｕｍの適切な分離株を、本発明の
１種以上の脂質または機能的変異体と組み合わせて用いることができ、特に効果的な生物
学的防除剤であり、断続性の湿潤期間、乾燥期間を生存することおよびコロニー形成が可
能であり、野外でのアブラムシ、ケムシ、コナジラミ、ガ、ミツバチヘギイタダニ、セミ
、およびアザミウマなどを含むがそれらに限定されない、植物病原虫の無能力化および死
滅が可能である。
【０１８１】
　Ｌｅｃａｎｉｃｉｌｌｉｕｍ　ｌｏｎｇｉｓｐｏｒｕｍは、特にアブラムシに対して病
原性である、昆虫病原性糸状菌である。Ｌｅｃａｎｉｃｉｌｌｉｕｍ　ｌｏｎｇｉｓｐｏ
ｒｕｍ株ＫＴ４Ｌ１を、ニュージーランド、オークランド、フランクリンの大麦若葉のバ
ンカープラント中のアブラムシから単離した。このＬ．ｌｏｎｇｉｓｐｏｒｕｍ単離株を
、特許手続きの目的のためのブダペスト条約に従って、２００６年３月３日に、オースト
ラリア国立計測研究所へ寄託した。分離株は、寄託番号ＮＭ０６／００００９を付与され
た。
【０１８２】
　単離株ＫＴ４Ｌ１は、１００％分生子６．０×２．１μｍという特性を有する。菌糸の
葉状体は、オフホワイトから黄色であり、一貫して粒粒として記述することが可能であっ
た、非常に粗く増殖している。菌糸の葉状体は、寒天中へ明るい赤茶色を拡散する。
【０１８３】
　ＮＭＩＡ番号ＮＭ０６／００００９および、Ｌ．ｌｏｎｇｉｓｐｏｒｕｍの他の適切な
単離株を、本発明の１種以上の脂質または機能的変異体と組み合わせて使用することがで
き、特に効果的な生物的防除剤であり、断続性の湿潤期間、乾燥期間を生存することおよ
びコロニー形成が可能であり、野外でのアブラムシなどの植物病原虫の無能力化および死
滅が可能である。
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【０１８４】
　Ｐａｅｃｉｌｏｍｙｃｅｓ　ｆｕｍｏｓｏｒｏｓｅｕｓは、感染した昆虫および死んだ
昆虫の中、ならびに、いくつかの土壌中で見つけられた昆虫病原性真菌である。Ｐ．ｆｕ
ｍｏｓｏｒｏｓｅｕｓは、通常、コナジラミ、アザミウマ、アブラムシおよびケムシに感
染する。
【０１８５】
　Ｐａｅｃｉｌｏｍｙｃｅｓ　ｆｕｍｏｓｏｒｏｓｅｕｓのＫ４Ｐ１株を、ニュージーラ
ンド、ランシマンにおけるキャベツの上に存在する、ダイヤモンドバック蛾の芋虫から単
離した。このＰ．ｆｕｍｏｓｏｒｏｓｅｕｓ単離株を、特許手続きの目的のためのブダペ
スト条約に従って、２００６年３月３日に、オーストラリア国立計測研究所へ寄託した。
分離株は、寄託番号ＮＭ０６／００００８を付与された。
【０１８６】
　ＮＭＩＡ番号ＮＭ０６／００００８および他の適切なＰ．ｆｕｍｏｓｏｒｏｓｅｕｓ分
離株を、本発明の１種以上の脂質または機能的変異体と組み合わせて使用することができ
、特に効果的な生物的防除剤であり、断続性の湿潤期間、乾燥期間を生存することおよび
コロニー形成が可能であり、コナジラミ、ミツバチヘギイタダニおよび野外の鱗翅目の芋
虫などを含むがそれらに限定されない、植物病原虫の無能力化および死滅が可能である。
【０１８７】
　上述のように、多くの昆虫は、多数の殺虫剤に対する耐性を発達させ、これらの例およ
び他の例において、必要に応じて上述したような一つ以上の真菌分離株を含むまたはそれ
らと一緒に投与した本発明の組成物は、昆虫制御のための効果的な代替手段を提供する。
哺乳類の任意の観察の欠如またはこれらの薬剤により誘発される植物病原性と相まって、
ヒトまたは植物病害を引き起こすものなどの、昆虫の制御におけるこの強力な活性は、こ
れらの種の真菌分離株が存在する場合、本発明の脂質は、生物的防除剤として使用するた
めの望ましい属性を有することを実証している。
【０１８８】
　本発明は、１種以上の昆虫病原性真菌および少なくとも１種の担体とともに、本発明の
１種以上の脂質またはそれらの機能的変異体を含む組成物を提供する。
【０１８９】
　組成物は、昆虫病原性真菌の複数の株を含み得、特定の実施形態において、多数の植物
病原性種または、多数の異なる発生段階の単一の植物病原体または、実際に同じものの組
み合わせを標的とするために、複数の株を利用することができる。例えば、植物病原性昆
虫の成体は、別の真菌株を標的とすることができながら、複数の形態の植物病原性昆虫は
、一つの真菌株を標的とすることができ、両方の株は、本発明の組成物に含まれる。他の
実施形態において、三株以下が好ましく、しばしば、単一の株が好ましい。
【０１９０】
　適切には、組成物は、Ｌｅｃａｎｉｃｉｌｌｉｕｍ　ｍｕｓｃａｒｉｕｍ株Ｋ４Ｖ１（
ＮＭＩＡ受託番号ＮＭ０５／４４５９３）またはその識別特性を有する株、Ｌｅｃａｎｉ
ｃｉｌｌｉｕｍ　ｍｕｓｃａｒｉｕｍ株Ｋ４Ｖ２（ＮＭＩＡ受託番号ＮＭ０５／４４５９
４）またはその識別特性を有する株、Ｌｅｃａｎｉｃｉｌｌｉｕｍ　ｍｕｓｃａｒｉｕｍ
株Ｋ４Ｖ４（ＮＭＩＡ受託番号ＮＭ０６／００００７）またはその識別特性を有する株、
Ｂｅａｕｖｅｒｉａ　ｂａｓｓｉａｎａ株Ｋ４Ｂ１（ＮＭＩＡ受託番号ＮＭ０５／４４５
９５）またはその識別特性を有する株、Ｂｅａｕｖｅｒｉａ　ｂａｓｓｉａｎａ株Ｋ４Ｂ
２（ＮＭＩＡ受託番号ＮＭ０６／０００１０）またはその識別特性を有する株、Ｌｅｃａ
ｎｉｃｉｌｌｉｕｍ　ｌｏｎｇｉｓｐｏｒｕｍ株ＫＴ４Ｌ１（ＮＭＩＡ受託番号ＮＭ０６
／００００９）またはその識別特性を有する株、Ｐａｅｃｉｌｏｍｙｃｅｓ　ｆｕｍｏｓ
ｏｒｏｓｅｕｓ株Ｋ４Ｐ１（ＮＭＩＡ受託番号ＮＭ０６／００００８）またはその識別特
性を有する株から成る群から選択された真菌を含む。
【０１９１】
　特に意図されているものは、本発明の１種以上の脂質またはそれらの機能的変異体およ
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びＬｅｃａｎｉｃｉｌｌｉｕｍ　ｍｕｓｃａｒｉｕｍ株Ｋ４Ｖ１（ＮＭ０５／４４５９３
）またはその識別特性を有する株を含む組成物、本発明の１種以上の脂質またはその機能
的変異体およびＬｅｃａｎｉｃｉｌｌｉｕｍ　ｍｕｓｃａｒｉｕｍ株Ｋ４Ｖ２（ＮＭ０５
／４４５９４）またはその識別特性を有する株を含む組成物、ならびに、本発明の１種以
上の脂質またはその機能的変異体およびＬｅｃａｎｉｃｉｌｌｉｕｍ　ｍｕｓｃａｒｉｕ
ｍ株Ｋ４Ｖ１（ＮＭ０５／４４５９３）またはその識別特性を有する株の両方を含む組成
物、本発明の１種以上の脂質またはその機能的変異体およびＬｅｃａｎｉｃｉｌｌｉｕｍ
　ｍｕｓｃａｒｉｕｍ株Ｋ４Ｖ２（ＮＭ０５／４４５９４）またはその識別特性を有する
株を含む組成物である。
【０１９２】
　殺虫性または抗病原性真菌を含む組成物の例は、当該技術分野でよく知られており、例
えば、Ｍｙｃｏｔｅｃｈ　ＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎによるＰＣＴ／ＵＳ９４／１１５４２
（ＷＯ９５／１０５９７として公開）、農務長官に代表される米国によるＰＣＴ／ＵＳ２
００２／０３７２１８（ＷＯ２００３／０４３４１７）、ＭｃＣａｂｅらによる米国特許
第４，５３０，８３４号、Ｗｒｉｇｈｔらによる米国特許出願第１０／６５７，９８２号
（米国特許第２００４／００４７８４１号として公開）、およびＰＣＴ／ＮＺ２００９／
０００２１７号（ＷＯ２０１０／０４４６８０として公開）に記載のものを含み、それぞ
れは、その全体が、参照により本明細書中に組み込まれる。
【０１９３】
　例えば、植物またはその周囲環境へ適用するのに適するためには、前記少なくとも１種
の担体は、農業的に許容可能な担体であり、より好ましくは、フィラー刺激剤、固結防止
剤、湿潤剤、乳化剤および酸化防止剤から成る群から選択され、より好ましくは、前記組
成物は、少なくとも一つのそれぞれの、フィラー刺激剤、固結防止剤、湿潤剤、乳化剤、
酸化防止剤を含む。好ましくは、前記フィラー刺激剤は、例えば、ショ糖、果糖、グルコ
ースまたはデキストロースを含む二糖類などの炭水化物源であり、前記固結防止剤は、タ
ルク、二酸化ケイ素、ケイ酸カルシウムまたはケラン粘土から選択され、前記湿潤剤はス
キムミルク粉末であり、前記乳化剤は、レシチンなどの大豆ベースの乳化剤またはモニジ
グリセリドなどの植物性乳化剤であり、前記酸化防止剤は、グルタミン酸ナトリウムまた
はクエン酸である。しかしながら、当該技術分野で周知の他の例は、置換されていてもよ
く、殺虫効力をサポートする組成物の能力を提供し、必要な場合は、真菌の生存能力が維
持されている。
【０１９４】
　好ましくは、前記組成物は生物的防除組成物である。生物的防除剤として効果的である
ことが要求される組成物中に存在する本発明の殺虫性脂質の濃度は、最終用途、植物の生
理的状態、種類（昆虫種を含む）、病原体感染の濃度および程度、温度、季節、湿度、生
育期ステージ、植物の年齢、適用される従来の殺虫剤または他の処理（殺真菌剤を含む）
の数および種類、ならびに、デリーフィングおよび剪定のような植物処理などの物理的処
理に応じて変更することができ、全ての組成物を処方する際に考慮することができる。
【０１９５】
殺虫剤組成物
脂質組成物および使用方法
　本発明者らは、本明細書に開示の脂質組成物は、例えば、畑作物、草、果物および野菜
、芝生、樹木および／または観葉植物への局所的および／または全体的適用のための、Ｂ
ＣＡ組成物としての、特定の有用性が見出される。あるいは、本明細書に開示された脂質
は、昆虫を殺すまたは昆虫の個体数を制御するための、噴霧、ダスト、粉末または、他の
水性の霧状エアロゾルとして、処方され得る。本明細書に開示された脂質組成物を、予防
的に用いることができる、または代わりに、標的昆虫が、処理される特定の環境において
同定された後に、環境へ投与することができる。脂質組成物は、個々の脂質を含み得るま
たは、本明細書に開示される様々な脂質の組み合わせを含み得る。
【０１９６】
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　適用方法にかかわらず、活性脂質成分（単数または複数）の量は、殺虫剤として有効な
量で適用され、例えば、制御されるべき特性の標的昆虫、特定の環境、場所、植物、穀物
または処理されるべき農業部位、環境条件ならびに、殺虫活性脂質組成物の適用の方法、
速度、濃度、安定性および量により変化する。製剤はまた、機構条件、環境への配慮およ
び／または適用の頻度および／または昆虫混入の重大度に対して変化し得る。
【０１９７】
　記載の組成物を、必要に応じて、所望の農業的に許容可能な担体を有する真菌細胞およ
び／または胞子懸濁液とともに、１種以上の脂質、その機能的変異体または機能的断片を
配合することにより、作成することができる。組成物を、凍結乾燥、フリーズドライ、乾
燥、または、生理食塩水もしくは他の緩衝液などの水性担体、媒体または適切な希釈剤中
で、適切な手段により、投与前に製剤化することができる。製剤化された組成物は、ダス
トもしくは顆粒材料、または、油（植物油または鉱物油）中の懸濁液、または、水もしく
は油／水エマルジョン、または質純正粉末、または、農業的用途に適した任意の他の担体
材料との組み合わせの形態であり得る。適切な農業用担体は、固体または液体とすること
ができ、当該技術分野において周知である。用語「農業的に許容可能な担体」は、通常、
殺虫剤製剤技術において使用される、全ての補助剤、不活性成分、分散剤、界面活性剤、
粘着付与剤、結合剤などをカバーし、これらは、当該殺虫剤製剤の当業者によく知られて
いる。例えば、従来の製剤技術を使用して、均一に、殺虫成分を適切な補助剤と混合、ブ
レンドおよび／または粉砕することによるなどの、様々な手段によって、製剤を一つ以上
の固体または液体の補助剤と混合し、調製することができる。
【０１９８】
　組成物は、一つ以上の真菌株を含み得、ひとつ以上の細菌種またはそれらの両方を含み
得る。典型的な細菌種は、Ｂ．ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉｓ、Ｂ．ｍｅｇａｔｅｒｉｕｍ
、Ｂ．ｓｕｂｔｉｌｉｓ、Ｂ．ｃｅｒｅｕｓ、Ｅ．ｃｏｌｉ、Ｓａｌｍｏｎｅｌｌａ　ｓ
ｐｐ．、Ａｇｒｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｓｐｐ．、またはＰｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ｓｐ
ｐ．などの細菌種を含む。
【０１９９】
油流動性懸濁液
　例示的な一実施形態において、生物殺虫組成物は、必要に応じて、本明細書に開示され
た一つ以上の新規のタンパク質を発言する一つ以上の真菌細胞を含む、一つ以上の真菌細
胞とともに、本発明の１種以上の脂質、その機能的変異体または機能的断片の油流動性懸
濁液を含む。
【０２００】
水分散性顆粒
　別の重要な例示的な実施形態において、生物殺虫剤組成物は、水分散性顆粒を含む。こ
の顆粒物は、必要に応じて、本明細書に開示の本発明の脂質を生成する一つ以上の真菌細
胞を含む、一つ以上の真菌細胞とともに、本発明の１種以上の脂質、その機能的変異体ま
たは機能的断片を含む。
【０２０１】
粉末、ダストおよび胞子製剤
　第三の重要な例示的な実施形態において、生物殺虫剤組成物は、水和剤、ダスト、胞子
製剤、細胞ペレットまたはコロイド濃縮物を含む。この粉末は、必要に応じて、本明細書
に開示の本発明の脂質を生成する一つ以上の真菌細胞を含む、一つ以上の真菌細胞ととも
に、本発明の１種以上の脂質、その機能的変異体または機能的断片を含む。そのような乾
燥形態の殺虫剤組成物を、湿潤時に直ちに溶解するように、または代わりに、制御放出、
持続放出または他の時間依存的な様式で溶解するように、製剤化することができる。その
ような組成物を、標的昆虫へ適用することができる、または、標的昆虫により摂取するこ
とができ、そのようにして、昆虫の数、または所与の環境における昆虫の蔓延を制御する
ために、使用することができる。
【０２０２】
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水性懸濁液および真菌細胞ろ液または溶解物
　第四の重要な例示的な実施形態において、生物殺虫剤組成物は、必要に応じて、本明細
書に開示される本発明の脂質を産生することができる、一つ以上の真菌細胞を含む一つ以
上の真菌細胞とともに、本発明の１種以上の脂質、それらの機能的変異体または機能的断
片の水性懸濁液を含む。そのような水性懸濁液を、適用前に希釈される濃縮ストック溶液
として、または代わりに、すぐに適用される希釈液として、提供することができる。
【０２０３】
　殺虫性組成物が、目的の脂質を産生する完全な細胞を含む場合、そのような細胞は、様
々な方法で製剤化することができる。それらを、無機鉱物（フィロシリケート、炭酸塩、
硫酸塩、リン酸塩など）または植物性材料（粉末のトウモロコシの穂軸、もみ殻、クルミ
の殻など）などの、様々な不活性物質と混合することにより、水和剤、顆粒またはダスト
として用いることができる。製剤は、スプレッダーステッカー補助剤、安定化剤、他の殺
虫性添加剤または界面活性剤を含んでもよい。液体製剤は、水性または非水性であっても
よく、発泡剤、懸濁剤、乳剤などとして用いることができる。成分は、レオロジー剤、界
面活性剤、乳化剤、分散剤またはポリマーを含み得る。
【０２０４】
　あるいは、新規の殺虫性脂質を、天然のまたはｉｎ　ｖｉｔｒｏでの組換え発現系によ
って調製することができ、その後のフィールドアプリケーションのために単離することが
できる。そのような脂質は、粗細胞溶解物、懸濁液、コロイドなどのいずれかであっても
よく、または代わりに、活性な殺生物製剤中で製剤する前に、精製され、洗練され、バッ
ファされおよび／または、さらに処理され得る。同様に、特定の状況下において、脂質を
産生する培養物から脂質または胞子を単離し、活性な生物殺虫剤組成物として、溶液、懸
濁液またはそのような脂質もしくは胞子のコロイド製剤を適用することが望ましい場合が
ある。
【０２０５】
多機能製剤
　特定の実施形態において、例えば、複数の昆虫手の制御が所望される場合、本明細書に
記載の殺虫製剤は、さらに、一つ以上の化学殺虫剤（化学殺虫剤、殺線虫剤、殺真菌剤、
殺ウイルス剤、殺菌剤、殺アメーバ剤、殺虫剤など）および／または、本明細書で同定し
た殺虫性脂質と同じもしくは異なる殺虫活性もしくは殺虫特異性を有する１種以上の脂質
を含んでいても良い。製剤の単一適用を伴う標的領域の長期投薬を可能にする、肥料、除
草剤、凍結防止剤、界面活性剤、洗剤、殺虫性石鹸、休眠油、ポリマーおよび／または持
続放出担体製剤もしくは生分解性担体製剤などの他の処理と併用して、殺虫性脂質を使用
することもできる。同様に、殺虫性製剤の標的昆虫による接触または摂取を可能にするた
めに、食用の「餌」または昆虫「罠」中へ製剤を調製することができる。
【０２０６】
　本発明の殺虫性組成物を、環境サイトへ単独で、連続的にもしくは同時適用で、または
、一つ以上の追加の殺虫剤、農薬、化学物質、肥料もしくは他の化合物と組み合わせて、
用いてもよい。
【０２０７】
真菌を含む組成物
　生物的防除剤として使用するために、組成物中に存在する場合、本発明の昆虫病原性真
菌を、繁殖可能な形態へする必要がある。本明細書中で使用される用語である繁殖可能は
、真菌の菌糸および胞子の形態を含む。例えば、ほとんどの目的のために、真菌株は、望
ましくは、胞子の形態（分生子または芽）で、組成物中へ組み込まれる。胞子は、本明細
書に記載の全ての真菌株から得ることが可能であり、公知の技術を用いて製造することが
できる。必要に応じて、本明細書に記載の真菌株から得られた一つ以上の胞子を含む、一
つ以上の真菌細胞とともに、本発明の１種以上の脂質、それらの機能的変異体または機能
的断片を含む本発明の組成物は、本発明のさらなる態様を形成する。組成物中の真菌の胞
子の濃度は、組成物が置かれる有用性に依存する。例示的な濃度範囲は、ｍＬ当たり、約
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１×１０6～１×１０12胞子、好ましくは、１×１０7～２×１０10、より好ましくは、ｍ
Ｌ当たり、１×１０7～１×１０8胞子である。
【０２０８】
　理論的には、一つの感染性単位は、宿主を感染させるために十分であるべきであるが、
実際の状況において、感染単位の最小数は、感染を開始するために必要とされる。定期的
に化学農薬とともに用いられる致死量（ＬＤ）の概念は、昆虫病原性活性のいくつかの要
素が、植物のコロニー形成または、昆虫病原性真菌によるその周辺環境に依存する、それ
らの微生物農薬は、不適切である。感染量（ＩＤ）または感染濃度（ＩＣ）の概念は、よ
り正確であるまたはより適切である。ＩＤまたはＩＣは、感染を開始するために必要とさ
れる感染単位の実際の数または死を引き起こすために病原体へ晒される感染単位の数を指
す。したがって、病原体に対する室外または温室中で適用される感染単位の数は、制御の
程度に影響を与える。外注の良好な制御を得るために、抗病原性真菌の所望の濃度を敵将
し、適切に配置し、適切なタイミングであることが重要であり；これは、「感染閾値」と
して知られている。
【０２０９】
　適用のために製剤化された組成物における真菌胞子の濃度は、例えば、貯蔵のために製
剤化された組成物と比較して、小さくてもよいことは明らかであろう。出願人らは、本明
細書に記載の昆虫病原性真菌を用いて、ヘクタール当たり約１Ｌの割合で適用された場合
、感染の閾値は、噴霧可能な溶液のｍＬ当たり約１０7胞子で生じることを実証した。し
たがって、一例において、適用のために製剤化された組成物は、好ましくは、ｍＬ当たり
少なくとも約１０7胞子の濃度を有する。別の例において、貯蔵のために製剤化された組
成物（例えば、適用に適した組成物へ製剤化することが可能な水和剤など）は、好ましく
は、グラム当たり約１０10胞子の濃度を有する。貯蔵および適用に適した組成物へのその
後製剤化のために製剤化された組成物の胞子濃度は、感染の閾値に到達するために適用す
ることができるように、前記適用のための組成物が十分な濃度になることができるために
、適切なものでなければならない。
【０２１０】
　特定の実施形態において、組成物は、約二週間以上、好ましくは約一ヶ月以上、約二ヶ
月以上、約三ヶ月以上、約四ヶ月以上、約五ヶ月以上、より好ましくは、約六ヶ月以上の
期間、殺虫剤の有効性（例えば、１種以上の脂質の有効性）を支持することができる、安
定な組成物である。本明細書に記載の昆虫病原性真菌などの、一つ以上の昆虫病原物質を
利用する実施形態における使用に適しているために、組成物は、好ましくは、約六ヶ月以
上の期間、昆虫病原物質または昆虫病原性効力の繁殖生存率を支持することができる。
【０２１１】
　当該技術分野でよく知られている従来の固体基質および液体発行技術を用いて、本発明
の殺虫性脂質を、生物的防除剤としての使用を可能にするために、十分な量で製造するこ
とができる。例えば、本発明の脂質（単数および複数）画分を、これらの増殖技術を用い
て十分な量で製造することができ、例示的な技術は、実施例において本明細書において提
示されている。増殖は、一般的に、生物の増殖のために適切な任意の温度で、好気性条件
下で行われる。例えば、Ｂ．ｂａｓｓｉａｎａについて、１０～３２℃、好ましくは２５
～３０℃、最も好ましくは２３℃の温度範囲が好ましい。増殖培地のｐＨは、弱酸性～中
性、すなわち、約５．０～７．０、最も好ましくは５．５である。２３℃でインキュベー
ションした場合、単離株が定常期に達するために十分なインキュベーション時間は、約２
１日間であり、通常の光周期で生じる。
【０２１２】
　選択された株からの胞子を、栄養素フィルム、深部培養、米基盤成長技術を用いて、フ
ィールドアプリケーションについてのバルクで、産生することができる。例えば、従来の
ろ過または沈降方法論（例えば、遠心分離）または、サイクロンシステムを用いた収穫乾
燥によるなど、当該技術分野で周知の方法によって、胞子を回収することができる。胞子
を、それらが、生殖的に生存し続ける限り、すぐに使用するまたは、０℃～６℃、好まし
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くは２℃で冷却して保存することができる。しかしながら、一般的には、本発明の組成物
中へ組み込まれていない場合には、収穫から２週間以内に使用することが好ましい。
【０２１３】
　同様に、必要な場合、一つ以上の細胞溶解工程（例えば、細胞内脂質について）を組み
合わせるか否かによらず（例えば、増殖培地中に分泌される脂質について）、ろ過または
沈降方法論（例えば、遠心分離）によるなど、当該技術分野で周知の方法により、Ｂ．ｂ
ａｓｓｉａｎａにより産生された１種以上の脂質を、Ｂ．ｂａｓｓｉａｎａＫ４Ｂ３から
単離することができる。
【０２１４】
　本発明の組成物はまた、一つ以上の担体、好ましくは、一つ以上の農業的に許容可能な
担体を含むことができる。一実施形態において、農業的に許容可能な担体などの担体は、
固体または液体とすることができる。本明細書において有用な担体は、典型的に、農業用
組成物を配合するために使用される任意の物質を含む。
【０２１５】
　一実施形態において、農業的に許容可能な担体は、充填剤、溶媒、賦形剤、界面活性剤
、懸濁化剤、スピーダー／ステッカー（接着剤）、消泡剤、分散剤、湿潤剤、ドリフト還
元剤、助剤、補助剤またはそれらの混合物から選択され得る。
【０２１６】
　本発明の組成物は、例えば、濃縮物、溶液、スプレー、エアロゾル、浸漬浴、ディップ
、エマルジョン、水和剤、可用性粉末、懸濁濃縮物、粉剤、粒剤、顆粒水和物、マイクロ
カプセル、ペースト、ゲルおよびその他のよく確立された手順による製剤の種類として、
処方され得る。
【０２１７】
　これらの手順は、活性成分と、例えば、充填剤、溶媒、賦形剤、界面活性剤、懸濁化剤
、スピーダー／ステッカー（接着剤）、消泡剤、分散剤、湿潤剤、ドリフト還元剤、助剤
および補助剤などの農業的に許容可能な担体物質との混合および／または粉砕を含む。
【０２１８】
　一実施形態において、固体担体は、例えば、ケイ酸、シリカゲル、ケイ酸塩、タルク、
カオリン、アタバルガスクレー、石灰石、石灰、チョーク、赤土、黄土、粘土、ドロマイ
ト、珪藻土、アルミナ硫酸カルシウム、硫酸マグネシウム、酸化マグネシウム、粉砕プラ
スチックなどの鉱物土、例えば硫酸アンモニウム、リン酸アンモニウム、硝酸アンモニウ
ムおよび尿素などの肥料、ならびに、例えば穀物粉、樹皮粉、木粉および堅果穀粉、セル
ロース粉末などの野菜製品などを含むが、それらに限定されない。以下の顆粒についての
固体担体が適している：方解石、大理石、軽石、海泡石およびドロマイトなどの粉砕した
天然岩または分画した天然岩；無機または有機粉などの合成顆粒；おがくず、ココナッツ
殻、トウモロコシの穂軸、トウモロコシの皮またはタバコの茎などの有機材料の顆粒、珪
藻土、リン酸三カルシウム、コルク粉または、吸収性カーボンブラック；水溶性ポリマー
、樹脂、ワックス；または固形肥料。そのような固体組成物は、所望の場合、固体である
ときには希釈剤としても機能し得る、一つ以上の互換性の湿潤剤、分散剤、乳化剤または
着色剤を含み得る。
【０２１９】
　一実施形態において、担体は、例えば、水；アルコール、特にブタノールまたはグリコ
ールおよびそれらのエーテルまたはエステル、特にメチルグリコールアセテート；ケトン
、特にアセトン、シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトンまた
はイソホロン；パラフィン系炭化水素または芳香族炭化水素、特にキシレンまたはアルキ
ルナフタレンなどの石油留分；鉱油または植物油；脂肪族塩素化炭化水素、特にトリクロ
ロエタンまたは塩化メチレン；芳香族塩素化炭化水素、特にクロロベンゼン；ジメチルホ
ルムアミド、ジメチルスルホキシドまたはＮ－メチルピロリドンなどの水溶性または強極
性溶媒；液化ガス；など、またはそれらの混合物などの、液体であってもよい。
【０２２０】
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　一実施形態において、界面活性剤は、非イオン性界面活性剤、アニオン性界面活性剤、
カチオン性界面活性剤および／または両性界面活性剤を含み、噴霧の間に溶液中に残存す
る凝集体の能力を促進する。
【０２２１】
　スプレッダー／ステッカーは、本発明の組成物の植物表面に付着する能力を促進する。
界面活性剤、スプレッダー／ステッカーの非限定的な例としては、トゥイーンおよびトリ
トン（ロームアンドハース社）、ディープフライド、フォーチュン、パルス、Ｃ．ダクソ
イル、コダサイドオイル、Ｄ－Ｃ．テート、スパメットオイル、ボンド、ペネトラント、
グロベルトおよびフリーウェイ、シトウェット、フォーチュンプラス、フォーチュンプラ
スライト、フルメック、フルメックライト、例えばリグニンスルホン酸、フェノールスル
ホン酸、ナフタレンスルホン酸およびジブチルナフタレンスルホン酸等の芳香族スルホン
酸のアルカリ金属、アルカリ土類金属および芳香族スルホン酸のアンモニウム塩、および
脂肪酸のアルカリ金属、アルカリ土類金属および芳香族スルホン酸のアンモニウム塩、ア
ルキルおよびアルキルアリールスルホン酸エステル、およびアルキル、ラウリルエーテル
および脂肪質のアルコール硫酸塩、および硫酸化ヘキサデカノールの塩、ヘプタデカノー
ル、およびオクタデカノール、脂肪族アルコールグリコールエーテルの塩、ホルムアルデ
ヒドによるスルホン化ナフタレンおよびナフタレン誘導体の縮合体、フェノールおよびホ
ルムアルデヒドによるナフタレンの縮合体またはナフタレンスルホン酸、ポリオキシエチ
レンオクチルフェノールエーテル、エトキシ化イソオクチルフェノール、エトキシ化オク
チルフェノールおよびエトキシ化ノニルフェノール、アルキルフェノールポリグリコール
エーテル、トリブチルフェニルポリグリコールエーテル、アルキルアリールポリエーテル
アルコール、イソトリデシルアルコール、脂肪族アルコールエチレンオキシド縮合物、エ
トキシ化ひまし油、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、エトキシ化ポリオキシプロピ
レン、ラウリルアルコールポリグリコールエーテルアセタール、ソルビトールエステル、
リグニン亜硫酸塩廃液およびメチルセルロースを挙げることができる。混合するものを選
択する場合に、トゥイーン等の農業界面活性剤を一つ以上が、既知のプロトコルに従って
、組成物に含まれることが望ましい。
【０２２２】
　湿潤剤は、組成物中の水の表面張力を低減するため、所与の量の組成物を塗布できる表
面積を増加させる。湿潤剤の非限定的な例としては、ポリアクリル酸の塩、リグノスルホ
ン酸の塩、フェノールスルホン酸またはナフタレンスルホン酸の塩、脂肪族アルコールま
たは脂肪酸または脂肪族エステルまたは脂肪族アミンを含むエチレンオキシドのポリ縮合
物、置換フェノール（特にアルキルフェノールまたはアリールフェノール）、スルホコハ
ク酸エステルの塩、タウリン誘導体（特にアルキルタウリン塩）、アルコールまたはフェ
ノールを含むエチレンオキシドのポリ縮合物のリンのエステル、ポリオールによる脂肪酸
のエステル、または上記の化合物の硫酸塩、スルホン酸塩またはリン酸塩官能性誘導体を
挙げることができる。
【０２２３】
　一実施形態では、本発明の化合物または組成物を塗布する好適な方法は、ハンドガンま
たは市販のエアーブラストによって希釈または濃縮溶液をスプレーすることである。
【０２２４】
　先に述べたように、本発明の組成物は、単独で、または一つ以上の他の農業添加剤と共
に用いてもよく、この農業添加剤には、農薬、殺虫剤、ダニ駆除剤、抗真菌剤または殺菌
剤（組成物の中に存在するあらゆる真菌またはバクテリアに対してこの抗真菌剤または殺
菌剤は有害でなくまたは有毒でない）、除草剤、抗生物質、抗菌物質、抗線虫剤、殺鼠剤
、昆虫病原物質、フェロモン、誘引物質、植物生長調節物質、植物ホルモン、昆虫生長調
節物質、不妊化剤、微生物のペスト制御剤、駆虫剤、ウイルス、摂食刺激物質、植物栄養
物、植物肥料および生体制御を挙げることができる。他の農業添加剤と共に用いる場合、
２つの剤の投与は、別個でもよくて、同時でもよくてまたは連続していてもよい。これら
の農業添加剤の具体的な例は、当業者に知られている、および、多くは容易に商業的に入
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手可能である。
【０２２５】
　植物栄養物の非限定的な例としては、窒素、マグネシウム、カルシウム、硼素、カリウ
ム、銅、鉄、リン、マンガン、モリブデン、コバルト、硼素、銅、シリコン、セレン、ニ
ッケル、アルミニウム、クロムおよび亜鉛を含む。
【０２２６】
　抗生物質非限定的な例としては、オキシテトラサイクリンおよびストレプトマイシンを
含む。
【０２２７】
　抗真菌剤の非限定的な例は、カルボアミド、ベンゾイミダール、トリアゾール、ヒドロ
キシピリジン、ジカルボキシアミド、フェニルアミド、チアジアゾール誘導体、カルバミ
ン酸塩、シアノ-オキシム、ケイ皮酸誘導体、モルホリン、イミダゾール、ベータメトキ
シアクリレートおよびピリジン／ピリミジンの形態の抗真菌剤を含む。
【０２２８】
　更に、抗真菌剤の非限定的な例としては、天然の抗真菌剤、有機抗真菌剤、サルファー
ベースの抗真菌剤、銅／カルシウム抗真菌剤および植物ホスト防御のエリシターを含む。
【０２２９】
　天然の抗真菌剤の非限定的な例としては、全乳、ホエー、脂肪酸またはエステル化脂肪
酸を含む。
【０２３０】
　有機抗真菌剤の非限定的な例としては、有機認定基準に合格するあらゆる抗真菌剤を含
み、例えば生態防除剤、天然製品、エリシター（一部は天然製品として分類）、ならびに
硫黄および銅抗真菌剤（限定的な使用に制限）を挙げることができる。
【０２３１】
　サルファ剤ベースの抗真菌剤の例としては、Ｋｕｍｕｌｕｓ（商標）（ＢＡＳＦ、ドイ
ツ）が挙げられる。
　銅抗真菌剤の一例としては、コサイド２０００ＤＦ（グリフィン社、米国）が挙げられ
る。
　エリシターの非限定的な例としては、キトサン、バイオン（商標）、ＢＡＢ　Ａ（ｄｌ
-３-アミノ-ｎブタン酸（β-アミノ酪酸））およびミルサナ（商標）（ウェスタンファー
ムサービス社、米国）を挙げることができる。
【０２３２】
　一部の実施形態では、非有機抗真菌剤が使用されてもよい。非有機抗真菌剤の非限定的
な例としては、Ｂｒａｖｏ（商標）（ウリ科植物のＰＭの調節）；スーパーシールド（商
標）（イエーツ社、ニュージーランド）（ボトリティス属およびばらの花のＰＭの調節）
；（バラのボトリティス病およびＰＭの調節）；トパス（登録商標）２００ＥＷ（ブドウ
およびウリ科の植物のＰＭの調節）；フリント（商標）（リンゴおよびウリ科の植物のＰ
Ｍの調節）；アミスター（登録商標）ＷＧ（銹菌および穀類のＰＭの調節）；キャプタン
（商標）、ディタン（商標）、ユーパレン（商標）、ロブラル（商標）、スカラ（商標）
、シルラン（商標）、スウィッチ（商標）およびテルドール（商標）（ブドウのボトリテ
ィス病の調節）を挙げることができる。
【０２３３】
　農薬の非限定的な例としては、アゾキシストロビン、ビテルタノール、カルボキシン、
Ｃｕ2Ｏ、シモキサニル、シプロコナゾール、シプロジニル、ジクロフラミド、ジフェノ
コナゾール、ジニコナゾール、エポキシコナゾール、フェンピクロニル、フルジオキソニ
ル、フルキコナゾール、フルシラゾール、フルトリアホール、フララキシル、グアザチン
、ヘキサコナ、ヒドロキシソキサゾール、イマザリル、イミベンコナゾール、イプコナゾ
ール、クレソキシムメチル、マンコゼブ、メタラキシル、R-メタラキシル、メトコナゾー
ル、オキサジキシル、ペフラゾエート、ペンコナゾール、ペンシクロン、プロクロラズ、
プロピコナゾール、ピロキロン、ＳＳＦ－１０９、スピロキサミン、テブコナゾール、チ
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アベンダゾール、トリフルアミド、トリアゾキシド、トリアジメホン、トリアジメノール
、トリフ、トリチコナゾールおよびウニコナゾールを挙げることができる。
【０２３４】
　ここで記載される菌類株以外の生体制御剤の一例は、ウロクラジウムウーデマンシ（商
標）を含むボトリゼン生体制御剤である。
【０２３５】
　また、これら組成物は、活性成分を強化するために用いられる安定剤および浸透液等や
、また、例えば塩化カリウム、グリセリン、塩化ナトリウムおよびブドウ糖等の、芽胞精
力、出芽および帰還性を改良するいわゆる『ストレッシング』添加剤等の広範囲の添加剤
を備えてもよい。添加剤は、また、長期貯蔵において微生物生存能力を維持することを援
助する組成物、例えば、未精製トウモロコシ油、外側に油およびワックスの混合物、内側
に水、アルギン酸ナトリウムおよび分生胞子を含むいわゆる逆エマルジョンを含んでもよ
い。
【０２３６】
　用いられるあらゆる添加剤は、生体制御剤の効率を妨げない量で存在することが重要で
あることが、当業者によって理解される。
【０２３７】
　キャリア、保存剤、界面活性剤およびぬれ剤、スプレッダーおよび栄養物を含む適切な
組成物の実施例が米国特許第５７８００２３号に提供され、同文献はその全体が参照によ
りここに援用される。
【０２３８】
　また、一般に用いられた抗真菌剤の多くは、存在時に、ここに記載される昆虫病原真菌
に悪影響を及ぼさないことを、出願人は提示するものである。したがって、前記真菌を備
える本発明の組成物も、この抗真菌剤を含んでもよい。あるいは、調節プログラムにおい
て、これら組成物は、この抗真菌剤と別々かつ提携して用いられてもよい。
【０２３９】
　また、本発明は、本発明の１種以上の脂質またはこれらの一つ以上の官能性変異株およ
びここで記載される一つ以上の昆虫病原真菌を備える組成物を生成する方法を提供し、前
記方法は、前記昆虫病原真菌の再生的に成育可能な形態を提供することと、および前記昆
虫病原真菌の前記再生的に成育可能な形態を、本発明の１種以上の脂質またはこれらの官
能性変異株および少なくとも１つの農業上容認可能なキャリアと組み合わせることとを含
む。
【０２４０】
　これら組成物は、多数の形態で調製されてもよい。一つの調製方法としては、植物また
はその周囲にふりかけることができるよう、本発明の組成物の粉末の形態を挙げることが
できる。更なる形態としては、組成物を水等の希釈液と混合してスプレー、発泡体、ゲル
またはディップを形成し、既知のプロトコルを適切に用いて塗布することが挙げられる。
好ましい実施形態では、上記のように処方する組成物は、水と混合して、約１ｇｍ／Ｌに
加圧された噴霧器を用い、１～３ｋｇ／ｈａで水が１０００Ｌ／ｈａを越えないよう散布
する。好ましくは、ディープフライド（商標）またはフォーチュンプラスド（商標）を、
約１ｍｌ／Ｌ、ＵＶおよび乾燥保護剤として組成物に加える。Ｌ． マスカリウム、Ｌ．
ロンギスポラムまたはＰ．フモソロシュースを備える組成物を、同様の方法で塗布するこ
とができる。
【０２４１】
　従来技術方法で知られるインジェクション、研磨またはブラシング等、他の方法のため
に処方した組成物を用いてもよい。土、水またはシードコーティング等の植物周囲または
環境への組成物の間接的な塗布を行うことも可能である。
【０２４２】
　上で示したように、ここで記載されるように、昆虫病原真菌を備えているそれらを含む
本発明の組成物が、有効な生体制御剤となるよう塗布されるべき濃度は、最終用途、植物
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の生理的条件；種類（昆虫化学種を含むこと）、濃度および病原体感染症の度合い；温度
、季節、湿度、成長中の段階および植物の年令；塗布さる従来の殺虫剤または他の処理剤
（抗真菌剤を含むこと）の数および種類；および植物処理（例えば葉摘採および剪定）に
より変更することができる。
【０２４３】
　散粉、散水、土浸漬、土注入、シードコーティング、苗コーティング、葉噴霧、通気、
ミスト、噴霧、燻蒸、エアロゾル化その他を含む他の散布技術も可能であり、例えばこれ
は、根または茎外に寄生する昆虫や繊細な植物または装飾的な植物への塗布等、特定の状
況の下で必要とされる。これらの散布の方法は、従来技術で当業者に知られている。
【０２４４】
　また、本発明の殺虫剤の組成物は、予防的また予防性の塗布に対する処方を行ってもよ
く、あるいは、ペット、家畜、動物寝具、あるいは、農場装置、バーン、居所、農業また
は産業の設備等の場所およびその周囲等、特定の状況に対して散布してもよい。
【０２４５】
　環境、全体、局所または葉への塗布に用いられる殺虫剤の組成物の濃度は、特定の配合
、塗布の手段、環境の条件および殺菌の活性の度合いの性質によって、広い範囲で変更さ
れる。典型的には、バイオ殺虫剤組成物は、少なくとも約１重量部の濃度で塗布配合中に
存在し、最大で約９９重量部以下であってもよい。脂質組成の乾燥状態配合は、脂質組成
を重量基準で約０．０１％～約９９％以上含有してもよく、液状配合は一般に、重量基準
で活性成分を約１％～約９９％以上含有してもよい。このように、殺虫脂質を重量基準で
約５％～約９５％以上の配合、殺虫脂質を重量基準で約１０％～約９０％以上の配合を含
む様々な配合が好ましい。当然、殺虫脂質を重量基準で約１５％～約８５％以上を含む組
成物と、殺虫脂質を重量基準で約５％～約９５％以上含む配合とが、本開示の範囲内に含
まれる。
【０２４６】
　殺虫脂質を含む無損傷の菌類細胞が含まれる組成物の場合、調製物は細胞を、約１０4

～約１０8個／ｍｇを一般に含むが、特定の実施形態では、細胞を約１０2～約１０4個／
ｍｇを備えている配合を利用することが望ましく、濃縮度の高い配合が所望の場合、細胞
を約１０10または約１０11個／ｍｇ含む配合を調整してもよい。あるいは、細胞ペースト
、芽胞濃縮物または脂質懸濁液濃縮物は、活性脂質の細胞約１０12～１０13個／ｍｇと同
等を含むように調製されてもよく、この濃縮物は、塗布の前に薄められてもよい。
【０２４７】
　上記の殺虫の配合物は、一つ以上の塗布に必要に応じて、ヘクタール当たり代表的なフ
ィールド散布速度、すなわち活性成分約５０ｇ／ヘクタール～約５００ｇ／ヘクタールで
、特定の植物またはターゲットエリアに投与されてもよく、あるいは、約５００ｇ／ヘク
タール～約１０００のｇ／ヘクタールを利用してもよい。特定の場合、活性成分約１００
０ｇ／ヘクタール～約５０００ｇ／ヘクタールの散布速度で、均一にターゲットエリアに
殺虫剤配合を塗布することが好ましい。実際、この殺虫剤の配合を用いて、活性脂質ヘク
タール当たり約５０ｇから約１０，０００のｇ／ヘクタールまでの範囲の全ての塗布速度
が、ターゲット害虫の管理、調節および殺害に有用であると意図される。このように約１
００ｇ／ヘクタール、約２００ｇ／ヘクタール、約３００ｇ／ヘクタール、約４００ｇ／
ヘクタール、約５００ｇ／ヘクタール、約６００ｇ／ヘクタール、約７００ｇ／ヘクター
ル、約８００ｇ／ヘクタール、約９００ｇ／ヘクタール、約１ｋｇ／ヘクタール、約１．
１ｋｇ／ヘクタール、約１．２ｋｇ／ヘクタール、約１．３ｋｇ／ヘクタール、約１．４
ｋｇ／ヘクタール、約１．５ｋｇ／ヘクタール、約１．６ｋｇ／ヘクタール、約１．７ｋ
ｇ／ヘクタール、約１．８ｋｇ／ヘクタール、約１．９ｋｇ／ヘクタール、約２．０ｋｇ
／ヘクタール、約２．５ｋｇ／ヘクタール、約３．０ｋｇ／ヘクタール、約３．５ｋｇ／
ヘクタール、約４．０ｋｇ／ヘクタール、約４．５ｋｇ／ヘクタール、約６．０ｋｇ／ヘ
クタール、約７．０ｋｇ／ヘクタール、約８．０ｋｇ／ヘクタール、約８．５ｋｇ／ヘク
タール、約９．０ｋｇ／ヘクタール、ならびに、約１０．０のｋｇ／ヘクタール以上の活
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性脂質が、先に記載される殺虫剤の配合の特定の農業用、工業用および室内用途に利用さ
れてもよい。
【０２４８】
　例えば、特定の用途の中に、ここに記載した真菌を備える組成物の塗布は、ヘクタール
当たり芽胞が約１×１０10～約１×１０15個の速度、好ましくはヘクタール当たり芽胞が
約１×１０12～約１×１０14個の速度、より好ましくはヘクタール当たり芽胞が約５×１
０12～約１×１０14個の速度、さらに好ましくはヘクタール当たり芽胞が約１～３×１０
13個の速度で、行ってもよい。
【０２４９】
　液体組成物の代表的な塗布速度は、活性脂質がヘクタール当たり約５０ｍｌ～約２０Ｌ
／ヘクタールまでの範囲の塗布速度を含み、この殺虫剤の配合を用いるターゲット昆虫害
虫の、管理、調節および殺害の中に使用可能であると意図される。このように、活性脂質
約１００ｍＬ／ヘクタール、約２００ｍＬ／ヘクタール、約３００ｍＬ／ヘクタール、約
４００ｍＬ／ヘクタール、約５００ｍＬ／ヘクタール、約６００ｍＬ／ヘクタール、約７
００ｍＬ／ヘクタール、約８００ｍＬ／ヘクタール、約９００ｍＬ／ヘクタール、約１Ｌ
／ヘクタール、約１．１Ｌ／ヘクタール、約１．２Ｌ／ヘクタール、約１．３Ｌ／ヘクタ
ール、約１．４Ｌ／ヘクタール、約１．５Ｌ／ヘクタール、約１．６Ｌ／ヘクタール、約
１．７Ｌ／ヘクタール、約１．８Ｌ／ヘクタール、約１．９Ｌ／ヘクタール、約２．０Ｌ
／ヘクタール、約２．５Ｌ／ヘクタール、約３．０Ｌ／ヘクタール、約３．５／ヘクター
ル、約４．０Ｌ／ヘクタール、約４．５Ｌ／ヘクタール、約６．０Ｌ／ヘクタール、約７
．０Ｌ／ヘクタール、約８．０Ｌ／ヘクタール、約８．５Ｌ／ヘクタール、約９．０Ｌ／
ヘクタール、および約１０．０Ｌ／ヘクタール以上の各速度を利用してもよい。
【０２５０】
　別の態様では、本発明は、一つ以上の植物病原性昆虫を制御する方法を提供するもので
あり、該方法は、ここに記載される脂質を植物またはその周囲に塗布することを備えてい
る。
【０２５１】
　一実施形態ではここで例証されるように、塗布は、ここに記載される一つ以上の他の昆
虫病原真菌と共に、１種以上の脂質画分を塗布するものである。
【０２５２】
　好ましくは、前記１つ以上の他の菌類は、Ｂ．バシアナ株Ｋ４Ｂ３（ＮＭＩＡ受託番号
Ｖ０８／０２５８５５）またはこれらの識別特性を有する株；ラカニシリウムマスカリウ
ム株Ｋ４Ｖ１（ＮＭＩＡ受託番号ＮＭ０５／４４５９３）またはこれらの識別特性を有す
る株；ラカニシリウムマスカリウム株Ｋ４Ｖ２（ＮＭＩＡ受託番号ＮＭ０５／４４５９４
）またはこれらの識別特性を有する株；ラカニシリウムマスカリウム株Ｋ４Ｖ４（ＮＭＩ
Ａ受託番号ＮＭ０６／００００７）またはこれらの識別特性を有する株；ボーベリア・バ
シアーナ株Ｋ４Ｂ１（ＮＭＩＡ受託番号ＮＭ０５／４４５９５）またはこれらの識別特性
を有する株；ボーベリア・バシアーナ株Ｋ４Ｂ２（ＮＭＩＡ受託番号ＮＭ０６／０００１
０）またはこれらの識別特性を有する株；ラカニシリウムロンギスポラム株ＫＴ４Ｌ１（
ＮＭＩＡ受託番号ＮＭ０６／００００９）またはこれらの識別特性を有する株；およびペ
シロマイセスフモソロセウス株Ｋ４Ｐ１（ＮＭＩＡ受託番号ＮＭ０６／００００８）また
はこれらの識別特性を有する株から成る群より選択される。
【０２５３】
　再び、本発明の複数の脂質が、一つ以上の植物病原性昆虫化学種に対する活性による昆
虫病原真菌の複数の株と共に、調節プロセスに使用されてもよい。
【０２５４】
　若い苗は、典型的には、昆虫害虫からの損傷に最も影響されやすい。したがって、新た
に植えられた作物への本発明の組成物の発芽前塗布は、出芽における塗布であるように意
図される。
【０２５５】
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　作物サイクル中に、同一または異なる時間で塗布を繰り返すことも意図される。本発明
の殺虫脂質においては、本発明の殺虫脂質を備えている組成物が、季節の後または前に、
塗布されてもよい。これは、開花または結実の間にわたって行ってもよい。本発明の殺虫
脂質または本発明の殺虫脂質を備えている組成物を、収穫前または収穫後直ちに塗布して
、迅速に壊死し老化した葉、果物、葉柄、機械採取した茎等にコロニーを作り、昆虫コロ
ニー化を防止することができる。また、本発明の殺虫脂質または本発明の組成物は、冬の
休眠中の植物に塗布することにより、休眠組織の昆虫の成長を遅くすることもできる。
【０２５６】
　塗布は、芽破裂の前後および収穫の前後と同時であってもよい。しかしながら、処理は
開花と収穫との間に行われることが好ましい。効力を高めるため、本発明の殺虫脂質また
は本発明の組成物の複数の塗布（例えば、開花と結実との間に２～６回の塗布）が好適で
ある。
【０２５７】
　また、雨の後は、本発明の殺虫脂質または組成物の再塗布を考慮する必要がある。また
、昆虫感染性予言モデルまたは感染症分析データを用いて、昆虫感染症のリスク期間に合
わせることができるよう、ＢＣＡの塗布を考慮することもできる。
【０２５８】
　各種例示的な実施形態では、本発明の脂質およびこの脂質を備えている組成物は、殺虫
の効力を実現することでできる投与率で塗布される植物または植物周囲には有害でない。
【０２５９】
　現在好ましい実施形態では、本発明の殺虫脂質または同じものを備えている組成物が、
例えば先に述べたように、加圧された噴霧器を用いて、溶液として塗布される。理想的に
は確実に全部をカバー出来るよう、植物部分は、流れ出る直前まで軽くスプレーされなけ
ればならない。塗布は、植物および／またはその周囲のあらゆる部分に行われてもよく、
例えば植物草冠全体、花および発育中の果物が集中される草冠エリア、または、根、塊茎
またはその種の他のものに隣接しまたはその周囲の植物葉柄および／または土、水または
成長培地等である。
【０２６０】
　組成物は安定であることが好ましい。本明細書で使用される用語「安定な」は、数週間
、殺虫効力を維持可能な組成物のことをいい、好ましくは約１ヶ月、約２ヶ月、約３ヶ月
、約４ヶ月、好ましくは５ヶ月、より好ましくは少なくとも約６月以上安定である。好ま
しくは、組成物は、例えば冷凍または凍結等の特殊な条件下で、貯蔵に関する処置無しで
安定である。
【０２６１】
　塗布された組成物は、植物病原性昆虫を防除する。植物病原性昆虫は、収穫前後の疾患
の多くの原因であり、植物部分を攻撃しておよび成長速度、開花、結実、生成を低減し、
罹患した植物の死を引き起こすこともある。ここで用いられる例では、植物病原性昆虫は
、自身が植物への病原体である昆虫を含み、また、他の植物病原体ベクターとして作動す
ることができる昆虫も含み、例えば、植物病原性真菌およびバクテリアが挙げられる。他
の植物生病原生物ベクターとして作動するホスト昆虫を防除することによって、植物疾患
の発生率および／または重症度を最小にすることができることが理解されよう。
【０２６２】
　ニュージーランドで生育する多数の重要な園芸の作物を悩ます主要な植物病原性昆虫の
実施例を、以下の表１に示す。
【０２６３】
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【表１】

【０２６４】
本発明の脂質、組成物および方法を用いて、上で概説する作物中に含まれるコナジラミ科
、アザミウマ類、アブラムシおよびキャタピラ等の半翅類を防除することが、特に意図さ
れる。本発明の脂質を用いて、バロアダニを、単独でまたは一つ以上のＢ．バシアナ菌類
株またはＬ．マスカリウムまたはペシロマイセスフモソロセウスと共に、防除すること、
および同じものを備える本発明の組成物を用いた場合が、特に意図される。
【０２６５】
　本発明の方法は、収穫前後いずれにおいても、植物および植物製品に特に塗布される。
例えば、本発明の組成物は、果物、野菜、切り花およびシードを含む上方に列挙した種類
の保存製品に塗布されてもよい。適切な応用技術は、上記で言及した技術、特に噴霧をカ
バーする。
【０２６６】
　植物への直接の塗布とは反対に、組成物を用いて、土またはシードを処理または前処理
することができる可能性がある。組成物は、保護コーティング、ボックスおよび包装紙等
の植物処理材料に使用してもよい。
【０２６７】
　また、本発明の脂質または本発明の組成物で直接に処理される植物、植物製品、土およ
びシードが、本発明によってカバーされる。
【０２６８】
　本発明は、前述のことを備え、また、例示目的のみでありこれらの範囲を制限するもの
ではない以下の構造が予想される。
【０２６９】
実施例１　昆虫防除のバイオアッセイ
　この実施例では、各種脂質の殺虫の効力を決定するための確固としたバイオアッセイの
開発を記載する。
【０２７０】
　ターゲット昆虫アッセイが開発され、１）利用度、２）罹病性および３）使いやすさの
基準を用いて評価した。
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【０２７１】
　一定の温度の部屋内でキャベツ植物により育てられたターゲット昆虫、アブラムシ（モ
モアカアブラムシ、順半翅類）を、全ての実験に用いた。アブラムシに脂質画分サンプル
を接種するため、アブラムシは、１％の水寒天平板の表面上のキャベツ葉の部分へ移され
、葉と寒天の間の湿潤剤として０．０５％のトゥイーン８０を用いた。混合された年令の
アブラムシを用い、通常３０～５０個／ペトリ皿であった。
【０２７２】
　携帯型のパアシェエアブラシを改良して、マイクロ容量を取り、３００μｌの試験また
は対照溶液を霧化した。その後、処理されたアブラムシのプレートは、２０℃で１２ｈ光
を当てて維持し、１２ｈ暗状態とし、毎日検査した。死んだ個体は除去した。噴霧の後に
、接種されるアブラムシを直接カウントして、％死亡率に生まれたてのアブラムシを含む
ことを回避したが、孵卵の間の新生若虫を除去するための策は講じなかった。
【０２７３】
　実施例２　昆虫防除のバイオアッセイ
　この実施例は、殺虫の効力を決定するため、バイオアッセイの範囲を広げる開発を記載
する。
【０２７４】
　数個のターゲット昆虫アッセイが開発され、１）利用度、２）罹病性および３）使いや
すさの基準を用いて評価した。コナジラミ、コナガ、ゴミムシダマシおよび蚊の４つの昆
虫システムをテストした。
【０２７５】
　１.コナジラミ若虫（半翅類）
コナジラミは主要なターゲット生物種であり、現在適切な制御剤を欠いている。コナジラ
ミ若虫は、バイオフォース社（オークランド、ニュージーランド）から得られた。Ｋ４Ｂ
３脂質画分および対照ブロースのサンプルを用いて、ポッタータワーを通して約１００の
若虫群に接種した。
【０２７６】
　２.ミールワーム（ゴミムシダマシ）幼虫（鞘翅類）
ゴミムシダマシ幼虫は、生物供給者から得られる。１０匹の幼虫にＫ４Ｂ３脂質サンプル
または水対照がスプレー、２週間モニターされた。
【０２７７】
　３.コナガ-ＤＢＭ（コナガ: Plutella xylostella）幼虫（鱗翅類）
　コナガは、世界中のアブラナ作物および最も多くの防除用化学薬品に耐性を示すように
なった昆虫の主要な害虫である。培養株は、試験用Ｋ４Ｂ３脂質サンプルでリンカーン大
学から得られる。
【０２７８】
　標準方法では、ポッタータワーの小型版を用いる。携帯型のＡ３２０エアブラシを改造
して、マイクロ容量をとり、脂質サンプルまたは対照溶液を霧化する。幼虫は、０．０５
％のトゥイーン８０を用いて、水寒天平板（水＋１％の寒天）の表面上に保持された小さ
いキャベツ葉上に維持される。全てのサイズ（第１齢から前蛹）の５～２０匹の幼虫が、
各実験で用いられる。一つの試験では、幼虫はまた、溶液の滴下で浸される。毒性が局所
的または経口摂取か否かを決定するため、液滴供給が試みられる。
【０２７９】
　３８匹の第２～第６齢の幼虫が、Ｋ４Ｂ３脂質画分中および対照中に接種される。幼虫
は、１６ｈｌで２０℃に維持され、植菌の後８ｈＤ維持される。
【０２８０】
　４.蚊幼虫（ボウフラ）
　バイオアッセイが行われ、異なる量のＫ４Ｂ３脂質画分が、イエカ（Culex perviligan
）の幼虫を含む約１２．５ｍｌの水ボトルに加わられる。幼虫は蛹化に近づき、一部は実
験中に蛹化してもよい。
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【０２８１】
　実施例３　殺虫脂質の同定
　序論
　この実施例では、ボーベリア・バシアーナＫ４Ｂ３から調製される殺虫脂質の同定を説
明する。
【０２８２】
　方法
　ボーベリア・バシアーナＫ４Ｂ３の培養株は、振盪フラスコ内および２００Ｌのバイオ
発酵用容器内で成長した。凍結乾燥したサンプルを、メタノールで抽出し、乾燥した。残
留物を５０％エチルアルコール中に溶解し、ジクロロメタンで抽出した。望まない共抽出
物を除去するため、ジクロロメタンを水で洗浄した。残存しているジクロロメタンエキス
トラクトの少ない方の部分を、乾燥し、メタノール中で再溶解し、ＭＳ分析を行った。
【０２８３】
　分画は、スタトラＳＩ－１シリカカラム（フェノメネックス社）で実行した。生のサン
プルは、小容積のジクロロメタンに溶解し、シリカカートリッジ上に装てんし、イソプロ
パノールおよびジクロロメタンの混合液で溶出（数回のステップで１００％のジクロロメ
タンから１００％のイソプロパノールへ）し、次いで、メタノールおよびジクロロメタン
の混合液で溶出した（数回のステップ数回のステップで１００％のジクロロメタンから１
００％のメタノールへ）。
【０２８４】
　ウォーターズアクイティＵＰＬＣ（ウォーターズ社、ミルフォード、ＭＡ）を、ウォー
ターズ-マイクロマスクァトロプレミエトリプル四重極分光装置（ウォーターズ-マイクロ
マス社、マンチェスター、英国）に接続した。４０℃でアクイティＣ１８ ＢＥＨ１．７
μｍカラム５０×１ｍｍを用い、分離を実現した。カラムは、それぞれ０．１％の蟻酸を
含む水（Ａ）およびアセトニトリル（Ｂ）可動相で、０．２５のｍｌ／分で溶出された。
最初の組成物は、１分、１００％のＡであり、その後、１～７分、１００％のＢに対して
直線勾配になり、７～９分、１００％のＢに保たれ、９～１１分、最終的に、カラムは１
００％のＡに再平衡された。
【０２８５】
　電気スプレーイオン化ソースを、ポジティブモードで、１００℃、キャピラリー３ｋＶ
、コーン６０Ｖ、窒素脱溶媒和２００　Ｌ／ｈ（２５０°Ｃ）、コーンガス５０　Ｌ／ｈ
で運転され、コリジョンセルは、３ｍｂａｒアルゴンで駆動した。プロトン化分子カチオ
ンからのドーターイオンスペクトルは、４０ｅＶの衝突エネルギー（ＣＥ）を用いて取得
された。定量分析（絶対でなく、引用文献参照サンプルに対して相対的）では、選択的イ
オン記録（ＳＩＲ）および複数の反応モニター（ＭＲＭ）を用いた。ピーク面積を、参照
サンプルから得られるそれらと比較した。
【０２８６】
　結果
　第１のメタノール／ジクロロメタン分画ステップ中、ベタイン脂質が、２０～４０％メ
タノールと６０～８０％ジクロロメタンの混合液でシリカカラムから溶出された。
有機溶媒抽出された画分のクロマトグラフィーが、図１に示され、例示的な当該着目脂質
を備えるピークを見ることができる。
【０２８７】
　当該着目画分は、マススペクトル分析（ＭＳ）を用いて分析された。着目ピークは、Ｍ
Ｓ／ＭＳ（フラグメンテーション解析）のために選択された。図２から分かるように、７
３６、７３８、７６０、７６２、７６４および７６６のｍ／ｚによる６つの脂質が観察さ
れた。
【０２８８】
　更に分析を行い、各脂質の構造を解像した。７６２．５ｍ／ｚを有する例示的な脂質の
代表的なドータースペクトルが、図３に示される。ここでＣ１８のアシル部分の損失：２
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つの脂肪酸が、ｍ／ｚ５００．３で見られ、Ｃ１８のアシル部分の損失：１つの脂肪酸が
、ｍ／ｚ４９８．３で見ることができる。水分子の以降の損失は、ｍ／ｚ４８２．２およ
び４８０．４に顕性である。両方の脂肪酸の損失がｍ／ｚ２３６．１で示された後、共通
のグリセリル-Ｎ，Ｎ，Ｎトリメチルホモセリンフラグメントが生成した。グリセリンの
以降の損失がΝ、Ν、Ν-トリメチルホモセリンに生じた後、ｍ／ｚ１６２．０で観察さ
れるピークが形成された。
【０２８９】
　また、５つの残存する例示的な脂質の当量分析を実行し、以下の式ＩＩで示されるよう
に、式ＩＩの全体的な構造を有するよう、例示的な殺虫脂質は、この分析によって決定さ
れた。
【化３】

　式中、ＲおよびＲ２は、各脂肪酸の脂肪部分である。
【０２９０】
　この実施例で決定される具体的な例示的なベタイン脂質の脂肪酸構成を、下記表２に示
す。
【０２９１】
【表２】

【０２９２】
　７６４Ａおよび７６４Ｂの存在証明は、砕片分離データから得られた。Ｍ＋Ｈ７６４は
、Ｃ１８：２脂肪酸と同様に、７６４の親脂質からＣ１８：０、Ｃ１８：１の初期損失を
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示す。
【０２９３】
　バイオ発酵用容器で成長中に異なる時点で生成される各種ベタイン脂質の相対的な量が
、図４に示される。図から明らかなように、４８時間の成長によって脂質７６０は優れた
ベタイン脂質となり、また４８時間が、試験時のベタイン脂質生成のピークを表す。
【０２９４】
　検討
　この実施例は、ボーベリア・バシアーナＫ４Ｂ３からの例示的な殺虫脂質の構造を解明
し、生体制御化合物の新規の型式を提供する。
【０２９５】
　実施例４　殺虫脂質の同定
　序論
　この実施例では、ボーベリア・バシアーナＫ４Ｂ３から調製される殺虫脂質の同定を記
載する。
【０２９６】
　方法
　ボーベリア・バシアーナＫ４Ｂ３の培養株は、振盪フラスコ内および２００Ｌのバイオ
発酵用容器内で成長した。凍結乾燥したサンプルを、メタノールで抽出し、乾燥した。
【０２９７】
　乾燥したメタノール抽出物（８１．９３６　ｇ）を、音波処理を用いて、水（４５０　
ｍｌ）およびメタノール（１Ｌ）中に再溶解した。クロロホルム（５００ｍｌ）を混合液
に加え、単一相の溶液を与え、これは等しく９７０ｍｌの２つの部分に分割された。各部
分は、クロロホルム（２５０ｍｌ）および水（２２５ｍｌ）を加えて別々に振とうされ、
そしてその後、それらは有機相および水相に分かれた。組み合わせられた水相（１８２０
ｍｌ）は、２つの等しい部分に分割され、次いで、これらのそれぞれは、クロロホルム（
２５０ｍｌ）を加えて振とうされた。得られた有機層にバルク有機層（９９０　ｍｌ）を
加える一方、水層の２つの部分は、乾燥凍結の前に再結合されてブッチ回転乾燥機で濃縮
された。乾燥した水層（７４．７６４ｇ、収率９１．２％）は、次いで－２０℃の冷凍装
置で保存された。
【０２９８】
　複合有機相から減圧下で溶媒を除去し、２．７２８ｇ（３．３％収率）のクロロホルム
抽出物を提供し、これは５０ｍｌのクロロホルム中に再溶解され-２０℃の冷凍装置で保
存された。
【０２９９】
　先ず、ＤＥＡＥ-セファデックス（２２．５ｇ）を、クロロホルム-メタノール０．８Ｍ
酢酸ナトリウム（３０：６０：８）と平衡させ、それから、クロロホルム-メタノール水
（３０：６０：８）で洗浄した。ビューブラストクロロホルム抽出物（２．７０６ｇ）を
、クロロホルム-メタノール水（３０：６０：８）中で、ＤＥＡＥ-セファデックスカラム
に装てんし、担持しない分（非酸性画分）を、同一溶媒で溶出した。次いで酸性画分を、
クロロホルム-メタノール０．８のＭ酢酸ナトリウム（３０：６０：８）で溶出した。
【０３００】
　各画分は、小体積に別々に濃縮され、クロロホルムおよび０．８８％の塩化カリウム溶
液で振盪した。分離に続いて、ろ過し減圧下の乾燥状態で濃縮する前に、各画分からの下
側の有機相は、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。非酸性画分の収率は、１．３０８ｇ（
４８．４％）であり、酸性画分について０．０７２ｇ（２．７％）であった。各画分はク
ロロホルム中に溶解し、－２０℃の冷凍装置で保存された。
【０３０１】
　非酸性画分（１．２９ｇ）の順相クロマトグラフィーを、クロロホルム中に自己充填し
たシリカゲル６０（ＢＤＨ、１２０のメッシュ、１２１．５　ｇ）のカラムの上で実行し
た。サンプルをクロロホルム中で装てんし、クロロホルム、クロロホルム-アセトン（９:
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１）で溶出し、最後にメタノール（それぞれ～７．８層容積）で溶出した。減圧下での乾
燥状態への各小画分の蒸発の後、３つの小画分の収率は、以下の通りであった：クロロホ
ルムサブ分画　０．６０９ｇ（４７．２％）；クロロホルム-アセトンサブ分画　０．１
４２ｇ（１１．０％）；およびメタノールサブ分画　０．５０８ｇ（３９．４％）。各サ
ブ分画は、クロロホルム中に溶解され－２０℃の冷凍装置で保存された。
【０３０２】
　ナノスプレーマススペクトル分析（ＭＳ）が、ＱＳＴａｒパルサーｊＱ-ＴＯＦマスス
ペクトロメーターで実行された。分析の前に、サンプルは、１０ｍＭ酢酸アンモニウムを
含む１:１クロロホルム-メタノールで、１:２０に希釈された。
【０３０３】
　結果
　ナノスプレーＭＳ／ＭＳ（フラグメンテーション解析）を実行し、メタノール小分画中
に存在する化合物の構造を解像した。ｍ／ｚが７３６．６、７３８．６、７５８．６　７
６０．６、７６２．６および７６４．６の７つのベタイン脂質を観察した。
これらのベタイン脂質の脂肪酸構成を、下記表３に示す。
表３：ベタイン脂質中の脂肪酸
【０３０４】
【表３】

【０３０５】
　検討
　この実施例は、ボーベリア・バシアーナＫ４Ｂ３から例示的な殺虫脂質の構造を解明し
、生体制御化合物の新規の型式を提供する。
【０３０６】
　実施例５　殺虫脂質のバイオアッセイ
　序論
　この実施例では、異なる時間点でボーベリア・バシアーナＫ４Ｂ３から調製される殺虫
脂質の評価を説明する。
【０３０７】
　方法
　ボーベリア・バシアーナＫ４Ｂ３の培養株は、振盪フラスコ内および上記のバイオ発酵
用容器内で成長した。１６ｇのサンプルを、１０日にわたって、各２４時間の時間点で抽
出し、脂質を上記のようにメタノールで抽出した。上記の実施例１および２に記載される
バイオアッセイ中の評価に先立ち、１．２８ｍｌのＨ2Ｏ中で全強度（ＦＳ）を、および
０．２ｍｌのＦＳを０．８ｍｌでＨ2Ｏで希釈することによって１:５希釈物（１:５）を
、再構成する前に、全てのサンプルを乾燥凍結した。手短に言えば、各サンプル３００ｕ
ｌを、４０個のアブラムシの上にスプレーした。４つのネガティブ対照（Ｈ2Ｏのみ）を
、アッセイの中に含めた。
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【０３０８】
　結果
　下の表４は、各種処理群の中でアブラムシ死亡率を示しているデータを提示する。
【表４】

【０３０９】
　結果
　表４から分かるように、全ての全強度サンプル（すなわち、１０日の各日）がアブラム
シを殺虫した。１日～５日でサンプルにより殺虫されたアブラムシは、非常に乾燥してい
たが、５日～１０日でサンプルにより殺虫されたアブラムシは、あまり乾燥していなかっ
た。
【０３１０】
　検討
　この実施例は、殺虫脂質が成長中に迅速に生成され、殺虫活性の生成が長期に維持され
ることを示す。繰り返すと、抽出された脂質は、有力な殺虫の活性を有し、典型的には全
強度でターゲット昆虫１００％を殺し、これよりも希釈すると、約５０％のターゲット昆
虫を頻繁に殺す。
【０３１１】
　実施例６　殺虫脂質のバイオアッセイ
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　序論
　この実施例では、ボーベリア・バシアーナＫ４Ｂ３から調製される殺虫脂質の評価を説
明する。
【０３１２】
　方法
　ボーベリア・バシアーナＫ４Ｂ３からの脂質画分は、上記のように５０％メタノール：
５０％ＣＨ2Ｃｌ2で抽出された。バイオアッセイ中の評価に先立ち、全強度（ＦＳ）を、
および１:５希釈物（１:５）を、再構成する前に、全てのサンプルを乾燥凍結した。手短
に言えば、各サンプル２０ｕｌを、蚊（イエカ：Culex perviligan）の幼虫に投与した。
また、ネガティブ対照（ＭｅＯＨのみ）およびポジティブ対照（ＳＩＩ）を、アッセイ中
に含めた。死亡率は、曝露後２３時間および４８時間で評価した。
【０３１３】
　結果
　以下の表５は、各種処理群中で蚊の死亡率を示すデータである。
【０３１４】
【表５】

【０３１５】
　結果
　表５から分かるように、希釈した場合であっても、画分Ｓ５およびＳ８が特に、蚊幼虫
（ボウフラ）の顕著な死滅を示した。
【０３１６】
　解説
　この実施例は、本発明の殺虫脂質は有力な殺虫の活性を有し、広範囲にわたるターゲッ
ト昆虫生物種を殺すことを示す。
【０３１７】
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　実施例７　哺乳動物モデルに対するボーベリア・バシアーナＫ４Ｂ３脂質の毒性
　序論
　この実施例は、哺乳動物モデルにおけるＫ４Ｂ３脂質の毒性の評価を記載する。
【０３１８】
　方法
　Ｋ４Ｂ３脂質は、実施例１で上記のように単離する。
　試験は、ＯＥＣＤガイドライン４２５によって（急性経口毒性-上下手順で）マウスに
行われる。この材料は、有毒が高いと予想されないため、経口用挿管法による２，０００
ｍｇ／ｋｇ単一服用レベルによる境界試験を選択する。このドーズは、例外的な状況以外
で、急性毒性の評価ＯＥＣＤによって推奨される最高のものである。
【０３１９】
　次のように、経口用挿管法により、Ｋ４Ｂ３脂質の単一２，０００ｍｇ／ｋｇのドーズ
を、５体のメスのスイスマウスに投与する。
【０３２０】
　試験条件
　午後４時頃に、マウスうちの一体からエサを回収し、その体重を測定する。翌朝、その
マウスの体重を測定し、２，０００ｍｇ／ｋｇドーズの提供に必要なＫ４Ｂ３脂質の重量
を計算する。この量を秤量し、１５０μＬの水で希釈する。全容量を、強制栄養によって
マウスに投与する。
【０３２１】
　投与後、マウスは即座に、エサの摂食を許される。マウスはＯＥＣＤ化学薬品試験ガイ
ドライン、２０００年１０月、修正ドラフトガイドライン４２５で特定される方法で投与
後、６０分集中的に観察し、その後、投与日およびそれ以降の日を通して一日数回の間隔
で観察した。第２のマウスは、第１のマウスの後、４８時間、また２，０００ｍｇ／ｋｇ
体重の用量でＫ４Ｂ４ポリペチドを投与される。次いで、第３、第４および第５のマウス
は、４８時間の間隔で、全て２，０００ｍｇ／ｋｇが投与される。
【０３２２】
　マウスは各個に、自由摂取の水および食品と共に収容される（投与前の一夜絶食を除く
）。マウスは、毎日観察され、２週間、投与後の体重の測定がなされる。体重は、ドーズ
後１日、１週および２週で記録され、その後、動物を二酸化炭素吸入で殺し、死亡後検査
を行う。
【０３２３】
　結果
　Ｋ４Ｂ３複合体の投与後の毒作用はなく、マウスは観察期間を通して健康のままであり
、ドーズ直後にエサも食べ、ドーズ日の間および実験を通して、普通に振る舞っていた結
果から、毒性を示さない。
【０３２４】
　体重。実験を通して各時間的間隔でマウスの平均体重が不変であることを示す結果から
、毒性は示さない。一夜絶食の後、マウスは典型的には、平均して、体重から２．４グラ
ム失っていた。食品の摂取が次の投与後に回復してこの損失が次の日に大きく回復した状
況およびマウスが投与後２週の観察期間を通してその重量を維持する状況から、毒性は示
されない。
【０３２５】
　事実の検討と発見。屍検でマウスに異常状態が観察されない結果および肝臓、腎臓、脾
臓、心臓、肺およびマウスの小腸（肛門への幽門）の重量は、それらの正常な範囲内にあ
る結果から、毒性は示さない。
【０３２６】
　検討
　Ｋ４Ｂ３脂質を２，０００ｍｇ／ｋｇの用量でのマウスへ経口投与しても、識別できる
副作用を引き起こさないことを示す結果および死亡が生じず、異常状態が屍検で発見され
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ず、器官重量が正常な範囲内にあり、マウスの行動は完全に正常であることを示す結果は
、低い急性毒性を示す。
【０３２７】
　この結果は、２，０００ｍｇ／ｋｇ体重より大きなＬＤ５０でも、Ｋ４Ｂ３脂質は低い
急性の経口毒性を示している。この結果は、Ｋ４Ｂ３脂質は、ニュージーランド危険物質
および新規生物体（ＨＳＮＯ）規制１９９６の下でも、最も低い危険カテゴリーに分類さ
れることを示している。
【０３２８】
　産業上の利用可能性
　上記の説明から明らかなように、本発明は、植物病原性昆虫等の昆虫の防除に使用可能
な前記脂質を備えている組成物と共に、糸状菌からの殺虫脂質を提供する。
この脂質および脂質画分の使用ならびに植物病原性昆虫等の昆虫を防除する方法が、提供
される。本発明の脂質および組成物は、広範囲にわたる農業のおよび園芸の用途に効用を
有する。
【０３２９】
　その一部を詳細に実例として、また明瞭さの目的と理解される実施例として、本発明を
詳細に説明してきたが、本発明の範囲またはこれらのあらゆる具体的な実施形態に影響を
及ぼすことなく、条件配合および他のパラメータの広く同等な範囲内で、本発明を変更ま
たは変形することにより、同じものを実行することができることが当業者にとって明らか
であり、この変更または変形は、添付の請求項の範囲内でカバーされるものである。
【０３３０】
　ここで特定的に例証されたもの以外の出発原料、試薬、精製法、材料、基板、デバイス
素子、分析法、アッセイ方法、混合液および構成部分の組合せは、過度の実験に頼らずに
本発明の実行の中に使用されることができることが、当業者に理解されよう。この材料お
よび方法において、全ての従来技術に既知の機能的に同等なものが、本発明の中に含まれ
るものである。ここに用いた用語および表現は、説明のためであり限定する意図はなく、
この用語および表現の使用が、ここに示され記載される特徴のあらゆる同等物およびその
一部を排除することを意図するものではなく、各種変更は、主張される本発明の範囲内で
可能であることが認識されよう。したがって、好適な具体例および随意の特徴によって、
本発明を具体的に開示してきたが、ここで開示されるコンセプトの変更および変形は、当
業者によって行うことができ、添付の請求項によって定義されるように、この変更および
変異は本発明の範囲内であるとみなされることが理解されなければならない。
【０３３１】
　ここで用いられる例では、「備える」は、「含む」および「含有する」または「～を特
徴とする」と同義であり、これは含有的であり両端を含み、および、付加的で記載されな
い素子または方法ステップを排除しない。ここで用いられる例では、「～から成る」は、
請求項で特定されないあらゆる要素、ステップまたは構成成分を排除する。ここで用いら
れる例では、「～から実質的に成る」は、請求項の基礎的かつ新規な特性に対して、物質
的に影響を及ぼさない材料またはステップを排除しない。各場合、用語「備える」、「実
質的に成る」および「成る」のいずれかは、他の２つの語のいずれでも置換されてもよい
。
【０３３２】
　材料、組成物、構成部分または化合物の群がここに開示される場合、これらの群および
小グループの全ての個々のメンバーが別々に開示されることが理解される。マーカッシュ
グループまたは他の方式がここで用いられる場合、グループの全て個々のメンバーおよび
全ての組合せグループで可能な小組合せが開示の中に各個に含まれるものである。ここで
記載または例証される構成部分のあらゆる配合または組合せは、特に明記しない限り、本
発明の実施に用いることができる。範囲が明細書の中に与えられる場合、例えば、温度範
囲、時間範囲または組成物範囲、全て中間の範囲および部分範囲、および、与えられる範
囲に含まれる全ての個々の値は全て、本開示に含まれるものである。本開示および請求項
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において、「および／または」は、付加または選択を意味する。さらに、単数の用語のあ
らゆる使用は、複数の形態をカバーする。
【０３３３】
　ここに引用される全て引用文献の全体は、この明細書の開示と不一致でない限度におい
て、参照によりここに援用される。ここで提供される一部の引用文献は、参照によりここ
に援用され、本発明の出発原料、付加的な出発原料、付加的な試薬、合成の付加的な方法
、分析の付加的な方法、付加的な生物物質、付加的な核酸、化学的変性した核酸、付加的
な細胞のソースおよび付加的な使用を、詳細に提供する。ここで用いられる全て見出し項
目は、便宜のためだけに与えられるものである。明細書の中に説明される全ての特許およ
び公表事項は、本発明に関する当業者の熟練のレベルを示し、各個々の公表、特許または
特許出願は、参照によりここに援用されることが具体的かつ個別的に示される限度で、参
照によりここに援用される。ここで引用される引用文献の全部が、それらの公表または出
願日現在の技術を示すものとして参照によりここに援用され、先行技術の具体的な実施形
態を排除するために必要であるならば、その情報はここに使用することができる。
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